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午前９時57分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成29年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○議案第２号 宮崎県税条例の一部を改正する

条例

○議案第３号 県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県立芸術劇場

公益財団法人宮崎県私学振興会

・宮崎県中山間地域振興計画に基づいて行った

主な施策（平成28年度）について

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・平成28年度の取組に係る政策評価の結果につ

いて

・ＰＰＰ／ＰＦＩの取扱いに関する検討につい

て

・２巡目国体に向けたスポーツ施設の整備方針

について

・国土利用計画（宮崎県計画）の改定について

（ ）・産業人財育成・確保のための取組指針 仮称

の策定について

・国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭開催

準備の進捗状況について

・航空路線の充実について

・宮崎県庁における「働き方改革」の取組につ

いて

・宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例について（議案第６号

関係）

・九州北部豪雨災害への対応について

・北朝鮮のミサイル発射への対応について

・平成29年台風18号による被害状況について

出席委員（７人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 中 野 一 則

委 員 松 村 悟 郎

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（１人）

委 員 河 野 哲 也

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

県参事兼総合政策部次長
井 手 義 哉

（政策推進担当）

総合政策部次長
鶴 田 安 彦

（県民生活担当）

松 浦 直 康部参事兼総合政策課長

秘 書 広 報 課 長 横 山 浩 文

広 報 戦 略 室 長 吉 村 達 也

統 計 調 査 課 長 和 田 括 伸

総 合 交 通 課 長 小 倉 佳 彦

奥 浩 一中山間･地域政策課長

産 業 政 策 課 長 重黒木 清

生 活 ・ 協 働 ・
弓 削 博 嗣

男 女 参 画 課

最上川 周 一交通･地域安全対策監

川 口 泰 夫みやざき文化振興課長

平成29年９月21日(木)
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記紀編さん記念事業
米 良 勝 也

推 進 室 長

人権同和対策課長 工 藤 康 成

情 報 政 策 課 長 蕪 美知保

総務部

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危機管理統括監 田 中 保 通

総 務 部 次 長
渡 邊 浩 司

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
武 田 宗 仁

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
藪 田 亨

兼危機管理課長

総 務 課 長 丸 田 勉

宮 里 雄 一防災拠点庁舎整備室長

部参事兼人事課長 吉 村 久 人

行 政 経 営 課 長 日 高 幹 夫

財 政 課 長 川 畑 充 代

税 務 課 長 棧 亮 介

市 町 村 課 長 横 山 幸 子

大田原 節 郎総務事務センター課長

消 防 保 安 課 長 福 栄 芳 政

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

総務課主任主事 日 髙 真 吾

ただいまから総務政策常任委員○二見委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○二見委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前９時58分休憩

午前10時０分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

報告事項等について、部長の概要説明を求め

ます。

おはようございます。総○日隈総合政策部長

合政策部でございます。本日は、どうぞよろし

。 。くお願いいたします 座って御説明いたします

早速でございますが、お手元の委員会資料の

表紙をおめくりください。目次をごらんいただ

きたいと思います。

今回、総合政策部からお願いしております議

案はございません。

内容は、法令に基づく議会への報告事項が２

件ございます。

まず、丸の１つ目ですが、県が出資している

法人等の経営状況についてでございますが、後

、 、ほど御説明しますけれども 総合政策部所管は

公益財団法人宮崎県立芸術劇場と、同じく公益

財団法人宮崎県私学振興会の２法人でございま

す。この２法人について報告するものでありま

す。

次に、もう一つ丸がございますが、宮崎県中

山間地域振興計画に基づいて行った主な施策に

ついては、宮崎県中山間地域振興条例第７条第

２項に基づき、平成28年度に実施した主な施策

を報告するものでございます。よろしくお願い

いたします。

その他報告事項でございますけれども、本日

は６件、報告事項がございます。

それと、目次にはございませんが、お手元、

机上のほうに、航空路線の充実についての資料
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を勝手ながら配付させていただいております。

あわせて、詳細について、後ほど担当課長から

それぞれ御説明させていただきます。

私からの説明は以上でございます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

次に、報告事項に関する説明を○二見委員長

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

それでは、地方○川口みやざき文化振興課長

自治法及び県条例に基づき、公益財団法人宮崎

県立芸術劇場の経営状況等について御報告いた

します。

平成29年９月定例県議会提出報告書、県が出

資している法人等の経営状況についての17ペー

ジをお開きください。

初めに、平成28年度の事業報告についてであ

ります。

事業概要ですが、当財団は県立芸術劇場の指

定管理者として、県立芸術劇場が県民の文化芸

術活動の振興拠点としての役割を十分果たして

いくよう、多様な文化事業を企画、実施すると

ともに、積極的に活用されるよう管理運営に努

めたところでございます。

次に、事業実績についてであります。

県立芸術劇場の指定管理業務、施設の利用及

び維持管理につきましては、記載しております

とおり、貸館業務や施設設備の維持管理を行っ

たところであり、事業費は２億6,143万7,000円

となっております。

次に、その下の上記以外の指定管理業務等に

つきましては、４億5,111万5,000円となってお

ります。

その内訳としましては、まず、第21回宮崎国

際音楽祭でありますが、17日間にわたり14の公

演と関連イベントを開催いたしまして、延べ入

場者数は２万600人余りとなっております。

また、次年度の第22回音楽祭開催のため、公

演内容や出演者の決定・調整など、準備事業を

実施しております。一般公演のほか、自主企画

制作公演事業、次ページの教育普及事業、芸術

文化発信事業につきましては、記載のとおり、

多彩な公演普及事業を実施したところでありま

す。

次に、経営状況等につきましては、20ページ

以降に財務諸表がございますが、説明が重複い

たしますので、同じ資料の171ページ、出資法人

等経営評価報告書の中で御説明いたします。

まず、出資の状況であります。

総出資額は２億4,734万7,000円、県出資額も

同額ですので、県出資比率は100％であります。

次に、県関与の状況であります。

まず、人的支援でありますが、右側の平成29

年度の状況としまして、役員９人のうち県退職

、 、者は３人 また職員数26人のうち県職員は１人

県退職者は１人となっております。

次に、その下の財政支出等につきましては、

平成28年度は委託料として５億8,429万3,000円

を支出しております。

その主なものとしましては、その下の欄にあ

りますように、まず、県立芸術劇場管理運営事

業は、劇場の維持管理等を行うもので、指定管

理料として３億1,227万円を支出しております。

次に、宮崎国際音楽祭開催準備事業は、同音

楽祭の開催業務等を行うもので、指定管理料と

して9,835万6,000円を支出しております。

さらに、県立芸術大規模改修事業は、劇場内

の施設や設備の修繕を行うもので、委託料とし

て１億1,988万円を支出しております。

次に、活動指標であります。
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まず、劇場稼働率は目標値の77％に対しまし

て実績値は79.1％、達成率は102.7％となってお

ります。

次に、主催公演の入場者率は目標値の66％に

対しまして実績値は68.3％、達成率は103.5％と

なっております。

次に、友の会会員数は目標値の1,500人に対し

まして実績値は1,635人、達成率は109％となっ

ております。活動内容につきましては、いずれ

の指標も目標値を上回っております。

172ページをお開きください。

財務状況でございますが、左側が毎年度の収

支状況をあらわす正味財産増減計算書、右側が

年度末の資産や負債の状況をあらわす貸借対照

表であります。

初めに、正味財産増減計算書の平成28年度の

列をごらんください。

経常収益は８億1,527万6,000円に対し、経常

費用は８億3,002万4,000円で、当期経常増減額

。は1,474万8,000円のマイナスとなっております

平成28年度の基金取り崩し収益は1,500万円で

ありますので、当期経常外増減額は同額の1,500

万円となります。

その下の当期一般正味財産増減額は25万2,000

円となっております。これらにより、一般正味

財産期首残高１億8,377万9,000円から25万2,000

円増加した１億8,403万1,000円が、一般正味財

産期末残高となっております。

その下の当期指定正味財産増減額は1,480

万3,000円のマイナスとなっておりますので、指

定正味財産期首残高２億7,564万4,000円から、

これを減じた２億6,084万1,000円が指定正味財

産期末残高となります。

この結果、その下の一般正味財産期末残高と

指定正味財産期末残高の合計である正味財産期

末残高は４億4,487万2,000円となります。

続いて、右側の貸借対照表であります。

平成28年度の列をごらんください。資産は流

動資産と固定資産を合わせまして、５億5,297

万4,000円であります。負債は次年度公演のチ

ケットの販売収入など １億810万2,000円となっ、

ております。この結果、資産から負債を差し引

いた正味財産は、４億4,487万2,000円となりま

す。

正味財産の内訳でございますが、基本財産

が3,000万円、基金などの特定資産が２億3,084

万1,000円、一般正味財産が１億8,403万1,000円

となっております。

次に、その下の財務指標であります。

まず、管理費比率は目標値の48％に対しまし

て実績値は59.4％、達成率は76.3％となってお

ります。

次に、入場料収入比率は目標値の36％に対し

まして実績値は28％、達成率は77.8％となって

おります。

次に、総合評価の欄の右上、県の評価につい

てであります。活動内容につきましては、先ほ

ど御説明したとおり、いずれの指標も目標値を

上回り、良好と認められます。財務内容につき

ましても、いずれの指標も目標値を下回ったも

のの、国の助成金収益など、入場料収益以外の

収益は増加傾向にあり、多様な財源からの収益

の確保に向けた取り組みなどが進められている

ところです。

組織運営につきましては、県民の要望にきめ

細やかに対応するため、工夫を凝らしたさまざ

まな研修を実施するなど、職員の資質向上に向

けた取り組みが見られるところです。これらを

受けて、その下の４段階評価につきましては、

活動内容はＡ評価、財務内容及び組織運営はＢ
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評価としたところであります。

続きまして、平成29年度の事業計画について

御説明いたします。

恐れ入りますが、報告書の23ページにお戻り

ください。

、 、基本方針につきましては これまでと同様に

多様な文化事業を企画・実施するとともに、創

作発表の場として活用できるよう管理運営を行

うこととしております。事業計画の指定管理業

務、施設の利用及び維持管理については１

億4,478万4,000円、それ以外の指定管理業務に

つきましては４億5,901万1,000円となっており

ますが、このほかに事業は大きな変更はありま

せんので、ごらんいただきたいと存じます。

次に、25ページをお開きください。収支予算

書であります。

まず、一般正味財産の部の経常増減の部であ

ります。

経常収益につきましては、県補助金等収益が

３億7,746万3,000円、チケット収入や企業協賛

金など、事業収益として２億8,288万8,126円な

ど、７億1,413万1,126円としております。

経常費用につきましては、人件費支出として

１億2,477万7,774円、国際音楽祭や自主企画制

作公演事業などの事業支出として５億9,417

万5,352円など、７億2,913万1,126円としており

ます。これらの合計額となるその下の当期経常

増減額はマイナス1,500万円となっております。

次に、経常外増減の部であります。

経常外収益につきましては、全額が基金取り

崩しによる収益になりますが、1,500万円として

おります。経常外費用はありませんので、経常

外収益から経常外費用を除いた当期経常外増減

。 、額は同じく1,500万円であります これらにより

一般正味財産期末残高は支出と同額の１億8,403

万1,185円となります。

次に、指定正味財産の部であります。

当期は1,500万円の基金を取り崩す予定として

おりますことから、一般正味財産への振替額

は1,500万円となり、当期指定正味財産増減額は

マイナス1,500万円となります。このことから、

当期の指定正味財産期末残高は２億4,584万755

円を見込んでおります。

一般正味財産と指定正味財産の期末残高を合

わせた正味財産期末残高は、４億2,987万1,940

円となる見込みです。

公益財団法人宮崎県立芸術劇場の説明は以上

でございます。

続きまして、条例に基づき、公益財団法人宮

崎県私学振興会の経営状況等について御報告い

たします。

報告書の169ページをお開きください。

本法人は、私立学校の相互の連携・協調・教

育充実及び振興を図り、本県教育文化の高揚に

資することを目的としており、総出資額は４

億2,583万8,000円、このうち県出資額は１

億9,675万5,000円で、県出資比率は46.2％であ

ります。

次に、その下の県関与の状況であります。

まず 人的支援につきましては 右側の平成29、 、

、 、年度の状況としまして 役員数の合計は11人で

このうち県職員が１人、県退職者は１人、また

職員数５人のうち県退職者は１人となっており

ます。

次に、その下の財政支出等につきましては、

平成28年度は県補助金が8,014万9,000円となっ

ております。その内訳は、その下の欄にありま

すとおり、まず、私立学校教育研修補助金は、

私立学校の設置者及び教職員の資質向上を図る

研修事業に対し、研修事業経費の２分の１以内
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を補助するものであり、決算額は230万円であり

ます。

次に、私立学校退職金基金事業補助金は、私

学振興会が行う退職手当資金の基金造成に対す

る補助を行うことにより、私立学校等教職員の

福利厚生の向上を図るものであり、決算額7,784

万9,000円であります。

次に、その下の実施事業につきましては、主

な事業を申し上げますと、魅力ある学校づくり

事業は、私立学校の外国人講師の招致や教育設

備の購入費に対する助成と、次に、教育研修事

業及び退職手当資金給付事業は、先ほど御説明

したとおりであります。

、 、 、次に その下の活動指標につきまして まず

魅力ある学校づくり助成利用件数は、目標値５

件に対して実績値16件となっており、達成度

は320％であります。

次に、研修参加者満足度は、教育研修事業に

ついて研修参加者に対して行ったアンケートに

よる平均満足度でありますが、目標値90％に対

して実績値92.8ポイントとなっており、達成度

は103.1％であります。

次に、融資あっせん利用件数は、申請があり

ませんでした。

次に、170ページをお開きください。

まず、一番上の財務状況の左側にあります正

味財産増減計算書についてであります。

平成28年度の列をごらんください。経常収益

は７億630万7,000円に対して、経常費用は７

億525万9,000円であり、当期経常増減額は104

万8,000円となります。

当期経常外増減額はございませんので、当期

一般正味財産増減額は104万8,000円となり、一

般正味財産期首残高1,620万4,000円と合わせま

して、一般正味財産期末残高は1,725万2,000円

となります。

また、指定正味財産は、当期指定正味財産増

減額がございませんので、指定正味財産期末残

高は４億2,583万8,000円となりますことから、

正味財産期末残高は４億4,309万円となります。

次に、貸借対照表についてであります。

平成28年度の列をごらんください。一番上の

資産は、流動資産と固定資産を合わせまして52

億8,224万円であります。また、その下の負債は

流動負債と固定負債を合わせまして48億3,915万

円であります。この結果、資産から負債を差し

引いた正味財産は４億4,309万円、うち指定正味

財産が４億2,583万8,000円、一般正味財産

が1,725万2,000円となっております。

次に、その下の財務指標でございますが、自

己収入比率は目標値10％に対して実績値は10.1

％で、達成度は101％であります。管理費額は目

標値3,000万円に対して実績値は3,285万8,000

円、達成度は91.3％であります。

次に、教育研修事業費比率は、目標値50％に

対して実績値は54.8％、達成度は109.6％であり

ます。

最後に、一番下の総合評価の枠の右上、県の

評価につきましては、まず、教育研修事業にお

いて受講料を徴収することによる財源確保、事

務局経費の節減、研修メニューの充実強化によ

る質的向上、効率的な基本財産の運用及びホー

ムページ等による情報公開については、一定の

評価ができると考えております。

、平成28年度からは主権者教育研修を行うなど

私立学校のニーズに応じた新たな取り組みも行

われております。

また、退職手当資金給付事業、幼稚園退職金

事業につきましては、会員負担率を年々引き上

げるなど、積立金の健全化が図られています。
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今後とも、法令に基づき、適正な事務処理を

、 、行うとともに さらなる退職手当資金給付事業

幼稚園退職金に係る積立金の健全化、ホームペ

ージ等による積極的な情報公開に努める必要が

あると考えております。

その下の４段階評価につきましては、ごらん

いただいた評価内容から活動内容はＢ、財務内

、 。容はＢ 組織運営はＢとしたところであります

説明は以上であります。

中山間・地域政策○奥中山間・地域政策課長

課でございます。

まず 別冊としてお配りしております 平成29、 、

年９月定例県議会提出報告書（宮崎県中山間地

域振興計画に基づいて行った主な施策（平成28

年度）について）という資料をごらんいただき

たいと思います。

２枚おめくりいただきまして、１ページをご

らんいただきたいと思います。

平成27年７月に改定いたしました中山間地域

。振興計画におきます施策の体系表でございます

計画期間は、平成27年度から平成30年度までの

４年間としております。

計画におきましては４つの重点施策、１、仕

事がある中山間地域づくり、２、子育て環境等

の整備と移住定住の促進、３、集落の維持・活

性化と新たな絆の創造等、それから、４、安全

・安心な暮らしの確保について、それぞれの具

体的施策に取り組んだところであります。

２ページ以降につきまして、それぞれの施策

ごとに関係部局におきます事業等の取り組み状

況、主な成果、目標、指標に対する実績等を記

載しております。

内容は詳細にわたりますので、この内容につ

きましては、常任委員会資料で御説明をさせて

。 、いただきたいと思います 大変恐れ入りますが

常任委員会資料にお戻りいただきまして、委員

会資料の１ページをお開きいただきたいと思い

ます。

先ほどの報告書の概要をまとめております。

１、施策の実施状況でございますが、28年度

におきましては、点線枠のとおり、先ほども申

し上げました、仕事がある中山間地域づくりを

初めとする４つの重点施策を掲げ、各部局が連

携し、各種の取り組みを実施したところでござ

います。

２、実施施策の概要でございますが、まず、

（１）仕事がある中山間地域づくりについてで

あります。

①農林水産業の振興のうち、アの農業につき

ましては、枠囲いにございますように、花卉の

安定生産に係る施設、機器等の導入支援やユズ

やクリの産地に対する支援などに取り組んだと

ころであります。

イの林業につきましては、水源涵養機能の高

い森林の整備や木材、特用林産物の生産体制強

化のための機械、施設の整備に対する支援等に

取り組んだところであります。

２ページをごらんください。

ウの水産業につきましては、県が資源評価を

行っております21魚種のうち10魚種について再

評価を実施し、資源管理を推進したほか、拠点

漁港10漁港のうち８漁港におきまして、地震・

津波対策を推進したところでございます。

②新たな産業の創出等につきましては、中山

間地域産業振興センターによる食品開発等の相

談受付やセミナーの開催などを行ったほか、高

、千穂郷・椎葉山地域の世界農業遺産認定を受け

観光資源として活用する方策についてのワーク

ショップの開催、モニターツアーの実施に取り

組んだところであります。
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③鳥獣被害対策につきましては、人工林にお

ける防護柵の設置に対する支援や鳥獣被害対策

マイスターの育成等に取り組んだところであり

ます。

④地域経済循環の促進につきましては、経済

構造分析の理解、促進に向けた研修会の開催や

林地残材を木質バイオマス発電施設等へ供給す

るための取り組みに対する支援など、新エネル

ギーの利活用を促進したところであります。

３ページをお開きください。

次に、指標の達成状況でございますが、この

仕事がある中山間地域づくりの関連では、21の

指標を設定し、表の一番右の列の平成30年度の

目標値の達成に向けて取り組んでおります。

総体的に見ますと、おおむね順調に推移して

いるところでございますが、上から２つ目にご

ざいます集落営農組織数、その下の中山間地域

等直接支払制度協定締結面積につきまして、担

い手の高齢化等を背景に、伸び率が低調である

ほか （２）の新たな産業の創出等の、上から３、

つ目にございます観光消費額が熊本地震の影響

などにより減少しているなど、今後、さらなる

取り組みが必要な指標も見られるところであり

ます。

４ページをごらんください。

次に （２）子育て環境等の整備と移住定住の、

促進についてであります。

①子育て支援等の充実につきましては、未来

みやざき子育て県民運動の促進による機運の醸

成や結婚サポートセンターにおける中山間担当

職員の配置と、出張窓口の開設などを行ったと

ころであります。

②の教育の充実等につきましては、県内６カ

所の地区生徒寮の運営や県立美術館、総合博物

館での出張展示等を行ったところであります。

③戦略的な移住等の促進につきましては、宮

崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターの運営や

市町村が行う空き家バンクなどの取り組みに対

する支援等を行ったところであります。

次に、指標の達成状況でございますが、この

子育て環境等の整備と移住定住の促進の関連で

は、３つの指標を設定して、その達成に向けて

取り組んでおりまして、一番上の合計特殊出生

率は横ばい状態である一方、一番下の移住世帯

数は順調に伸びているところでございます。

５ページをお願いいたします。

（３）集落の維持・活性化と新たな絆の創造

等についてであります。

①自主的な活力の向上につきましては、住民

みずから集落の課題等を話し合い、行動する意

識の醸成や支援として、いきいき集落の認定や

住民主体のワークショップなどの取り組みの支

援を行ったところであります。

②都市等との交流・地域間連携の促進につき

ましては、中山間盛り上げ隊による集落支援を

通じた都市住民との交流を図ったほか、本年６

月に決定されました、祖母・傾・大崩周辺地域

のユネスコエコパーク登録に向けた取り組みを

行ったところであります。

③小規模・高齢化した集落対策につきまして

は、地域福祉コーディネーターの養成やみやざ

き地域見守り応援隊による孤立死等の早期発見

などに取り組んだところであります。

④人材の育成・誘致につきましては、地域お

こし協力隊などを対象とした研修会を開催した

ところであります。

⑤地域文化の保存・継承と活用につきまして

は、民俗芸能保存団体への支援やみやざき文化

財情報、みやざきデジタルミュージアムでの情

報発信に取り組んだところであります。
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次に、指標の達成状況でございますが、この

集落の維持・活性化と新たな絆の創造等の関連

では、４つの指標を設定し、その達成に向けて

取り組んでおります。

一番上の集落活動助成件数や一番下のみやざ

き地域見守り応援隊の参加企業数が順調に伸び

ている一方、上から２つ目のいきいき集落の認

定数、その下の中山間盛り上げ隊の参加者数が

ここ数年伸び悩んでおり、今後、さらに市町村

等を通じた制度の周知に努めるなど、目標達成

に向けて一層の取り組みが必要であると考えて

いるところであります。

６ページをごらんください。

次に （４）安全・安心な暮らしの確保につい、

てであります。

①医療の確保及び保健福祉の充実につきまし

ては、僻地出張診療の実施や認知症サポーター

の養成支援等に取り組んだところであります。

②生活機能の維持・確保につきましては、広

域的バス路線を運行する市町村に対する支援や

都市部と中山間地域を結ぶ国県道の未改良区間

の道路整備などに取り組んでおります。

③水道の整備及び水環境の保全につきまして

は、水道施設に係る事業統合の計画的な実施を

推進いたしますとともに、森林環境税を活用し

。た広葉樹植栽等に取り組んだところであります

④情報通信基盤の充実及び利活用の促進につ

きましては、携帯電話サービスの利用が不可能

であった地域の解消に取り組んでおります。

⑤防災・減災対策の推進等につきましては、

土砂災害防止対策や河川改修の実施、雨量・水

位情報等の提供などに取り組んだところであり

ます。

７ページをお開きください。

次に、指標の達成状況でございますが、この

安全・安心な暮らしの確保の関連では、11の指

標を設定し、その達成に向けて取り組んでおり

まして、おおむね順調に推移しているところで

ございますが、このうち（１）の医療の確保及

び保健福祉の充実にあります臨床研修医の受け

入れ数や（５）防災・減災対策の推進等の上か

ら３つ目にあります河川改修が必要な区間の河

川整備率等、進捗度合が低調なものもあります

ので、今後、さらなる取り組みが必要であると

考えております。

最後に、３、今年度以降の取り組みでござい

ますが （１）に記載しておりますとおり、中山、

間地域の実情や特性等を勘案した、仕事がある

中山間地域づくりを初めとする４つの重点施策

を展開しながら （２）にございますように、知、

事をトップとする中山間地域対策推進本部のも

と、引き続き、部局間連携を図り、中山間地域

対策を総合的に推進することとしております。

また （３）のとおり、中山間地域をみんなで、

支える県民運動のさらなる展開により、中山間

地域が果たしている役割等への理解促進、都市

部との交流や連携の一層の促進等を図ってまい

りたいと考えております。

。報告事項についての説明は以上でございます

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

まず、県が出資している法人等の経営状況に

ついて、質疑がありましたらお願いします。

171ページの主催公演の入場者率。○中野委員

目標が66％で実績が68.3％、達成率103.5％です

が、この目標値の66という数字ですよね。これ

は、非常に高い数字なんですかね、他と比べて

こういうもんだということですかね、低く抑え

られているものか、合理的数字なのかを教えて

いただけませんか。

この主催公演の○川口みやざき文化振興課長
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入場者率というのは、自主事業の、各公演の入

場者数を各公演のホールのキャパで割った数、

率を平均したものでございまして、68.3％とい

う実績が出ております。

この目標値の66％というのが、基本的には、

全国の公立文化施設の稼働率が70.3％という平

均がございますけれども、そういったものも参

考にしながら、66.6という数値を定めたものと

考えております。

。○中野委員 それが合理的数字になるんですか

合理的数字だと○川口みやざき文化振興課長

思っております。

どこか参考になるところとの比較○中野委員

を教えてください。

手元にございま○川口みやざき文化振興課長

せんので ちょっとお時間をいただけますでしょ、

うか。

そしたら、この66％を決めるとき○中野委員

に、何かを基準にして決められたと思うんです

よね。その辺の決め方、決めるときの数字を教

えてください。本年度も来年度もずっと66です

からね。何かがあったから66になったんだと思

うんですよ。

この○鶴田総合政策部次長（県民生活担当）

主催公演の入場者率の目標につきましては、当

初、平成24年当時につきましては、大体、入場

者率が54％前後という推移をしておりました。

それからだんだんと28年度が68.3％ということ

になっておりますけれども、その当時、まだ60

％に届いていないという状況にありまして、そ

の50％、54％程度か、さらに10％程度入場者率

を引き上げるということで、この目標率を設定

したものと考えております。

実績値が68.3だから、29年度なん○中野委員

かはずっと過去と同じ数字じゃなくて、その数

字を上げて、やっぱり高い目標を、ハードルを

高くしてそこに挑戦するということをしていっ

たらどうかなと思うんですよね。どこかにか書

いてあったですよね。何かこの財源の確保して

みたいな部分、どこか書いてありましたが、こ

こも入場者率が上がるということは、やはりこ

の収入がふえるわけでしょう。

だから、やっぱり高みを目指すということの

努力が欲しいなと思いましたが、ずっと去年か

らことし、ことしから来年、同じ数字では、実

績が上がっていますからね。やっぱり、そうい

う取り組みが必要じゃないかなと思うんですよ

ね。さしずめ、30年度の目標値がもう既に掲げ

てあるけれど、これでいいのかなと思いました

ので。

この入場者数に○川口みやざき文化振興課長

つきましては、劇場のほうも自主の公演事業、

入場者数がふえるように、公演内容を見直した

り、いろいろ努力しております。そういった中

で、努力して伸びているんですけれども、そう

いった状況を見ながら、また目標値については

検討してまいりたいと思います。

公益性がある施設ですから、収益○松村委員

一辺倒というわけにはいかないんでしょうけれ

ども、友の会の会員というところがありますよ

ね。安定して1,500名ということですけれど、こ

の1,500名という数字は適切な数字なのか、それ

とももっとたくさんの3,000人とか、そういう目

標設定もできる数字なのか。

例えば、民間でもし劇場をやっていて、収益

を中心にやっているところは、友の会というと

ころ、物すごく多いんですよね。収入の中で、

友の会の人たちがほとんどチケットをとられる

んで、二次募集の一般の方というのは、なかな

、か入れないというのが人気のある演劇だったり
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コンサートだったりの状況なんですよ。

で、この1,500名という友の会の会員数が適切

な目標なのか、ここの運営に対して1,500名じゃ

なくてもいいのかなと感じたので。

友の会の会員数○川口みやざき文化振興課長

なんですけれども 推移を見ますと 24年度は970、 、

人、25年度は1,189人で、26年度に実は会員限定

のコンサートをして、そこで会員が一気に1,724

人にふえたと、そういったのもありますし、25

年度からは高校生会員を募集してふやしたとい

うこともあって、その辺が増加しているところ

です。

近年は、特に、地道に周知したり、そういっ

たことでふやそうという努力はしているんです

けれども、できるだけ多く入っていただきたい

というのが我々の希望であります。できるだけ

ふやす方向で取り組んでいきたいと思っており

ます。

友の会の会員は 全入場者数 1,500○松村委員 、 、

人でしょうけれど、延べでいくと友の会自体は

１万とか２万とか３万とか 延べ入場者数になっ、

ていると思うんですよね。全体に占める入場者

数の割合とか、友の会の収益の割合というのは

わかりますか。

調べてないとい○川口みやざき文化振興課長

うことで申しわけございません。

わかりました。○松村委員

公共性がある中で、友の会限定で、例えば、

収益性を求めるために、友の会の方にはインセ

ンティブを与えて、よりたくさん来ていただい

たり、友の会に入っていれば、いい舞台とか、

いいコンサートへの優先チケットとか、そうい

うインセンティブを与えながら収益性を上げて

いくということと公共性と合わせていくという

ことをうまくコラボしていくと、バランスのと

れた収益と公共性になるんじゃないかと。この

友の会というのは、結構大きな戦略だと思うん

、 、で ずっと目標が1,500名であるというところを

もう一回検討していただければなと思っていま

す。

この入場者数が県下それぞれの市○緒嶋委員

町村でバランスがとれとるのかな。宮崎市が中

心で、極端に言えば、五ヶ瀬町は５名とかいう

、ような感じになるんじゃないかなと思うけれど

そのあたりは調査したことはあるんですか。

一応、入場者の○川口みやざき文化振興課長

方にアンケートはとっておりまして、それで、

地域別の割合を見ますと、これは宮崎市内と市

外だけというデータなんですけれども、やはり

６割ぐらいが宮崎市内になっております。

その宮崎市と市外というアンケー○緒嶋委員

、 、トのとり方は これはもう雑なとり方であって

地方にやっぱりこういうのは配慮しないと。一

極集中でこういうことをやるというのは、宮崎

市の人は満足するだろうけれど、地方の人は、

、これはやっぱり公費を負担してやるわけだから

ある程度そのバランスというのを考えた、いろ

いろな公演活動をしなきゃおかしいんじゃない

かなと思って。

基本的にどこの町村がどれぐらい来ておるか

ということを調べんことには、そういう対策も

立てられんわけだから、そういう努力はされな

いわけですか。

宮崎市内の方が○川口みやざき文化振興課長

多いということで、国際音楽祭の際には、サテ

ライト会場ということで、ことしもえびのと西

都で行いましたけれども、そういった形で地方

でもやるといった取り組みでしたり。あと、ア

ウトリーチ事業ということで、劇場より外に出

て行って コンサートを開いたりとか そういっ、 、
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たのを行っておりまして 音楽アウトリーチは20、

カ所、演劇アウトリーチは６カ所で行っている

ところです。

音楽のアウトリーチは、美郷町とか高千穂町

とか日之影町、五ヶ瀬町、あと小林、日向、西

都、三股、川南、そういった地域でもやってい

るところでございます。

毎年、そういうふうに、言わば、○緒嶋委員

バランスをとりながらやっておるということで

すか。たまたま去年がそうだったということ。

できるだけ、全○川口みやざき文化振興課長

、 、域に行くようにやっているんですけれど 一応

、 、全市町村に希望をとって 希望があるところに

、 、基本 行っているというのが実態ですけれども

できるだけ全市町村で行えるように努力してま

いりたいと思います。

当然、この芸術劇場が宮崎にある○緒嶋委員

から、ここでやるのが一番効率はいいわけです

よね。しかし、こういう文化とか、すばらしい

芸術とかというのは広く全県下に、そういう恩

恵というか、このすばらしいものが、感動が与

えられるような配慮というのは、いつもしてい

かなければいかんのじゃないかと思います。ぜ

ひ、そういう点も十分、県から芸術劇場に指導

というか、それをやるべきだと思うんですが、

それはやっておられるわけですね。

はい、やってお○川口みやざき文化振興課長

るところでございます。

、○ 原委員 私も同じような意見を持っていて

、県内の利用状況を聞こうかと思っていましたが

とっておられないようだけれど。県内といって

も、諸塚と児湯郡では同じ市外でも大きく違う

、 、わけで 串間と児湯郡も大きく違うわけだから

、 、せめてブロックぐらい 県西・県南・県北とか

そのぐらいの区切りは必要じゃないかなと正直

思いました。

これは、将来的にいろんな計画をする中で、

大事なデータだと思いますから、どの地域の方

が使っておられるかと、あと駐車場の問題もあ

りますよね。前も一回、一般質問で言ったこと

、 、があるんですけれど なかなか駐車場がなくて

手狭で、私、一回入れなかったことがあって。

ぐるぐる回って、結果的には、途中からしか入

場できなかったということがあったりして。だ

から、市内市外、距離に応じて宮崎市の人たち

、 、には御遠慮願うとか バスで来ていただくとか

何かそういう手だても必要じゃないかというお

話をしたこともあるんですけれど。

いずれにしても、これは文化の、宮崎県の拠

点としての芸術劇場であって、今、アウトリー

チ事業をやっておられるということだけれど、

県内くまなくというか、一様に文化の恩恵を受

けないといけないわけですから。

鹿児島においては、霧島市、霧島の高千穂峰

のふもとに文化劇場をつくっていますから、そ

れでも十分利用されている、向こうの利用状況

も調べてみられるとおもしろいと思うんですけ

れど。そういうところもあるわけですから、県

民の皆さんが、一様にこの文化の恩恵を受けら

れるような、ここにできているのは仕方ないわ

けですから、アウトリーチ事業をさらに充実す

るとか、いろんな方策を講じていただきたいな

と思います。

それで、質問なんですけれど、各市町村に芸

術あるいは文化協会というのがありますよね。

先ほどの松村委員の友の会の会員数とも関連す

ると思うんですけれど、こういう文化協会の皆

さん方との連携というのは どういうふうにやっ、

ておられるのかをお聞かせください。

県には芸術文化○川口みやざき文化振興課長
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協会というのがありまして、そちらの会員に市

町村の文化協会が入っておられたり、そのほか

。 、にも個別の文化団体も入っております そこに

、 、県も補助金を出したりして 独自に文化事業を

例えば、宮崎文学賞とか、県民芸術祭といった

形で、いろんなイベントを開催しているところ

でございます。

あと、文化年鑑とか会報とかも出して、そう

いった、市町村の文化団体の支援とかも行って

いるところです。

そういった連携をやっておられる○ 原委員

ということです。この友の会会員というのは、

やっぱりできるだけふやしたほうがいいんじゃ

ないでしょうか。たった1,500人じゃなくて、県

民100何万いるんですかね、110万いる中でその

何％をすると考えるならば、この数を見れ

ば、1,500人というのはたった1,500人かという

感じです。

だから、この施設の周知とか、いろんなイベ

ントを皆さんに知っていただくためにも、友の

会会員というのはもっとふえていいんじゃない

かなと、応援団みたいなもんですよね。その辺

で、この1,500という数字が果たしていいのかど

うか、何か御意見、感想はありませんか。

確かに、目標○川口みやざき文化振興課長

値1,500で実績値を超えていますが、脱会される

方もいらっしゃいますんで、その辺の維持も含

めて、この数字が妥当なのかどうか、今後、検

討していきたいと思います。

友の会の会費と、あとメリッ○岩切副委員長

ト、そのあたりを教えてください。

年会費、一般会○川口みやざき文化振興課長

員ですと2,000円で、高校生会員は無料となって

います。一般会員の方々は、劇場主催公演のチ

ケット料金が１割引きになるというメリットが

ございますし、情報誌を送付するということ、

あと、館内のレストランが１割引きで利用でき

るといった特典がございます。

高校生については、指定公演、高校生分のチ

ケットがあるところについては、1,000円で入場

できるというメリットがございます。

友の会会費2,000円の1,500人○岩切副委員長

。分は収支の中でどこに上がる費用になりますか

事業収益の中に○川口みやざき文化振興課長

上がると思います。

いろいろと今、質疑があったと○二見委員長

ころなんですけれども、この目標値というのが

変わらないのはどんなもんなのかなと。今の友

の会会員の推移にしても、これまでの経緯とい

。 、うのは必ずあるわけですよね その経緯を見て

どうしたらもっとよくなるかというところで、

高校生会員を入れたりとか、特典をつけたりと

かいう、いろんなアイデアが生まれてくること

なんだと思います。

県の公共性の高い事業なのかもしれませんけ

れども、世の中というのは常に動き続けるもの

であるし、ましてや目標設定というものは、そ

こで頑張る皆さんたちを高みに引っ張っていく

ための重要な指標でもあると思うんですよね。

この指標というのは、常に見直していかれる

のか、それとも何年かごとに見直そうとされて

いるのか、そこ辺が一つ疑問に思うところであ

ります。あと、やっぱり、これ、県が100％出資

しているところでもあるので、一番は県がちゃ

んと引っ張っていかなければならないんだと思

うんですよね そのときに 一番のリーダーシッ。 、

プをとるのが担当課長なのか、部長なのか、ま

。してや知事がやるべきだと考えておられるのか

行政として、責任の所在というか、その役割と

いうのはどこが担っているのかというのをどの
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ようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと

思いますが。

先ほどから、この友の会○日隈総合政策部長

会員の問題で議論いただきまして、ありがとう

ございます。

この友の会の会員は 入場者数の大体 今やっ、 、

。と５％ぐらいのシェアなのかなと思っています

過去1,000名を超えていたんですが、平成24年ま

でずっと下落傾向にございまして、1,000人を

割った時期があります。平成24年が一番底かな

と、一番数字の低い状況でした。で、会費の問

題も、実は3,000円だったのを2,000円に落とし

、 、て 高校生会員も無料ということで募りまして

やっとこの水準になってきたところではありま

す。

ただ、今後のことも考えますと、この1,500の

目標にやっと到達したというような状況であり

ますけれども、この目標値の据え置きというこ

とについては、また今後検討してみたいと思い

ます。

会員数はもっともっと欲しいところでありま

すし、入場者数もふやしていく。あるいは、先

、 、ほどありました 各地域での会場の設定の問題

これも、地域で音楽系はなかなか全てのホール

でできるわけではありませんので、各地域の中

で可能な地域を求めていくというようなことに

なろうかと思いますけれども。本年度も、国際

音楽祭、えびの市と西都市ということで、選挙

区でいくとちょうど２区、県北ということで西

都を選定させていただいたんですけれども、各

地域の可能な地域というところで、また今後、

開催も検討していきたいと思います。

その中で、友の会会員も拡大を目指し、また

入場者数、そして各地域で、こういう芸術文化

に触れ合えるように努力していきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。

ということは、部長がリーダー○二見委員長

シップをとっていかれると受け取ってよろしい

んでしょうか。

はい。○日隈総合政策部長

それと、公費を毎年トータルで芸○緒嶋委員

術劇場に何億出しとるわけかな。６億ぐらいか

な。

28年度は５○川口みやざき文化振興課長

億8,429万3,000円。

それだけの金を出しておるわけだ○緒嶋委員

から、これは費用対効果を。芸術で言ったらい

かんのかもしれんけれど、やはりこれは大きな

金になるわけですね。それが、宮崎だけを中心

にこれだけ毎年出しておるというのは、10年す

ればその10倍になるわけで、そういうことを考

えた場合には、本当に芸術劇場のあり方がこれ

。でいいのかということを根本的に考えていくと

財政課を応援することになるけれども、それ

だけ貴重な金が投入されておるという責任感を

持って、県民の文化芸術振興のために。これだ

けの金を出すということは、どういうスタンス

で進むかという基本的な姿勢をいつも持ちなが

らやらないと、私はいかんと思っているんです

。 。よね そのスタンスは十分持っておられるかな

芸術劇場は拠点○川口みやざき文化振興課長

施設ということで動いていまして、ここを拠点

に県内全域に文化の振興を図っていくというこ

とで置いている施設でありますので、宮崎市近

辺だけで振興を図っていくというわけではなく

て、全市町村に全域にその効果が向くように、

我々も劇場と十分工夫、協議しながら進めてま

いりたいと思っております。

直接経営にかかわることではな○前屋敷委員

いんですけれど、やはり芸術劇場にいらしたお
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客様にかかわる問題で、駐車場の話とか出たん

ですけれども。所管は違うかもしれないんです

、 。が あそこの文化公園の管理は公園協会ですか

所管は違うんですが、今○日隈総合政策部長

は、業者は馬原造園さんかと思います。

ありがとうございました。○前屋敷委員

それで、何人もの方から直接お話も聞くとこ

ろなんですけれど、夜は特に美術館の前から北

側のほうの駐車場または第２駐車場に行くのに

あそこを通るんですけれど、非常に足元が暗い

んですよ。特に、明かりが下だけが照らされて

いるというのもあって、雰囲気的には非常にい

い雰囲気を醸し出しているんですけれど、安全

性からいくと非常に明るさが足りなくて、足元

が危険だということもあって。その辺の工夫を

もう少ししてくれんかと。特に、お話を伺った

方は高齢者の方だったんですけれど、自分たち

みたいな高齢者になると、余計足元が心配なん

だということもあって、劇場を利用されるお客

様ですので、事故があったりしたら大変なこと

になりますので、その辺のところをもう一度、

点検をし、見直しも図って、実情はどうかとい

うところも見ていただいて。私自身も非常に明

かりは足りないなというのをいつも感じている

んですけれど、その辺の改善も図ってほしいな

ということです。

ただいまいただ○川口みやざき文化振興課長

きました御意見、担当部局とも十分協議しなが

ら、その辺は改善に向けて検討してまいりたい

と思います。

ぜひお願いします。○前屋敷委員

170ページ、私学振興会について、○松村委員

退職金手当給付事業についてお聞きしますけれ

ども、これは、会員負担率を年々引き上げるな

ど、積立金の健全化が図られているということ

で、県の評価としては、私学振興会としては健

全化は図られているということですけれど、私

学から言わせると、会員の負担が多くなってく

る。特に、私立幼稚園あたりからよくお話があ

るんですけれども、退職金の積み立てに対して

の補助をいただけるということで、ありがたい

、 、ことだけれども 年々負担が上がってくるんで

その辺の補助等の見直しについては、何とかな

りませんかみたいな話もあるんですけれど、状

況的にはどうなんですか。毎年、この金額でも

うずっと一律にしているんですよね。あと、他

県の状況との違いとかはあるんですか。

補助金について○川口みやざき文化振興課長

は、実は28年度、300万ほど増額したところでご

ざいます。幼稚園についてなんですけれども、

補助率も1000分の11.4から1000分の12.0に上げ

て、金額もふやしているということでございま

す。

他県の状況を見ますと、各県ばらばらなんで

すけれども、正直言いまして、うちの県は、財

政状況等もいろいろありまして 負担率はちょっ、

と低目なところがあるのが実情でございます。

もしわかれば、また数字でも教え○松村委員

ていただくとありがたいと思います。特に、幼

稚園は、保育園とまた違いますから、幼稚園も

今、認定幼稚園とか保育園とか、その関係でま

たいろいろ職員の皆さんたちもふえている面も

あるし。事業としては、子供の教育というとこ

ろに非常に国も県も当然力を入れていかないと

いけない分野でありますんで、職員の処遇とい

うか、そういうところも改善されるべきじゃな

いかというお話もある中で、やっぱり退職金と

いうところもある程度、将来に対する安心とい

うことで、いい私学の先生たちも集まっていた

だけるということもありますんで、その辺も、
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今後検討していただきたいなという思いがあり

ます。

実は、幼稚園に○川口みやざき文化振興課長

ついては、積立率、今の職員の方がやめられた

場合に支払う退職金の額の充足率というか、80

％ぐらいで、中高についてはもう100％を超えた

ぐらいあって、こちらは、そういうこともあっ

て負担率を下げる方向になっているんですけれ

、 、 、ども 幼稚園はまだ80ということで ある程度

そういったのを充実させていくために負担金を

上げたり、我々も、先ほど言いましたように、

、補助金を増額したりとかをやっているところで

そこはいろいろ実情を見ながら、また検討して

まいりたいと思います。

それと、先ほど御質問のありました、各県の

補助率の状況なんですけれども、福岡県が1000

分の36、佐賀県が1000分の16、熊本県が1000分

の25 沖縄県が1000分の36 宮崎県は1000分の12、 、

ということでしたんで、ちょっと低いというこ

とですね。

今の数字は改めてまた教えてくだ○松村委員

。 、 。 、さい 今 耳では聞きました 聞いた感じでは

かなり宮崎県、まだまだ低いなというところも

ありますんで。

知事の公約に 日本一子育て県だっ○ 原委員 、

たですかね、子供も日本一育てやすい県にしよ

うという公約もあったと思うんですよ。その中

で、この話がよく、団体からも意見が出るとこ

ろでありまして、ましてやこれから人手不足社

会になっていきますよね。そうなっていったと

きに、保育園の問題もいろいろありますけれど

も、そこあたりが、先生方の今度は確保、おや

めになっていく人がふえたりとか、いろいろな

、 、 、 、こともありますので 今 話を聞いても 大体

こういう傾向の話はずっと聞いてきましたけれ

ど、我が県が1000分の12と、沖縄と福岡が1000

分の36ですから、３倍違いますよね。

だから、28年度にある程度上げられても３分

の１ということですから、将来的には、そうい

う知事の公約のこともある。そして、宮崎県で

は、子供たちがどんどん減っていくということ

もありますから、子育てできやすいことが、若

者がそこに定着できるということにもなると思

うので、ぜひこのことは前向きに御検討いただ

きたいなということを要望しておきたいと思い

ます。

先ほど1000分○川口みやざき文化振興課長

の12.0と言ったのは28年度でして、 今年度※

は13.2ということで上げておりますので、そこ

は御報告しておきます。

少しでもその傾向があるというこ○ 原委員

とだけでも評価しておきますが、まだ差は大変

大きいですねということも、また指摘をしてお

きたいと思います。

この私学に県も金を出している、○緒嶋委員

ところが、この前、いじめで子供が亡くなった

とか 給食で食中毒が出たとかということがあっ、

たですよね。こういうことは、県に対する報告

とか、義務教育であれば、教育委員会がそれは

徹底してやるわけですが、私学の場合は県と私

学とのかかわりはどうなっているわけですか。

私学につきまし○川口みやざき文化振興課長

ては、教育の内容とか、学校運営、経営とかに

ついては、自主性を尊重するということから、

余り立ち入れないということになっているんで

すけれども、こういったいじめとか食中毒とか

いった、人命にかかわることについては当然、

我々もできるだけ指導をやったりと、この前の

食中毒のときも報告がございました。それは、

※77ページに訂正発言あり

平成29年９月21日(木)
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保健所の指導とかも入って、そういった指導は

されるんですけれども、適正な学校運営とか、

そういったのがなされないんであれば、基本的

。には指導をしていくということにしております

いじめやらの問題の場合はどうな○緒嶋委員

るわけ。

、○川口みやざき文化振興課長 いじめの問題も

通常は私学の相談員をうちのほうに置いていま

して、基本的には、そこに学校なり保護者なり

相談がある場合もございます。そういったのを

学校側に報告して、そういう対応をしたり。

あと、重大な案件があった場合は、教育委員

会、福祉部局と連携しながら対応していくとい

うことになっております。

この前の宮崎市であったのは、そ○緒嶋委員

ういう対応をしたわけですか。

たしか公立で、○川口みやざき文化振興課長

うちのほうでは対応をしておりません。

公立ですか いずれにしても やっ○緒嶋委員 。 、

ぱり私学も、いろいろあると思うんですよね。

自殺までいかなくても、いろいろあると思うん

ですよ。公立だけで問題があって、私学は全然

ないということもあり得んだろうと思うので、

十分そこら辺は連携をとりながら。私立学校教

育の充実及び振興を図るための事業を行い もっ、

て、本県の教育文化の高揚に資するというよう

な目的のもとに私学振興会があるわけなので、

私学は私学の、建学の精神は尊重しなきゃいか

んけれど、県もいろいろそういうことのないよ

うにと指導というか、そういうものは十分考え

ていくべきではないかなと。気をつけていただ

きたいと思います。

今の私学の退職金のことで、去○二見委員長

年が1000分の12で、 ことしが1000分の13.2に※

なったということだったんですけれど、この169

ページの真ん中の表を見る限り、27年度から28

年度に上がるときに大体400万ぐらい上がってい

るので、なるほど、さっき300万の増額をしまし

たということだったので。ただ、その下の、主

な県財政支出の内容では 平成28年度の決算と29、

、年度の予算は同額になっているんですけれども

何でこれで、その比率が上がったとなっている

のか、その説明をお願いしたいんですが。

給与の総額が○川口みやざき文化振興課長

減って、率は上がっているんだけれども、実際

は支給額が変わらないというような状況になっ

ているということでございます。

それは、幼稚園の部分だけでそ○二見委員長

。ういうふうになっているということなんですか

先ほど、中高のほうではもう充足率が100％を超

えているということだったので、そこで下げた

分をこっちに充てたと認識すればいいのか、い

かがですか。

中高は、幼稚園○川口みやざき文化振興課長

とは別になっていますので、そこでのやりくり

というのはないということです。

そのやりくりはないとは言われ○二見委員長

ても、この私立学校退職金基金事業補助という

のは、これは幼稚園だけのことをいうんじゃな

くて、中高も入っているんですよね。だから、

今の説明だと、その中身がよくわからないんで

すが。

幼稚園の分だけ○川口みやざき文化振興課長

で変わっているんですけれども、率は上がった

ものの、総体の支給額は変わらないという、そ

の基礎額が落ちているということで、そういっ

た状況になっているということです。

これ、３年前だったかな、一般○二見委員長

質問で結構やりとりさせてもらって、率という

※77ページに訂正発言あり
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部分の考え方と、もちろん、団体からはこの退

職の補助率を上げてほしいという話をされるわ

けですよ。まあ、そうでしょうね、下げられて

いれば。また、他県と比べても低いという現状

。があるから上げてほしいと言うんですけれども

一方、そのかわり宮崎県というところは、経常

経費は厚く出してもらっている、ありがとうご

ざいますという部分もあるんですよ。だから、

補助している金額については、項目が違うだけ

であって、出しているお金については結構出し

ていますという答弁だったんですよね。団体に

、 、対する説明の仕方 我々に対する説明の仕方も

きちんとそこら辺を教えてもらわなければ、認

識を間違ったりするんですよ。

、 、県としては 経常経費で出しているんだから

私学でもうちょっと負担してくださいよという

ような論調だったんで、であるならば、他県の

状況とかも勘案しながら、どういうふうにした

らいいのかということをもっと団体とも協議す

るべきじゃないでしょうかと。そこでちゃんと

認識を同じにするという対応は必要なんだろう

なと感じたので、そこをしっかりお願いしたと

ころだったんですが、その現状というか、今ど

のようになっているのか、いかがなんでしょう

か。

日ごろから私学○川口みやざき文化振興課長

振興会と、あとその中の団体、いろんな会議の

場とか、私たちも出向いて行っていろいろ話し

たりしておりますので、そういった中で、この

退職金の件も今後また、そういった御意見もあ

。りますので十分協議してまいりたいと思います

数字というのは、いじり方一つ○二見委員長

ではよくも見えるし、また、本当は悪化してい

るのにもかかわらず、うまく見えたりもするこ

とがあるので、本質的にどう変わっていってい

るのかというところをきちんと説明していただ

けるように、また今御答弁いただいたように、

団体ともしっかり協議をして、信頼関係が築け

るような取り組みをぜひお願いしたいと思いま

す。

、 。○中野委員 169ページで 県の出資額ですよね

これが、私立では46.2％ですが、これは以前か

らすると毎年ふえてきているわけですか。県の

出資額というのは横ばいなんですか。

県の出資額は変○川口みやざき文化振興課長

更ございません。ずっとこの金額できておりま

す。

この私学振興会のことですから、○中野委員

我々が余りとやかく言う必要はないと思うんだ

けれど、毎年、固定資産が億単位で増額してい

。 、ますよね 反対に固定負債も増額しているから

資産は、中身は建物か何かわかりませんが、長

期借り入れをして、何かそういう固定資産がふ

えたということに読めるんですが、実態はどう

なんですか。

基本的には、退○川口みやざき文化振興課長

職金の給付と、あと退職金の繰り入れですね、

そういったのが主でございます。

退職金の引き当てか何かが充実し○中野委員

てきたということですか。

27年度は、支給○川口みやざき文化振興課長

のほうが多くて積み立てができなかった、28年

度は積み立てができまして、引き当て金が丸々

ふえたということになっております。

この固定資産という内訳は定期貯○中野委員

金か何か、そういうものがたくさんあるという

意味なんですか。

これは、退職金○川口みやざき文化振興課長

の基金の分ですね、それを資産として計上して

おります。
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資料からは読み取れませんので、○中野委員

そういう質問をしてみましたが、何かこう、そ

ういうことがわかるような資料が欲しいなと思

いましたが、要望です。

法人等への質疑はほかにござい○二見委員長

ませんか。

そしたら次に、宮崎県中山間地域振興計画に

基づく施策について質疑はございませんか。

まず１ページ、つまらない質問で○中野委員

すが、一番下のイの林業ですよね、この囲みの

中で、ひし形が３つありますが、上２つのこと

で、水源涵養機能のところは植林14.89ヘクター

ル、多様で豊かな森づくりでは、植栽1,919ヘク

タールとありますが、この植林と植栽の違いと

いうのは何ですか。

上のほうの水源涵○奥中山間・地域政策課長

養機能の高い森林の整備に「植林」というよう

な記載がございます。次の多様で豊かな森林づ

くりの推進のところには「植栽」という表現に

なっております。ここは、同じ植林ということ

でございます。表現については、統一をしてい

きたいと思います。

ひとつ、同じ植林と言われました○中野委員

から、植栽を植林に直してもいいように聞こえ

ましたが、それでいいんですよね。

それから、４ページ、この一番下の欄ですよ

ね 戦略的な移住等の促進 県内の移住世帯が28、 、

年度は590という実績ですよね。それで、上の③

の戦略的な移住等の促進の中の宮崎ひなた暮ら

しＵＩＪターンセンターが移住相談を受けたの

は775件だから、全部が全部ここで相談を受けた

のが590という実績になったとは思いませんが、

ただ、同じ年度ですぐ即断されるわけではない

と思うんですよね。こういうＵＩＪターンセン

ターでの相談のうち、実績はどんな推移なんで

すかね。過去からの積み上げた実績というのは

どのくらいありますか。

まず、一番下の県○奥中山間・地域政策課長

内の移住世帯数、これは平成27年度が202件、平

成28年度は、単年度といたしましては388件でご

ざいまして、累計で590件という数字になってお

ります。このうち、平成28年度388件のうちＵＩ

Ｊターンセンターの相談等で移住が決定した世

帯数は139件でございます。

これは、27、28年度、累計が590件○中野委員

で、うち、センターの分は139件ということです

か。

はい。平成28年○奥中山間・地域政策課長

、 。度 338件のうち139件ということでございます

わかりました。○中野委員

続いて、次、６ページ、一番上のところのド

クターヘリ運航で465件、県計と書いてあります

が、これは県全体での出動件数ということで理

解していいんですか。

はい。県全体の出○奥中山間・地域政策課長

動要請件数が465件ということでございます。

では、中山間地域では幾らだった○中野委員

んですか。

中山間地域分につ○奥中山間・地域政策課長

いては、今、把握をしておりません。

ここの項目というか、これは、宮○中野委員

崎県中山間地域振興計画に基づいての資料だと

説明しているわけだから、その部分だけでもい

いんだと思いますが、そこを把握していないと

書いた意味がないと思いますよ。

大変申しわけあり○奥中山間・地域政策課長

ません。今回の中山間地域振興計画につきまし

ては、中山間地域のみを限定して取り組む施策

に加えまして、県全体の取り組みの中で、結果

として、中山間地域の振興にも寄与するという
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、 、施策も多分にございまして そういった意味で

中山間地域を含む県全体の部分も計画の中に盛

り込んでおるということでございます。

それはちょっと理解できないです○中野委員

ね。せっかく中山間地域振興計画に基づいて、

。いろいろ施策を講じてきたことの報告ですから

できたら、県に、そういう地域は市町村別に指

定というか、把握されているわけですから、せ

めてそのぐらいでは何件ぐらいあったと。ドク

ヘリというのは、宮崎大学に近いところの人が

運ばれる必要はないですからね。大淀地区から

は車で行ったほうが早いわけで、遠いからドク

ヘリが行くわけでしょう。遠いところというの

は、どちらかというと、中山間地域が多いと思

。 、 、うんですよね 延岡だったら 中山間地域には

旧延岡市の人は入らないかもしれませんが、や

はりそういう、へんぴなというか、中心部より

も恵まれていないというか、そういうところの

ことだから、目安になるような数字は必要だと

思いますが。要望にしておきます。

今の話と近いんですけれども、仕○松村委員

事がある中山間地づくりということで、企業立

地数というところで、私もびっくりしたんです

けれども、去年は49件の立地があって、そのう

ち中山間地域への立地というのが非常に多いん

ですよね。立地件数29件ということで、これは

県全体に広がっているということで非常にいい

ことですけれども、そのうち予定する雇用人数

というのは、中山間地で、どれぐらいあったん

でしょうか。

この企業立地件数○奥中山間・地域政策課長

、 、につきましては 中山間地域29件ということで

これ、いわゆる山間部が中心ではなくて、宮崎

市であれば、青島、田野町、高岡町、都城市で

あれば、高城町とか山田町とか、あとは延岡市

の三北、日南市、小林、そういったところの大

、きな都市がやはり中山間地域になっている部分

そういうところに立地をしているところであり

ます。

雇用者数につきましては、今ちょっと手元に

資料がございません。申しわけありません。

、○松村委員 よくわからなかったんですけれど

中山間地の意味というか、過疎指定のあるとこ

ろなんですか。それとも、例えば、市町村でも

、 、こう分けているのか 市町村の中にも中山間地

過疎地域とかあったりしますけれども。

だから、要するに、中山間地にＩターン、Ｕ

ターン、Ｊターンも含めて雇用の場があれば、

そこに住まれる方のチャンスにもなるし、もち

ろん、都市部から通うかもしれないけれど、非

常に、29件も立地しているということで、中山

間地域への刺激になるなと理解したんですけれ

ど。中山間地29件は、実は、小林市です、宮崎

市ですと言われたら、この表現は何かあれだな

という感じがしますけれど。

ちょっと、私も誤○奥中山間・地域政策課長

解を生む表現かと思いました。ただ、中山間地

域というのは、中山間地域振興条例で具体的に

地域指定がございまして、地域振興の５法とい

うのは、過疎法、農山村法、それから半島振興

、 、 、法 離島振興法 農業基盤の整備を進める法律

そのほかに農林統計上の山間地域と中間地域も

この中に入っております。例えば、宮崎市で言

いますと、先ほど申し上げました、青島地区で

すとか、あるいは田野町、高岡町、都城市につ

きましても 高城町 山田町 高崎町 こういっ、 、 、 、

たところは、条例上は中山間地域に入っており

ます。

ですから、例えば、宮崎市で言いますと、町

を含む、全域ではないんですが、そういった一
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部の区域が中山間地域に指定されているという

ことでございます。

田野町の一部ということでしょう○松村委員

か。

田野町は全域でご○奥中山間・地域政策課長

ざいます。

青島地区は、宮崎市の一部という○松村委員

ことですね。

はい。青島地区は○奥中山間・地域政策課長

もう宮崎市の一部でございます。

田野町、高岡町あたりは、合併前から宮崎市

の中心部とは、切り離して指定されていたとい

うことでございます。

例えば、ミヤチクの新しい工場が○松村委員

都農町にできますよね。都農町は立地になるか

どうか、私も今ちょっとわかりませんけれど、

都農町は過疎地域、過疎市町村になるんですよ

ね。

都農町は過疎法の○奥中山間・地域政策課長

指定を受けている地域でございます。そして、

川南、高鍋、新富町は、いわゆる、何の指定も

ございませんので、中山間地域からは、条例上

は外れております。

関連ですが、各法、ほかいろいろ○中野委員

言われましたが、網がかぶっていないところは

どことどこですか。そのほうが早いような気が

しましたが。

中山間地域振興条○奥中山間・地域政策課長

例上に網がかかっていないところ……。

いやいや、全体、そのほか全体で○中野委員

と今言われましたが、農林何とか云々というと

ころまで含めて。

そこまで全部含め○奥中山間・地域政策課長

て、中山間地域振興条例の地域外は、新富町、

高鍋町 川南町の３地域でございます あとの18、 。

、市町村は全部が中山間地域になっておりまして

５市町村は一部が……。

いやいや、じゃあ、この県庁も網○中野委員

がかぶってるの。

一部かぶっている○奥中山間・地域政策課長

地域を申し上げますと、延岡市、日向市、それ

から宮崎市、それから都城市、ここは一部が、

いわゆる中山間地域の指定を受けております。

県の全体が網がかぶったような説○中野委員

明で、一部一部と言うけれど、合併したから一

部という言葉を使われているんだと思うんです

が、だからといって、この数字の並べ方を、県

全体の数字をもって報告するというのはどうか

な。小まめなことをして、この企業はどこか県

庁そばだったから外すとか、田野町だったから

入れるとか、やっぱりそういう小まめなことを

把握して書いてほしいと思いますが、さっきの

質問のことも含めて。そうしないと、中山間地

域、わざわざなんでこういう項目をつくって、

報告事項に上げたのか、意味がわかりませんが

ね。何のためにこの振興計画を立てたのかです

よ。

指標については、○奥中山間・地域政策課長

また今後、検討させていただきたいと思います

が ただ 理念といたしましては やはり ちょっ、 、 、 、

と先ほども言いましたけれど、県全体の振興を

図る施策がほとんどでございます。県土の９割

を中山間地域が占めておりますので、そこの振

興を図ることが、ひいては中山間地域の振興に

、 、もつながるという部分もございますので 今後

指標についてはまた十分検討させていただきた

いと思います。

資料○井手総合政策部次長（政策推進担当）

の２ページの②新たな産業の創出のところのひ

し形の２番目ですね、企業立地、全体は49件、
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うち、先ほど課長が申し上げました、この条例

上、中山間地域と指定されたところに立地した

件数が29件でございます。ここはきっちり分け

て計上させていただいております。

そのほかの項目についても、できるだけ、市

町村別にきちんと見た上で、中山間地域指定の

あるところとないところと振り分けて記載をす

るように、今後は努力をしてまいりたいと思い

ます。

また、あわせて、雇用の活動も別途把握をす

るように努めてまいりたいと思いますので、御

理解をいただきたいと思います。

３ページ、指標ですけれど、中山○ 原委員

、間地域振興を目的につくられた計画なんですが

所得、どうしてもその県民所得というのが、い

つも問題になるわけだけれども、所得について

の指標というのはないんですか。まず、それが

１件。

現在の中山間地域○奥中山間・地域政策課長

、 、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）振興計画の中で 一応 １ ２ ３ ４

、 、 、という 農林水産業の振興 新たな産業の創出

鳥獣被害対策と、あと４番に、括弧にございま

す地域経済循環の促進、これをひっくるめまし

て所得の向上の観点からの指標ということでご

ざいます。ですから、所得の向上を単独でとい

う指標は、今のところはございません。

このそれぞれやっておられる、○ 原委員

（１ （４）の効果が、最終的には、そこに住）、

む人たちの所得として出てこないと、やっぱり

そこに定住人口をふやすとか、若者の流出を防

ぐとかいうことにはつながらないんだろうと思

。 、 、うわけですよね それは 道路がよくなるとか

いろんな、そういう環境整備もありましょうけ

れど、だから、最終的には、そこのところの指

標というのを、一つの大きな目安にできないか

なと思うんですが。

今のところ、されていないということですけ

れど （４）番、地域経済循環の促進というのが、

あります。当然、これも所得をふやすための政

策の一つだろうと思うんですが、モデル地域を

２つということになっていますが、どこが２カ

所で、バイオマスかなとも思うけれど、この地

域循環のモデルは、どういう事業を行っておら

れるのか、教えてください。

この指標につきま○奥中山間・地域政策課長

しては、地域内のヒトとモノとカネを循環させ

る地域経済循環、できるだけその地域内で消費

をして、そして原料等もできるだけ地域内で確

保して外貨を稼いでいこうという、そういった

地域経済循環に取り組むモデル地域をつくりま

して、県全体に普及させるということを目的と

しております。

現在、小林市と西米良村の２地域がそれぞれ

産業連関表を作成いたしまして、その研究を重

ねているということでございます。この２地域

をモデルといたしまして、毎年、経済循環の専

門家の先生方にも来ていただいて、その産業連

関表をモデルにいろいろその地域経済循環に係

る研修を これは26市町村、大学、それから─

農林水産団体の代表の方にもいろいろ参加して

いただいて、開催させていただいております。

この中で、地域経済循環に取り組む市町村、団

体をふやしていこうということでやっておりま

す。

ですから、地産地消、今度は地産○ 原委員

外商、できるだけお金を取り込んで、そこに循

環するお金をふやすことは、その地域の所得に

つながるという考え、当然なわけですけれど、

具体的には、研究ばっかりしとっても、もうど

んどん時代は変わっていっているんで。その地
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域循環、このモデル地域２カ所というのは、専

門家が集まって、その研修会だけじゃなくて、

具体的に、どういうような、過去、事業という

のをやっておられるかどうか、具体的なところ

を教えてもらえんですか。

この事業につきま○奥中山間・地域政策課長

しては、平成27年度から始めております。その

産業連関表につきましても、27年度の終わり、

それから28年度の初めぐらいにはでき上がった

ということで、この２地域につきまして、産業

、 、連関表をもとに 自分たちの地域の産業の中で

どの産業が対外的にも強い産業なのか、あるい

は、ちょっと先ほど申し上げましたが、原材料

をどこからとってきているのか、そういうとこ

ろを今検証していまして、具体的には、今後、

施策に反映させていこうということでございま

す。

わかりました。今、真っ最中とい○ 原委員

うことですね。いずれ、どうすることがいいの

かというのは出るんでしょうけれど。

ことしの新規の事業の中に、中山間地域100万

円年収アップ何とか事業というのがありました

ですね。あれとこのリンクというか、この中山

間地域の振興計画との整合性というか、非常に

私はそういう意味では関心を持っているんです

けれど、それとの整合性等々はどういう関連に

なりますか。

中山間地域の農山○奥中山間・地域政策課長

漁村100万円アッププロジェクトということで、

これは知事をトップといたします中山間対策推

進本部というのがございます。その下に、幹事

会ということで、関係各課長が参加する会議が

ございまして その幹事会の中に 今 プロジェ、 、 、

クトチームを２つつくっています。一つが農山

漁村における100万円アッププロジェクト、今、

委員のおっしゃられたのはこのことだと思いま

す。もう一つは世界農業遺産のプロジェクトな

んですが、この農山漁村における100万円アップ

プロジェクトにつきましては、いわゆる山奥と

いうか、奥地については、企業誘致あたりは難

、 、しいということもあり 農林水産業についても

小規模なところが多いということで、小さな経

済と申しますか、各分野、農業、林業あるいは

水産業、商工業、それも、横串にしていろいろ

総合的に考えながら所得を上げていこうという

ような取り組みでございます。

そういった意味では、先ほど委員がおっしゃ

いましたけれど、その地域経済循環、そこの連

携という意味では、そういった、中山間部にお

ける小さな経済の中で所得を上げていこうと、

そういった取り組みの中で共通点があろうかな

と考えております。

100万円という数字が余りにも大き○ 原委員

な数字なので、果たしてこれが実現できるかな

ということを、大きな目標ではあるなと思って

いるんですけれども、中山間地のイメージとい

うのもずっとこう、山奥と言っては失礼だけれ

ど、そういうところを考えると、林業であった

、 。 、り 農業であったりするわけですよね だから

複合経営、米をつくり、お茶をつくり、牛、豚

を養い、そしてキノコ、特用林産物を生産し、

あるいは木材、猟をやりという中で、プラス100

。 、万円ということでしょうから 考え方としては

それによって本当に100万年収がふえると若者も

そこに住んで、子供を育てられるでしょうし、

。所得がないから出て行ってしまうわけですよね

ちょっと横にそれるけれど、太陽光が出だし

、 、たころ 特例で太陽光を認めてあげたらどうか

１反歩50キロワットで、キロワット40万、2,000

万投資すれば20年、年間100万の年収になるんで
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すよ。で、８年か９年で、当初であれば、すぐ

取り組めばできたんで、何回か議会で言ったん

だけれど、農政水産部のその農地転用のことや

らあってなかなか御理解いただけなくて、しば

らくしたら金子さんという学者がそういう複合

経営でうまく太陽光を取り込めば、年収がふえ

るではないかというような本を出されて、早く

、あの本があると説得力があったのになと思って

残念でならなかった。でも、ここに来て、太陽

、 、光については もう既にオーバーしてしまって

九電さんが、もうこれ以上来てもらっても制御

をしないといけないという時代になりましたの

で、これはもう繰り言でしかなくなってしまっ

たんだけれど、そういうときに、すかさず取り

組んで、中山間地のところにおいて、ある程度

農地転用を緩和してあげて 農家限定でもよかっ、

たわけですね。そうすれば、100万円アップとい

。うのはすぐできたのになと思っているんですが

だから、あとは問題はこの100万円アップを、こ

こで今おっしゃる、地域経済循環に取り組むモ

デル地域、どうやったらいけるかということを

この計画の中で。計画はこれと全くリンクする

ことだと思うので、知恵を絞っていただくと、

また、知恵を絞らないと、ますます人口が減っ

ていくのは間違いないんで、我々もいろんな情

報を集めて政策提案などをやっていかないとい

けないとは思うんですけれど、頑張ってほしい

なと。具体的にどうということは言えませんけ

れど、希望と期待を部長に申し上げておきたい

と思います。

この中山間地域振興計画に基づい○緒嶋委員

た施策ですね、この全体の施策の予算はどれぐ

らいになっているんですか。

一部重なっている○奥中山間・地域政策課長

部分はありますが、トータルいたしまして、平

成28年度、909億円ということでございます。

これは、前年度から見たらどうで○緒嶋委員

すか。

前年度、平成27年○奥中山間・地域政策課長

度、943億円でしたので、若干減っているという

ことではございます。

減っている、主なものは何。○緒嶋委員

やはり、国の補助○奥中山間・地域政策課長

事業等の中には、施設整備に係る事業がござい

ます。そういったものが、年度によってはハー

ド事業がこうがっとついているときもあれば、

、ソフト事業が中心になるときもございますので

若干その辺で数字に差が出てきているというこ

とでございまして、施策自体に取り組みをやめ

たとか、そういったものがあるということでは

ございません。

これはやはり、振興のためには予○緒嶋委員

算的なものが伴わないとなかなか中山間地の振

興というのは、それじゃなくても人口減少が進

んでおるわけで、振興にはなかなかつながらな

いと思っているんですよね。さっき、企業立地

にしても、本当は、我々から考えれば、それは

中山間地とは言えんじゃないかというようなと

ころまでカウントされた数字が出てくるという

ようなことで、見た目はえらいすばらしいと思

うけれど、内容的にはやっぱり問題があるわけ

であるので、できるだけきめ細かな、そういう

数字も出していただきたいと思います。

それと、東国原知事のとき、いきいき集落と

、 、 、いうのが 旗があちらこちらに立って その後

そこらに対する振興助成というのは進められて

おるわけですか。

いきいき集落の認○奥中山間・地域政策課長

定数につきましては、平成28年度現在で130とい

うことでございます。
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近年、そのいきいき集落の認定数に伸びはな

。 、かなか見られないところでございます 一つは

、活動が活発な市町村が大分もうここ10年ぐらい

制度をつくって10年ぐらいですが、手を挙げて

いただいたというようなこともございます。そ

して、我々もいろいろ動きながらお聞きします

と、やはり一つは、集落の中には、まだ自分た

ちでできるというような、あるいはよそ者の手

は借りないとか、そういったところの声も聞い

ておりますので、もう一回、市町村を回り、集

落の総会等があれば、我々職員も一応市町村と

一緒に出向いて行って、制度の説明をしたりと

いうことで、何とかいきいき集落は、これまで

以上に伸ばしていきたいと考えております。

やっぱりこれは、言葉では言うけ○緒嶋委員

れども、どちらかといえば、限界集落みたいに

なっているんですよね、このいきいき集落とい

うところは。高齢化でなかなか、言葉としては

いいけれど、継続して何をやるかというまとま

りとしては大変深刻な地域が多くなってきてお

るとですよ。そのときは頑張ろうと言ったけれ

ど、やっぱり体力的なものはあるし、後継者も

いないというようなことで、そういうような集

落をどうするかというのが 今 一番問題になっ、 、

てきとるわけですね。それは、まさに過疎集落

で、それの対策を立てないと、中山間地の振興

はなかなか前に進まんのじゃないかなと思いま

す。言われた、所得やらの面を見ても消滅集落

というような形の中で、言葉としては大変厳し

いことを言わざるを得ない地域がふえておりま

すので、もう一回、本当に、それぞれ各部局で

こういう振興計画を立てて頑張っておられるけ

れど、それが本当にその地域の振興に寄与して

おるかということまで含めてやらなければ。目

標の100％とか、いろいろ指標では言うても、本

当にそれが、それだけの評価に値するかどうか

というのは、また別問題だと思うんですよね。

だから、そこ辺も含めて、中山間地の振興を根

本から考えなければ、宮崎県はそれじゃなくて

も人口減少の中でなかなか振興につながらない

ということがあるので、本当にこれは、それぞ

れ市町村の首長を初め、地域の皆さん方の一番

の課題でもあるわけですね。そこ辺も含めた振

興計画というのは、やはり十分考えていただき

たいということを強く要望しておきます。

関連ですが、この今、中山間地域○中野委員

の振興計画ということですが、この概念でいく

と、宮崎県のほとんどに網がかぶさったような

ことでしたよね。例えば、さっきあった、いき

いき集落、これも限界集落という言葉じゃいか

んということで、何とかいきいきということで

なったと思っとったら、どこでも該当するとい

うのを聞いたんですよね。例えば、ニシタチで

も該当するような話でしたよ。現に、えびの市

の主都中の主都が該当したんですから、ちょう

ど100件目でしたが、そのとき聞いたらそういう

話でした。当時の方から説明を受けました。

だから、これはこれでいいと思うんですが、

純然たる山間地の振興計画は別途あるんですか

ね。それはないんですか。

この中山間地域振○奥中山間・地域政策課長

興計画といいますのは、中山間地域振興条例に

基づきまして、いわゆる地域指定をし、その地

域の振興を図るための計画をつくりなさいとい

うことでつくっている計画でございまして、い

わゆる一部市町村、一部対象区域を含めたとこ

ろを全部除いた、本当の山間部だけの振興計画

というのは、今のところございません。

私は、そこが一番大事だと思うん○中野委員

ですよね。例えば、西米良村とか、椎葉、諸塚
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、 、 。とか 西臼杵の３町とか 本当の山間地ですよ

人口もひどいところは７分の１近くになってい

るでしょう、ピーク時からすれば。低くても５

分の１ですよ。４分の１ぐらいやったかな。そ

のぐらい人口も物すごい減っている地域、それ

でも今、何とかして踏ん張って頑張っていらっ

しゃるわけですよね。そこを、今まで以上に下

降線をたどるようなことがないように、何とか

維持できるような政策を施す、できたら向上が

いいんですけれども、何か宮崎モデルをつくっ

て取り組まれたらどうですか。それで、そのこ

とを国にも要望されて、何かされたほうがいい

んじゃないかなと思いますが。ふと、緒嶋委員

の発言を聞いて思ったところでした。ぜひ取り

組んでほしいと思います。

ことしは、準備委員会ぐらいは開いて、来年

度から実行して、まずは宮崎県の県費で、準備

でもいいから取り組んでほしいと思いますが、

そうしないと大変ですよ。私も質問で人口が減

ることをちょっと言いました 今の状態では 43。 、

年後は55万以下に 私はある人に計算してもらっ、

たんですよ、基準年度から、この国勢調査のデ

ータをもとにしてやったら、もう最低中の最低

。 。でいきますよ ぜひ検討してほしいと思います

これは要望でいいですので、お願いしておきま

す。

中野委員から先○川口みやざき文化振興課長

ほど質問のありました劇場の主催公演の入場者

率の目標値66％につきましては、過去の実績値

をもとに定めたものでございますが、他県の比

較等の客観的・合理的な数字というのがちょっ

とございませんでした。目標の妥当性について

は、今後、引き続き検討してまいりたいと考え

ております。

やはり実績そのものが、数字がい○中野委員

いですから、高みを目指して頑張っていってく

ださい。そうしないと、純財産はどんどん減っ

ているわけでしょう。４年間で１億円減ってい

ますよ。だから、その額もちょっと、純財産が

ふえる形で、その一助になっているんだと思い

ますから、取り組みようでは上がるかもしれま

せんから、ぜひお願いしておきます。

この項目について、ほかに質疑○二見委員長

はありますか。

時間の関係があるので、まだ質疑があるよう

でしたら、ここで休憩に入って、午後からまた

再開したいと思います。よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ここで暫時休憩いた○二見委員長

します。

午前11時59分休憩

午後１時９分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

人口の自然減はもうどうしようも○緒嶋委員

ないと思っています、寿命がなくなるのは。社

会減をどう減らすかというのが、中山間地政策

の基本じゃないといかんと思っとる。そのこと

で日之影町の社会減が、あそこは消滅町村と増

田レポートで書かれたが、社会減が今とまって

いるんですよ。

というのは、中央道路ができたので、延岡と

の距離が近くなった、それで、町営住宅を延岡

に一番近いところ、八戸地区というところにつ

くって若者の定住住宅にして、延岡に通勤して

いる。仕事は延岡でするが住居は日之影、それ

、で人口動態としては社会減を縮小したというか

なくしたって。

人の寿命というのは延ばすわけにいかんわけ

で、これはもう仕方がない。だから、社会減を
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いかに減らすかと、少なくするか、それをとめ

ることが、緩やかな人口減少にもつながるわけ

であるので、市町村にそういう政策を進めるよ

うに。進めるためには、もちろん、道路とかの

社会資本の整備とかいろいろ重要な課題はある

けれども、市町村ごとにどういう政策をやるこ

とが、その市町村の将来展望が開けるかという

ような政策を 知事はフォーラムもいろいろやっ。

ておられるけれど、そういうことをやっぱり知

事が先頭に立って市町村に訴えていくと。ふれ

、あいミーティングみたいにやるだけじゃなくて

それぞれその地域に合った政策をいかに県の立

場で協力して進めるかというような感じのもの

でないと。いろいろな市町村との触れ合いの中

で、そういう一つの大きな目標を持って、フォ

ーラムをやっておられるのかどうか。そこ辺も

一番、中山間地振興で重要じゃないかなと思う

けれど、そのあたりはどうですか。

、○横山秘書広報課長 お話がありましたとおり

地域フォーラムという形で市町村をずっと、今

もう３巡目に入っておりますけれども。その中

で、人口減が将来にわたって非常に大きな、深

刻な問題だと、知事自身、問題意識を強く持っ

ております。それぞれの中では、記録とか見ま

すと、やはりいかに人口減を減らしていくか、

、特に社会減を減らしていくかというところでの

仕事を振興させていくとか、地域を活性化させ

ていくとかという議論は毎回なされているとい

うことで 意識としてはしっかり持ちながらやっ、

ていっていると思っております。

ただ、なかなかその具体的な解決策のところ

につなげていくというところが、現実的に難し

い部分も確かにあるなと感じているところでご

ざいます。

、○緒嶋委員 それを何回もリンクしてやられて

前に何か進めた形で物が出てこんと、私は意味

はないと思うんですよね。やっぱり、そういう

ような認識を持って、お互い、首長さんやその

地域の皆さん方と連携しながら、政策を進めて

いくと。県もお互い協力しながら、どういう政

策が必要かというのを見出すために、そういう

、 、フォーラムをやらないと 顔をお互い合わせて

わいわい言って、後、懇親会をやるだけでは私

は意味がないと思うので、そういう目的意識を

、しっかり持ったフォーラムをやるということが

この中山間地振興に大きく寄与するんじゃない

かなという気がしてならんわけで、そういう自

覚を持って、ぜひやってほしいと思います。そ

れはもう要望にしておきますけれども、知事に

十分それは伝えてほしいと思います。

今年度から、中山○奥中山間・地域政策課長

間・地域政策課が中心となりまして、フォーラ

ムがあるときには、いきいき集落、いわゆる厳

しいところに知事に行っていただき、今の現状

も見ていただいて、その中で意見交換もするよ

うに、そういった取り組みを今始めているとこ

ろであります。

きょう、御説明いただいた中で○前屋敷委員

の個別の中身でお伺いしたいんですけれど、２

ページのこのウの水産業というところなんです

けれど。今、中山間地域をどう維持できるかと

いう、総体的な課題もたくさんある中で、中山

間地で水産業の振興ということになっていて、

ここでは資源評価を行っている21魚種のうち

の10魚種について、資源管理をするということ

なんですが、これは養殖業を対象としている取

り組みなんですか。

これは養殖業だけ○奥中山間・地域政策課長

ではありませんで、基本的には、養殖以外でも

管理ができる魚種を対象にしております。
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具体的には、今年度につきましては、アマダ

イ、カサゴ、ヒラメ、イセエビ、マダイ、タチ

ウオ、キス、クルマエビ、ハモ、アオリイカと

いうことで、順次、資源の評価をしながら少な

くならないように減った魚種については、いわ

ゆる種苗の放流あるいは漁具や操業期間の制限

等をしながら資源を保っていくというような取

り組みでございます。

中山間地での水産業の振興とい○前屋敷委員

うことになると、先日でしたけれど、テレビで

キャビアの養殖の放送がありまして、ちょうど

たまたま見ていました。県南の串間だったか日

南だったか、場所がどちらだったかを忘れまし

たけれど。宮崎は今、キャビアに光を当ててい

る、本当に中山間地でできる水産業だなという

のを改めて、そのテレビを見ながら思ったとこ

ろだったんです。県内の中山間地でやっぱりそ

れなりの施設が必要だったり、養殖といいます

か、育てる上でのノウハウ、そういった技術が

求められるような漁業かなと思って、なかなか

誰でもできるというものでもないのかなと思っ

たんですけれど。

しかし、やっぱり確実に中山間地で仕事が起

こせるという点では非常に大事な取り組みなの

かなと思って見たところだったんですけれど。

今、県内ではどの程度、中山間地でキャビアの

養殖が実際に行われているかは、そちらでつか

、 。んでおられるかどうか 担当が違うでしょうが

私が言いたいのは、具体的にやはり中山間地

で取り組める仕事起こしにつながるようなもの

が生まれてきているので、どの程度、県が支援

をしているかというのがわからないんですけれ

ど、技術的なものだったり、財政的なものだっ

たり、一定のものがやはりそこには位置づけら

れないといけないと思っているんですけれど、

その辺の位置づけはどうなんですかね。

フードビジネスをやっ○重黒木産業政策課長

ておりますので、私からお答えさせていただき

ます。

県内のチョウザメの養殖施設は、現在、県内

に19カ所ございます。大体、そのいずれも中山

間地域にある、テレビであったのは、日南市の

富土地区ですね。そういったものですとか、あ

るいは日南の南郷ですとか、日南が比較的多い

んですけれど、そういったところ。あと、西都

市ですとか、そういったところが多いようでご

ざいます。一部、延岡市にもございますけれど

も。

キャビアにつきましては、建設業ですとか、

そういったところからキャビアの養殖のほうに

転職というか、業を広げていくという取り組み

が多くなっているようでございまして、中山間

地域において非常に有力な今後の稼ぐ手段にな

るんじゃないかなと思っております。

キャビアにつきましては、中山間地域におい

ても非常に大きな現金収入になるし、憩いの場

にもなるということでございまして、県として

は、今、ジャパンキャビア、宮崎市に新しく加

工場をつくりましたので、そこのほうに農政水

産部と一緒に加工施設に対して補助をしたり、

販路開拓についてコーディネーターを使って支

、 。援したりとか そういうことをやっております

いわば、出口のほうからですね、出口を広げて

いって、それが養殖業の振興につながるように

という観点で、キャビアの振興を進めていると

ころでございます。

実際に、そういう、起業すると○前屋敷委員

ころへの支援あたりは、この中山間地対策とし

ての財政支出じゃないのかもしれないんですけ

れど、地域で仕事が起こせるという点では、や
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はり農政水産部との関連は非常に、今も持って

おられるんだろうと思うんですけれど そういっ。

た意味では、企業をおこし、産業もおこせると

いうので、やはり雇用にもつながるような取り

組みに広げていくという点では大事な視点かな

と思ってみたところでした。では、ここの水産

業で、ウで言われている水産業の取り組みとは

また別個の問題なわけですね、この10魚種とい

うのとは、入っていないわけでしょうから。

はい それはちょっ○奥中山間・地域政策課長 、

と別個のものでございます。

わかりました。そういう、発展○前屋敷委員

的にいろいろ取り組みが進められる、特に中山

、 。間地あたりで キャビアに限らずですけれども

県の財政的な支援、それから技術的な支援を含

めて定着できるような取り組みというのが、ど

この地域でも必要かなと思っていますので、ぜ

ひ御努力をお願いしたいと思います。

（ ）○ 原委員 ４ページの指標の達成状況の ２

番、教育の充実。県全体だそうですが、ふるさ

とが好きかという児童生徒の割合、９割はいな

いというのをちょっと今見て、びっくりしたん

ですけれど。そして目標は95になっているんで

すけれど、これ目標は100にしないと。どうなん

ですかね、こんなもんなんですかね。10人に１

人はふるさとが嫌いだという子供がいるという

ことはなぜ嫌いかという分析をしてみないと。

純粋な子供が見て自分の育ったところが嫌いだ

というわけだから、何かがまずいんですよね。

ここのアンケートをとってみるとデータが出る

んじゃないかと思うんだけれど、いかがでござ

いましょうか。

指標の目標値の95○奥中山間・地域政策課長

％と申しますのは、平成22年の同じ調査がござ

いまして、その当時85％でございました。その

数値から10％の増加を目指して設定ということ

でございますので、委員のおっしゃるとおり、

最終的には100％を目指すということでございま

すが、４年間の中では95％と目標をつくってお

るところでございます。

ちなみに、これは、ふるさとが好きだという

児童生徒の割合でございますが、全体的には、

、平成28年度88.9％ということでございましたが

内訳を見ますと、小学生が93.5％。これは小学

校51校を抜粋して、その中の５年生の１クラス

について調査をしたと、その部分が93.5％、同

じく中学生につきましても、中学校48校のうち

の２年生の１クラス、これを抜粋しまして、中

、 、学生の場合は86.7％ 同じく高校生についても

同じように調べまして86.6％ということで、小

学生が93.5％、中高生は86％台でございますの

で、中学校、高校生に向けた、そういった教育

をなお一層続けていきたいということでござい

ます。

課長の責任でも何でもないわけで○ 原委員

すけれど、どういうところが嫌いなんでしょう

か。そういうところまで分析はされてないです

か。好きでないと地元に残りませんよね。

申しわけありませ○奥中山間・地域政策課長

ん。そこまでの分析はしておりません。

これは、教育委員会の資料でしょ○ 原委員

うか。

はい、県の教育委○奥中山間・地域政策課長

員会の調査でございます。

だったら、教育委員会に、嫌いだ○ 原委員

という子供たちがいるこの割合をどう考えて、

どこが嫌いなのかという、その原因分析という

か、そこをちょっと何かの機会にぜひ、中山間

振興という観点から教育委員会と議論していた

だくといいなと思うんですけれど、お願いして
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おきます。

教育委員会には、○奥中山間・地域政策課長

その旨、また連絡をしておきたいと思います。

。 。○ 原委員 お願いします ショックでしたね

よろしいですか。○二見委員長

それでは次に、その他報告事項に関する説明

を求めます。

常任委員会資料の８ペー○松浦総合政策課長

ジをお願いいたします。

私からは３件の御報告がございます。

まず、政策評価の結果についてであります。

１の趣旨等のところにありますが、県総合計

画のアクションプランの平成28年度の取り組み

。につきまして評価を行ったところでございます

２の評価方法でありますが （１）の内部評価、

につきましては、アクションプランの８つのプ

ログラムを構成しております重点項目 これが28、

ございます。それぞれに設定をしております指

標、その目安値、これは28年度の目標でありま

すが、その達成状況の内部評価を行ったところ

でございます。

（２）の外部評価でありますが、その上で、

総合計画審議会を開催いたしまして、内部評価

の結果も参考にしていただきながら、各プログ

ラムの評価を行っていただいたところでござい

ます。

参考に、審議会の開催状況を書いてございま

す。

まず、６月23日に１回目の審議会を開催し、

知事からの諮問、内部評価結果の説明と、それ

から意見交換を行ったところでありまして、そ

の後、各委員に対しましては、それぞれのプロ

グラムの評価と意見を書面で照会をいたしたと

ころでございます。

その上で、７月25日に２回目の審議会を開催

し、プログラムごとの評価の決定と、それから

答申書案についての審議をお願いしたところで

ございます。

３の評価結果であります。全体のお話としま

しては、文化スポーツの分野で改善が見られた

ほか、全体的には、おおむね順調と評価をいた

だいておりますけれども、今後とありますが、

安心して出産できる環境づくりなど、それぞれ

、 。の課題 意見をいただいたところでございます

この一番下に前年度との比較を書いてござい

ますが、内部評価につきましては、改善した項

目が６個、悪化したものが４個という状況であ

ります。

外部評価につきましては、Ａ、これは成果が

出ているという評価でありますが、１であった

ものが２にふえております。それから、Ｃ、こ

れは一部成果が上がっていないというものであ

りますが、１つあったものがなくなっていると

いう状況でございます。

次の９ページ、10ページをお開きください。

各プログラムの評価の結果の一覧でございま

す。表でまとめてありますけれども、右端のと

ころに内部評価の結果、外部評価の結果を載せ

ております。括弧書きは前回の評価の結果とい

うところでございます。

外部評価のところで、前回から変わりました

ところですが、10ページの上から２つ目、プロ

グラムの６、文化スポーツ振興プログラムであ

りますが、これにつきましては、前回、Ｃとさ

れておりましたけれども、これがＢとなったと

ころでございます。

それから、このページの一番下、プログラム

の８、危機管理強化プログラムでありますが、

これは前回Ｂであったものが、Ａとなっており

ます。
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ここで、答申書の中身で少し御説明をさせて

いただきたいと思います。別冊でお配りをして

おります資料、表紙に「新しい「ゆたかさ」展

開プログラムに関する評価報告書 （答申）とい」

うものをお配りしております。そちらをごらん

いただきたいと思います。

答申書の19ページ、20ページをお開きいただ

きたいと思います。

プログラムの６、文化スポーツ振興プログラ

ムであります。これは、前回Ｃ評価だったもの

がＢとなったものでございます。表にございま

すように、このプログラム、３つの重点項目で

構成をしております。

１つ目が、文化に触れる機会の充実、２つ目

が、スポーツに触れる機会の充実、３つ目が、

地域への誇りや愛着の醸成、この３つでありま

す。それぞれの重点項目につきまして、指標を

設定しております。それが20ページの（３）指

標の状況等の一覧表でございます。

一番上の日ごろから文化に親しむ県民の割合

から、一番下の県内の世界ブランドの認定登録

数まで、ここでは14の設定をしております。太

枠ごとにくくっておりますのが、各重点項目ご

との区分でございます。

それぞれの指標につきまして、右側にありま

すが、達成度というものを出しておりまして、

その達成度に応じて内部評価をしたところでご

ざいます。一番右端の欄の内部評価を見ていた

だきますと、ここでは文化についてはＣ、それ

からスポーツにつきましてはＢ、それから郷土

愛につきましてはＡとなったところでございま

す。

こういった状況を勘案して、外部評価としま

してはＢという評価でありますが、その考え方

でありますが、19ページの（１）総括評価のと

ころをごらんいただきたいと思います。

東京オリンピック・パラリンピック開催年で

あり、また日本書紀編さん1300年に当たる2020

年の国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の開

催が決定したこと、また、祖母・傾・大崩ユネ

スコエコパークの登録が決定したことなどが

あった一方で、その下にありますが、日ごろか

ら文化に親しむ県民の割合が計画策定時の水準

を下回ったこと、また週１回以上運動する成人

の割合が目安値、28年度の目標値を下回ったこ

となどを勘案した結果として ここではＢとなっ、

たところでございます。

各プログラムとも、このような形で評価結果

を取りまとめておりますけれども、個別意見も

それぞれいただいたところでありますので、今

後の取り組みに生かしてまいりたいと考えてお

ります。

政策評価については、以上でございます。

常任委員会の資料にお戻りをいただきたいと

思います。

常任委員会の資料の11ページをごらんいただ

きたいと思います。

ＰＰＰ／ＰＦＩの取り扱いに関する検討につ

いてであります。

１の国からの要請でありますが、国からは一

定規模以上の公共施設の整備に際しまして、Ｐ

ＦＩの手法を使うかどうか、これを優先的に検

討する仕組みを構築するよう求められておりま

す。

（１）の対象団体でありますが、人口20万人

以上の地方公共団体となっておりまして、都道

府県の中では、ことし４月現在で34団体がそう

。いった規定を策定済みという状況でございます

（ ） 、 、２ の内容でありますが ①につきまして

ＰＦＩを使うかどうかを最初に検討する、そう
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いう対象事業としまして、アでありますが、事

。業費総額が10億円以上のものとなっております

米印にありますが、よその県の取り扱い例を見

ますと、一般道路、橋梁といったようなものに

ついては除外をしておりますので、そういった

形をとれば、対象とするのは建築物等がメーン

になってくると考えております。

イにつきましては、運営費が１億円以上のも

のというのが対象になってまいります。

②でありますが、評価方法につきまして、こ

れまでの契約方法、発注方法とＰＦＩの手法の

、 、間で 費用あるいは先行事例等を勘案しながら

比較・評価をしていくことになると思っており

ますが、③にありますように、ＰＦＩを使わな

いこととした場合には、その内容を公表するこ

ととなっております。

２の今後の対応等でありますが （２）検討方、

針のところにありますけれども、県内への影響

等も勘案しながら、できれば、年度内には方向

性を出してまいりたいと考えております。

ＰＦＩについては以上でございます。

12ページをごらんいただきたいと思います。

２巡目国体に向けたスポーツ施設の整備方針

についてであります。

１の基本的な考え方であります。

人口減少時代を迎えまして、全国的に地方創

生が大きな課題となっております。今回の施設

整備につきましても、将来の本県の発展を見据

えて取り組んでいく必要があると考えていると

ころでございます。このようなことから、３つ

の施設につきまして、県民のスポーツ振興ある

「 」いは国体後における スポーツランドみやざき

の全県展開を図る基盤として整備をしてまいり

たいと考えております。

各施設につきましては、次の13ページ以降で

ポイントを御説明したいと考えております。

13ページをお開きいただきたいと思います。

13ページは陸上競技場であります。都城市の

山之口運動公園に都城市と連携をしながら、整

備をしたいと考えております。

２の整備内容をごらんいただきたいと思いま

すが （１）の競技場の中で、主競技場の観客席、

につきましては、1.5から２万人規模で、国体開

催時には仮設対応を検討していきたいと考えて

おります。

（２）の用地造成であります。

、 、公園内には高低差がありますので 主競技場

補助競技場等、そういったところを必要な範囲

でできる限りフラット化を検討してまいりたい

と思っております。

また （３）の駐車場につきましても、追加整、

備が必要であると考えております。

３の課題への対応であります。

（１）の交通対策でありますが、国体には多

数の来場者が想定をされますので、ＪＲの活用

あるいは臨時駐車場の設定とシャトルバスの運

行、そういったものを具体的に検討していく必

要があると考えております。

（２）の国体後の施設の活用であります。

県レベル以上の大会あるいは強化合宿等にも

施設が十分活用されるよう、都城市と連携をし

て対応してまいりたいと考えております。

14ページをごらんいただきたいと思います。

体育館であります。延岡市民体育館の敷地に

延岡市と連携して整備をしたいと考えておりま

す。

２の整備内容でありますが （１）の体育館に、

つきまして、荒天時の開閉会式場とするかどう

かというところによりまして、観客席の規模等

の設定を今後検討していくことになると考えて
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おります。

３の国体後の施設の活用であります。陸上競

技場と同様、施設が十分活用されるよう、延岡

市と連携をして対応してまいりたいと考えてお

ります。

、 、それから 下になお書きを書いておりますが

競技人口が少ない団体で競技会等を延岡市で実

施することがすぐには困難なような場合も可能

性を考慮いたしますと、現在の県体育館を、当

。面は活用していくことになると考えております

次の15ページをお開きください。

プールであります。

１の基本的な考え方にありますが、民間との

連携によりまして、費用を抑制しつつ、宮崎市

内の県有地に全屋内プールを整備する手法の可

能性あるいはその内容等について、具体的な検

討を進めたいと考えております。

ただし、それが難しいような場合には、一部

屋外としての整備となると考えております。

その下の県総合運動公園であります。

１の基本的な考え方のところの２番目の段落

でありますが、2020年の東京オリンピック・パ

ラリンピックの事前合宿など、今後もさまざま

。 、な活用が見込まれております したがいまして

引き続いて、スポーツランドみやざきの中心拠

点として活用していくために、既存施設の維持

・改修を行いますとともに、津波避難の追加対

策を講じてまいりたいと考えております。

16ページをごらんいただきたいと思います。

各候補地の整備費用等の比較でありますが、

これは費用面で、各候補地の大まかな比較を行

うために、現時点での情報の範囲内で整備した

ものでありますけれども、実際には、基本計画

の中で、具体的な整備内容等が決まっていく、

そういう中で費用等が確定していくものと考え

ております。

１の陸上競技場であります。山之口運動公園

の場合は造成費、それから県総合運動公園の場

合は、施設そのものの津波対策、そういったも

ので費用が少しかかるという積算をしておりま

して、都城の場合が200億円程度、県総合運動公

園の場合が235億円程度と積算をしております。

２の体育館であります。延岡市、宮崎市、そ

れぞれ同額の、トータルで85億円程度としてお

りますけれども、米印の１にありますように、

観客席の規模によっては整備費の縮減の可能性

もあると考えております。

３のプールでありますが、他県の例を見ます

と、一部屋外とした例もありまして、その場合

の整備費用というのが大体30億から50億円程度

となっているところでございます。

17ページをお開きいただきたいと思います。

県総合運動公園の津波避難対策であります。

１にありますが、公園の面積がかなり広いと

いうことがありまして、複数の避難施設の設置

が必要であると考えております。

２のところにありますように、避難施設、津

波避難タワーのような工作物とするのか、ある

いは盛り土のような形にするのかによって費用

は大きく変わってまいりますが、ここでは工作

物を想定した試算として約80億円という計算に

なっております。

説明は以上でありますが、これから基本計画

の中身の作業に入ってまいりますので、課題へ

の対応も含め、より具体的な検討を進めてまい

りたいと考えております。

私からは以上であります。

それでは、常任委○奥中山間・地域政策課長

員会の18ページをお願いいたします。

国土利用計画の改定についてであります。
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まず、１、国土利用計画の目的についてであ

りますが、国土利用計画は国土利用計画法に基

づきまして、総合的かつ計画的な国土の利用を

確保するため、国土の利用の方向を定めるもの

でございます。

また、国土利用計画は全国計画、都道府県計

画及び市町村計画から構成され、都道府県計画

は 全国計画を基本として策定されることになっ、

ております。

次に、２、改定の理由でございますが、国土

利用計画の宮崎県計画は、全国計画の改定にあ

わせまして、おおむね10年ごとに改定を行って

おります。現行の第４次の計画は、平成20年に

策定しておりますが 目標年次が平成29年となっ、

ており、また、県計画の基本となります全国計

画が平成27年８月に改定されましたことなどか

ら、今回、計画を改定するものであります。

次に、３、計画の概要でありますが、まず、

１ の計画期間は 平成30年から平成39年の10（ ） 、

年間でございます。

（２）県土利用の基本方針（案）につきまし

ては、全国計画における基本方針を踏まえまし

て、ア、適切な県土管理を実現する県土利用、

イ、自然環境と美しい景観等を保全・再生・活

用する県土利用、ウ、安全と安心を実現する県

土利用の３つとしております。

最後に、４の今後のスケジュールであります

が、11月から国土利用計画審議会における審議

や市町村との調整、国土交通省との意見交換な

どを行いまして、３月をめどに計画を策定した

いと考えております。

説明は以上でございます。

委員会資料の19ページ○重黒木産業政策課長

をお開きください。

次に、仮称でございますけれども、産業人財

育成・確保のための取り組み指針の策定につい

て御説明いたします。

、 、産業人財の育成・確保につきましては 特に

ここ数年、人口減少問題の対応が大きな課題と

なる中で、県内企業等の人材の確保が厳しさを

増してきておりまして、これまで以上に関係機

関が一体となり、若者の県内定着に向けて、よ

り実効性の高い総合的な対策を講じていくとい

うことが重要になってきているものと考えてお

ります。

、 、このため １の策定の趣旨にありますように

改めまして、本県における産業人財の育成・確

保の現状と課題、これを整理いたしまして、今

後、実施していく取り組みを体系的に整理しま

、した産業人財育成・確保のための取り組み指針

これを関係部局はもちろんのことですけれど、

産学金労官の共有の指針として策定することと

したところでございます。

次に、２の取り組み指針の骨子（案）につい

てでございます。

現時点では （１）の現状分析と課題 （２）、 、

の取り組みの柱と具体的な取り組み （３）の取、

り組みの推進体制、この大きく３つの構成で取

りまとめていきたいと考えております。

まず、１つ目の現状分析と課題でございます

けれども、県内の高校生や大学生等の県内の就

職状況や各産業における人材確保の状況等につ

いて整理していきたいと考えております。

一旦、右の20ページをごらんください。

本県におきます人材確保の現状に関するデー

タを幾つか記載しております。一番上の表につ

きましては、県内就職や離職率の状況でござい

ます。御承知のとおり、新規の高卒者の県内就

職率が全国最低レベルということ、また新規大

卒者等の卒業後３年以内の離職率、これも約４
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割ということで、全国平均より10ポイントほど

高いという状況にございます。

その下の表でございますけれど、こちらは宮

崎の暮らしやすさですとか、働きやすさ、こう

いったものを示すデータでございまして、物価

水準と通勤通学時間でございますが、全国と比

べ、いずれも良好な水準にあるということをお

示ししております。

一方、その下の初任給、こういったものにつ

きましては、非常に厳しい状況になっていると

いうことでございます。

また、その下の就職に関する意識調査でござ

いますけれども、高校２年生を対象としたアン

ケートにおきまして、上から３段目でございま

すけれども 「県内では働きたくない」と回答し、

た学生が５割を超える状況になっているという

ことでございます。

その理由で、矢印で右に引っ張っていますけ

れども、その理由で 「県外で生活したい」とい、

う理由の次に 「県外企業のほうが給料などの条、

件がよさそう」ですとか、あるいは「県内には

働きたい企業、職種が少ない」と、そういった

理由が挙げられております。

これらにつきましては、実際に、宮崎の暮ら

、 、しやすさ 働きやすさをきちんと認識した上で

また、どんな企業が県内にあるのか、しっかり

情報が行き届いた上で判断がなされているのか

どうか、これをしっかり見きわめていく必要が

あると考えております。

左側のページにお戻りください。

指針の内容に戻りますけれども、こういった

現状について分析いたしました上で （２）にご、

ざいます、取り組みの柱と具体的な取り組みを

まとめていきたいと考えております。

具体的には、①の人材の育成では、キャリア

教育の充実ですとか、インターンシップの拡大

について、②の働く場所の魅力向上につきまし

ては、若者にとって魅力ある労働環境の整備等

について、③の「みやざきで暮らし、みやざき

で働く」よさの創出とＰＲにつきましては、若

者にとって魅力ある産業づくりですとか、学生

や保護者等へのＰＲなどについて取り組んでい

。く内容を整理してまいりたいと考えております

また （３）の取り組みの推進体制にございま、

すように、これらの取り組みにつきましては、

産学金労官で構成する産業人財育成プラットホ

ームを基盤といたしまして、それぞれの役割に

応じて、オールみやざきで推進していくことを

指針の中に盛り込んでいきたいと考えておりま

す。

次に、３の検討の進め方でございますけれど

も、産業界全体の意見を指針に反映させるため

に、商工ですとか、建設業も含めまして、各産

業分野の各団体ですとか、あるいは民間企業に

御参加をいただき、産学金労官の実務者で構成

するワーキンググループ、ここで議論を進めて

いきたいと考えております。

最後に、今後のスケジュールでございますけ

れども、指針そのものにつきましては、できる

だけ早期に策定をいたしまして、来年度の採用

活動、求人の時期に間に合うように取り組みを

スタートさせたいと考えております。

このため、随時検討を進めながら、常任委員

会におきまして、委員の皆様方の御意見もお伺

いしながら、年内を目途に策定を行いたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

説明は以上でございます。

常任委員会資料○川口みやざき文化振興課長

の21ページをお開きください。
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国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭開催

準備の進捗状況について御説明いたします。

まず、１の国民文化祭企画会議の開催につい

てでありますが、８月21日に第１回を開催した

ところでありまして、委員構成は右側のページ

に名簿をつけておりますが、歌人の伊藤一彦先

生が会長、県立看護大学教授の大館真晴先生と

宮崎日日新聞社生活文化部長の中川美香氏が副

会長、ほか文化関係者の13名としております。

企画会議の役割は （３）にありますように、、

国文祭の基本構想や実施計画、国文祭の準備・

運営等に関する事項の審議であり、今回の企画

会議では、基本構想（案）について御協議いた

だいたところであります。

委員からは （５）にありますように 「宮崎、 、

県に来てもらい、知ってもらう、そして県民の

参加を促すような取り組みが必要である 「昔」、

ながらの文化も新しい文化も、若い人も高齢者

も、平野部も山間部も、それぞれにスポットラ

イトが当たるような大会にしてほしい 「子供」、

たちが文化に触れる機会が減っており、国民文

化祭において、子供たちにスポットライトが当

たるようなイベントを開催し、その企画運営に

子供たちがみずから携わることが、将来の宮崎

の文化振興につながる」などの意見をいただい

たところであります。

基本構想（案）の内容につきましては、23ペ

ージの資料２で御説明いたしますので、お開き

ください。

まず、１、基本的な考え方の（１）開催の意

義につきましては、下に書いておるんですけれ

ども、平成32年は日本書紀編さん1300年という

節目の年であり、同年には、東京オリンピック

・パラリンピックも開催されます。このような

絶好の機会に国文祭、障文祭を開催し、国内外

から参加者、来場者を迎え、新たな本県の魅力

を発信すること、また、国文祭、障文祭の開催

が県民の文化活動を活発化させる契機となるよ

う取り組むとともに、文化芸術が持つ県民や地

域社会への波及効果を生かすことで、今後の魅

力ある地域づくりにつなげていくことなどを記

載しておるところでございます。

24ページをごらんください。

（２）基本方針（テーマ）でありますが、５

つ掲げております。

１つ目は 「 神話の源流みやざき」の探究」、「

としております。

本大会の誘致のきっかけとなっております記

紀編さん1300年記念事業の集大成として、県内

各地に伝わる神話や伝承、伝統文化を広く発信

するとともに、実際に体験してもらいたいと考

えております。

２つ目は 「全ての県民が参加し、若い世代が、

輝く」としております。

大会の企画運営への参画やイベント参加はも

ちろんのこと、参加者や観光客へのおもてなし

についても、県民総参加でやっていきたいとの

趣旨であります。また、若い世代が活躍する大

会にし、国文祭、障文祭の経験をもとに、次代

の文化活動を担う人材の育成や個性ある地域づ

くりにつなげていきたいと考えております。

３つ目は 「新しい出会いから始まる文化の創、

造」としております。

本県には、多種多様な民俗芸能や祭り、伝統

行事などが現在まで大切に受け継がれており、

また、季節の恒例行事として定着している音楽

祭や文化イベントなどもたくさんございます。

それらを今までどおり継承し、発展させていく

とともに、全国の多様な文化団体と連携した新

たな取り組みや文学と音楽、美術等がコラボレ
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ーションした取り組みなど、地域や世代、ジャ

ンルを超えた文化交流をすることで、新たな文

化を創造したいと考えております。

４つ目は 「共に生きる 共に感じる 文化で、

紡ぐ共生社会」としております。

国文祭、障文祭を一体的に開催し、障がいが

ある人もない人もともに参加し、楽しめる大会

にすることで、互いに尊重し合う共生社会を実

現するとともに、新しいボーダーレスな芸術・

文化を創造したいと考えております。

５つ目は 「 ひなた」に育まれた食と暮らし、「

そして世界へ」としております。

農山漁村文化、食文化も文化の一つとして捉

え、ひなたの力で育まれた豊かな自然や食につ

いても発信していきたいと考えております。

次に、２の名称でありますが、先催県の事例

にならい、このような形にしております。

３、キャッチフレーズにつきましては、宮崎

らしさを連想させる、本大会のテーマと合致す

る、宮崎に行きたくなるという視点に重きを置

き 「山の幸 海の幸 いざ神話の源流へ」とい、

たしました。

宮崎県では、神代の昔から豊かな山と海を、

。そこから育まれる命をいただいてまいりました

また、それに対する感謝の心がさまざまな文化

として芽吹き、これまで脈々と継承されてきて

おります。このようなすばらしい宮崎に来ても

、 、らい 宮崎の魅力を体感してもらいたいと考え

設定したところであります。

４、主催者につきましては、記載のとおりで

ございます。

５、会期につきましては、平成32年10月中旬

から12月上旬までの２カ月弱の期間にしたいと

考えております。

理由といたしましては、11月３日の文化の日

を含んでいること、神楽の時期をある程度カバ

ーしていること、分野別フェスティバルが行わ

れる文化ホールや宿泊施設が確保でき、たくさ

んの方々が参加できるように、８回程度の週末

を含んでいることなどのほか、同年に行われま

す東京オリンピック・パラリンピック、鹿児島

国体、全国障害者スポーツ大会、青島太平洋マ

ラソン等の会期を考慮して設定したところであ

ります。

なお、具体的な日程については、現在、国、

関係機関と調整中でございます。

、 、６ マスコットキャラクターにつきましては

県のシンボルキャラクターとして県民に定着し

ているみやざき犬をベースに、本大会用にアレ

ンジします。

７、ロゴマークにつきましては、公募により

決定することとしております。

25ページをお開きください。

８、運営体制につきましては、記載のとおり

でございます。

９、開催準備計画につきましては、記載のと

おりでありますが、内容につきましては、この

後の説明と重複しますので割愛させていただき

ます。

基本構想（案）の説明は以上でございます。

資料は、21ページに戻っていただきまして、

２の今後のスケジュール（案）であります。

今年度は９月から10月にこの基本構想（案）

を実行委員会委員や市町村へ意見照会をかけた

後、10月23日に予定しております第２回県実行

委員会において決定したいと考えております。

来年度以降は、平成30年度に国実行委員会で

基本構想の承認、平成31年度に県実行委員会で

実施計画の決定と国実行委員会で実施計画の承

認、そして平成32年度の秋口に国文祭、障文祭
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を開催するという計画を立てております。

参考といたしまして、27ページから28ページ

に現段階の大会準備スケジュール（案）を添付

しておりますので、後ほどごらんいただきたい

と思います。

説明は以上であります。

総合交通課です。別途１○小倉総合交通課長

枚紙でお配りしております航空路線の充実につ

いてというペーパーで御説明をさせていただき

ます。

２点ほど報告がございます。

まず一つが、ＬＣＣの宮崎─成田線の新規就

航であります。県では、これまで県民の利便性

の向上、観光誘客につながるということで、宮

崎─成田線につきまして、ＬＣＣ各社に対して

就航を希望してきたところでありましたが、９

月14日にジェットスター・ジャパンが就航を決

定したという形になりまして、昨日もさまざま

運賃、それからダイヤ等を発表させていただい

たところであります。

就航の内容でありますが、これは昨日発表さ

せていただいているものですが、平成29年、こ

としの12月21日から１日１往復ということで、

、 、成田空港が11時30分発 宮崎空港が13時40分着

それから折り返しの宮崎空港14時20分発、成田

空港16時着ということで、インバウンドという

ことでいえば、ヨーロッパから来る便などが、

これ、朝に着く場合が、今、現状のダイヤでは

多く、そういうインバウンドにとっては非常に

有利になると。

アウトバウンドに関しましては、夕方・夜便

が北米ですとかオーストラリア、東南アジア、

南アジアなどに行く便が多くありますので、そ

ういったところへのアクセスが非常に、アウト

バウンドとしてはよくなるというところではご

ざいます。

運賃に関しましては5,990円からと、座席数は

Ａ320、180席という形になります。

効果といたしましては、海外へのアクセス向

上、航空運賃の低減、こういったことが非常に

県民の利便性向上になるということに加えまし

て、首都圏、それから海外からの交流人口が大

きく期待されますことから、県内経済の活性化

が図られるというところであります。

支援に関しましては、こちらは宮崎空港にお

けるカウンター設置など、初期経費がかかりま

すとともに、それに加えて新規就航ＰＲ、認知

度の向上など、こういったことが非常に重要に

なってきますんで、そこら辺の新規就航に当た

る初期経費、こういったものを検討してまいり

たいというところであります。

、 。金額に関しましては 現在精査中であります

それから、２つ目、宮崎─ソウル線の冬期増

便であります。

こちらも昨日発表されたところであります。

韓国からの冬場のゴルフ需要などを効果的に取

り込むということで、昨年度同様、アジアン航

空に対して増便を要望してきたところでありま

すが、今年度に関しましては、昨年の週４便を

上回る週５便運航するということが決定されま

した。

中身に関しましては、12月２日から来年の３

月24日までにかけて、現行、水曜日、金曜日、

日曜日の便に加えて、月曜日と土曜日分のプラ

ス２便が追加されることになります。

効果としましては、韓国からのインバウンド

客の増加が期待されるということで、さらなる

交流人口の増加が期待できるというところがあ

るかと考えております。

こちらも県の支援等を考えております。運航
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、経費の一部について支援を検討しておりますが

こちらについても金額については現在精査中で

あります。

説明については以上です。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

その他報告事項についての質疑はありません

か。

この国体に向けたスポーツ施設の○緒嶋委員

整備方針についてでありますけれども、私も地

方創生とか、地方分散することによって県全体

の活性化を図るとか、バランスのいい地域づく

りという意味では、それぞれ分散して、都城、

延岡、宮崎というような案は、私はそれはそれ

でいいと思います。問題はやはり利用する立場

の人がその辺をどう考えるかというのは、我々

。とまたスタンスが違ってくると思うんですよね

県北の人から見れば、宮崎以北の人は都城で

は利便性が悪いと思う。また、延岡に体育館が

できれば、日向以南の人は利便性が宮崎よりは

悪くなったというような、そういういろいろな

思いがあるだろうと思うんですよね。問題は、

都城とか、延岡の会場に行ったときに、みんな

が、ああ、ここでよかったと、もうこの会場で

すばらしくてよかったというような感じになら

なきゃいかんと思うんです。

私はまだ山之口の運動公園も行ったことがあ

りません。１回行ってみようと思うんですね、

どういうところかわからんわけで。我々が地元

に帰って、都城のどういうところにできるのか

と言われて、それは知らんけれど、あそこにで

きるらしいというようなことでは説明力もない

わけで、ぜひこの委員会か何かで、１回現地を

見らんと、議員としての立場で、なかなか理解

がしにくいという面もあります。

その中で、この陸上競技場をつくる利便性の

意味から見ると、それは国体にマッチした施設

ができるから立派なものがでくるだろうと思う

、 、んですけれども 行く人たちの交通の利便性で

今、スマートインターができたということも都

城につくる一つの要因にもなったかと思うんで

すけれども、今のところ、スマートインターと

いうのは、１台車が通ればバーがおりて、また

１台通ってバーがおりるというような、利便性

、の上から大変問題があると思うんですけれども

このあたりのクリアは考えておられるわけです

か。

、○松浦総合政策課長 御指摘の課題については

我々としても、いろいろ考えていく必要がある

と思っております。

どういう対応をしていくのかというようなこ

とについて、これから具体的なお話になってい

くわけですけれども、インターのところの機材

の改良とか、そういうようなことについては、

よその例でもその実績はあるようなんですけれ

ども、それで足りるのかどうか、それがなかな

か難しいような場合には、例えば、大きな大会

になる場合に、スマートインターと都城インタ

ーとの使い分けをしていきながら、都城を使っ

た場合には、臨時駐車場を設けてシャトルバス

を運行するとか、そういうようなソフト的な対

応も当然必要になってくると思います。それか

らＪＲ駅が近くにありますので、ＪＲの利用と

か、そういったことも考えていく必要があると

思っておりまして、緒嶋委員おっしゃったよう

に、そういったところについては、非常に大き

な課題はあるという認識のもとに、これから具

体的な検討をしていく必要があると考えており

ます。

それと問題は駐車場がどうなるの○緒嶋委員

かと。今、私の聞くところによると、やっぱり
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いろいろ地形的に段差があるとか。そういう中

で、大会の観覧席は１万、２万ぐらいとかと言

、 。われたが 最終的には３万人にするわけですか

開閉会式の場合の想定と○松浦総合政策課長

して、観覧席３万人は、一応、その想定をする

ということになっておりまして、その場合に、

仮設対応でもいいというようなことになってお

りますので、常時３万人の規模が要るかという

ことになってくると、そこはちょっと過重かな

ということもあれば、仮設対応も含めて、ここ

。は考えていかなきゃいけないと思っております

その観覧席は３万だけれど、今度○緒嶋委員

は入場する選手の数はどれぐらいになるわけで

すか。

開会式に全員来られるわ○松浦総合政策課長

けではないと思いますけれども、過去の例を見

ますと、２週間の期間の中で、関係者を含めて

トータルで２万人ぐらいという状況はあるよう

でございます。

開会式にその中からどのくらい参○緒嶋委員

加されるかと。

具体的な数字として明確○松浦総合政策課長

につかんでいるわけではないんですが、国体・

高校総体準備室から伺っているのは、１万人ぐ

らいは来られるんじゃなかろうかと聞いていま

す。

そうなると、そこに３万と１万で○緒嶋委員

４万の人が集まるわけですよね。その人を集め

る駐車場とか、道路状況を考えた場合には、道

路も片側２車線じゃないと、４万人の人を山之

口に集めるわけだから、農道とか何とかではと

てもパニック状態になると。そういうことを考

えた場合は、私はインターも、フルインターに

。 、しなけりゃとてもじゃないと思っとる それは

遠くから来た人に、都城のインターまで回って

山之口に来てくださいというのは、サービスが

いいとは、私は言えんと思うんです。やっぱり

来た人が満足するためには、できるだけ山之口

のインターでおろして、そして会場に、近くに

行ってもらうと。それが、私はよそから、遠く

。から来た人に対するサービスだと思うんですね

そういう総合的なものも相当考えてつくらな

いと、またそれがそれだけの金も要るわけです

が 会場が一過性になって 後の負の遺産になっ、 、

ちゃいかんわけですね。そうなると、今からそ

、 、ういうもの 長期的なものを考えていかないと

スタンドをつくりまして４万人来ますという簡

、 。単なことでは 私は対応できんのじゃないかと

臨時駐車場というけれど、単純に考えれば３万

人でもバスなら50人乗りでは600台要るわけです

よね。それを鉄道とか、ほかのルートでやると

、 。いうことで うまく整理しないといかんわけで

、 、 、聞きますが 木花の運動公園の駐車場は 今

駐車スペースは何台ぐらいあるんですか。

たしか3,000から3,500台○松浦総合政策課長

ぐらいだったと思います。

そうなったときは、面積的にはど○緒嶋委員

のくらいですか、3,000台の面積。

済みません 面積はちょっ○松浦総合政策課長 。

とつかんでおりません。申しわけありません。

その駐車場やらの用地は都城市が○緒嶋委員

確保するということになっているわけですか。

基本的には、土地の確保○松浦総合政策課長

については 市にお願いをするということになっ、

ております。

だから、そこ辺まで相当考えて。○緒嶋委員

私はあそこにつくるのはいいんですよ。そこ辺

まで含めた整備計画を立てていかんと、そのと

きだけじゃなく後々に向かって、やっぱり利便

性が悪いという、何でそういうところにつくっ
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。たのかと言われんように対策を立てていかんと

これは英断ではあるけれども、後の運営、ま

たそれ以降の問題等を考えた場合には課題が大

きいから、そこ辺を十分整理せんと。

私は都城の、本当はもっと利便性のいい、造

成費もあんまりかからんところに本当はつくっ

たほうがいいんじゃないかなと個人的には思っ

ているんです。まだ、その現場を見てみないと

わからんけれど、そういう気がするんです。

だから、分散してつくるのはいいけれど、本

当に山之口に行ってみないとわかりません。ぜ

ひ、行きたいと思っている。

それが、本当に大丈夫かなと、造成するとい

うのは、それは金をかければ造成ができると思

うけれども、地域的に考えて、鉄道を利用する

といっても、限られておると思うんです。何千

人も鉄道で運ぶことはできん。あくまでも、私

は車で運ぶのが中心だと思う。そこ辺を考えた

場合に、全体的な課題解決を考えていかんと、

私は大会が成功しないと思うんですけれども、

そのあたりはどう考えておられるんですか。

昨年度の国民体育大会、○日隈総合政策部長

岩手国体でした。県庁所在地は、御承知のとお

り、盛岡市なんですが、昨年度の国体は北上市

の陸上競技場で、いわゆる本県でいったら都城

みたいなところに市がつくって県が一部補助と

いうような形でつくった新しい陸上競技場で行

われました。

緒嶋委員のおっしゃるとおり、開会式につい

ては大変御苦労もされまして、周辺に駐車場を

たくさん確保して、そこからシャトルバスで、

、かなり往復して運ぶような形で開会式をされた

そういう実例があったということも参考にしな

がら。そして、今回、本県でやるということに

ついて、都城市長とも直接、私は話したんです

けれども、駐車場の問題、これは三股町にも御

協力いただいて、高城町、地元の山之口周辺の

駐車場等を確保して、また道路の問題も課題と

して話がありました。

そういったことを市と十分協議しながら しっ、

かりした開会式を山之口でやってほしいという

のが都城市の要望でありまして、まだ決定はし

ておりませんけれども、万全の形で市としても

協力していくので、県と話し合いをしていきた

いということでしたので、私たちもその点、こ

れから十分詰めていきたいと考えています。

それと、雨天の場合の開会式はど○緒嶋委員

うなるんですか。何か体育館でとかというけれ

ど、雨天の場合の開会式。

、○松浦総合政策課長 過去の例でまいりますと

雨天とか天気が荒れているような場合には、あ

る程度、各県からの人数を絞った上で、体育館

で実施されているということで、大体、五、六

百人から千人ぐらいの人数という規模感となっ

ておりますので、それを参考として考えるなら

ば 都城市内の体育館で対応できるのかなと思っ、

ておりますが、実際にどういう想定をするかに

よってまた変わってまいりますので、そこはま

た慎重に 都城市とも検討してまいりたいと思っ、

ております。

また駐車場のことですが、延岡市○緒嶋委員

の体育館の近辺には駐車場らしいところはない

んですよね。そうなると、どこでも駐車場の問

題がかなり、体育館を使うときのほうが人数は

減ると思ったけれど、それが一番課題だと私は

思っているんですよ、運営上も。だから、そこ

辺も総合的に考えて、県は今のところ施設だけ

の金をこれぐらいかかると言っているけれど、

そういうインフラにどれだけかかるのかという

ことも、やっぱり試算の中に入れていかないと
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いかんし。またもう一方は、木花の地震対策を

含めて、本当にこれでいいのかという問題もあ

るから、県病院のようなことじゃいかんので、

ある程度、明確な数字を出して、我々だけじゃ

いかん、県民も理解するような数字を出して、

つくるなら、そういう不満が後々起きないよう

に、すばらしいものを私はつくらないといかん

と思っています。

インフラの問題や道路の問題、まだまだいろ

いろ課題があるわけで、輸送やら駐車場が、今

言われたところだけで約４万人の駐車場がそれ

で足りるのかという問題もある。今、山之口の

駐車場には何台ぐらいとめられるんですか。

現時点では、たしか1,000○松浦総合政策課長

台あるかないかぐらいだったと思います。

１台５人ずつ乗っても、5,000台で○緒嶋委員

も、２万5,000ですから、とてもじゃないと思う

んです。

そこ辺を考えて、やはり利便性をよくした上

で都城でやるというふうに持っていかんことに

は、私は、県民から見て、補助員とかいろいろ

運営員とかも、いろいろ言われる中で、そうい

うような不満が、整備上の不満として出てくる

んじゃないかなという気がしてならんとです。

便利がよかったと、整備されておったと。西臼

杵から行けば３時間かかるわけですからね、宮

崎よりは遠くなるわけ。遠くなったけれどさす

がだというようなものを、私はつくってほしい

と思うわけです。しかし、それをつくり過ぎる

と、また後の利用の関係で負の遺産になっても

いかんし、そこ辺を十分考えていかないといか

ん。

それで、都城市、延岡市は連携してというこ

と、宮崎市は協議してと。この連携と協議はど

う違うわけですか。

都城、延岡につきまして○松浦総合政策課長

は、それぞれ用地の確保の御協力をいただける

というようなことと、あと、金額のほうはまだ

これからの協議になってまいりますけれども、

一定の財政的なものも考えていきたいというお

話をいただいているところでございます。

また、委員おっしゃいましたように、競技団

体とかが使いたいような環境づくりというよう

なことも当然必要になってまいりますので、そ

ういったところについても、改めて協議をしま

して、まだ総論としてではありますけれども、

一緒にやっていこうというようなことまでは協

議をしているところでございます。

一方で、宮崎市のプールの関係で協議してと

いうことでありますけれども、ここについて、

もともと宮崎市がプールを希望されていたわけ

ではありませんので、ここに対する、こういっ

た協力しますよというようなお話をいただいて

いるわけではありませんけれども、やはり宮崎

市につくるということになれば、一緒に内容な

り、どういった取り組みができるのかといった

ことも含めて、後の施設の活用も協議をしてい

く必要があると思いますので、そういった意味

で、宮崎市ともこれから協議をしながら進めて

まいりたいということでございます。

都城市、延岡市は財政負担をして○緒嶋委員

もらうが、宮崎市は財政負担は全然せんで、そ

ういう施設が市内にできるというのは、県営施

設ですからある意味では 都城市 延岡市にとっ、 、

ては不公平じゃないかというような意見も出て

くる、そういう感じもせんでもないという気も

するわけですよ。そこ辺を十分考えて、木花と

いうすばらしいのが市の負担なしでできている

わけですわね。宮崎市も協力してもらわんとい

かんのじゃないかなと思うんですけれど。土地
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も、これは県有地につくれば、市は関係せんわ

けですね。施設とか運営の面で何らかの支援、

協力があって私は当然だと思うんですが、その

あたりはどうですか。

先ほども少し申し上げま○松浦総合政策課長

したが、プールについて宮崎市が希望されてい

たわけではありませんので、積極的にこうした

いというような協議をこれまでやってきている

わけではありませんけれども、つくる上ではそ

の後の活用なり、そういったところについての

、 。協力であるとか いろんな形があると思います

お金だけなのかどうかというのは、そうではな

い部分も当然あると思いますので、そういった

いろんな形を含めて、宮崎市とはコミュニケー

ションをしっかりとりながら、ぜひいいものに

していきたいと思っております。そういったと

ころの考え方で臨むことについて御理解をいた

だければと思っております。

、 、○緒嶋委員 それと やはりこの際思い切って

スマートインターじゃなく、山之口をフルイン

ターにすると、それぐらいの思いで整備するこ

とが絶対必要だと思うんです。スマートインタ

ーにしても、今のような状態では、わざわざ都

城までほかの人は行ってくださいというのはサ

ービスという意味ではあんまりよくないし、何

で都城まで行かにゃいかんとかと、ほかの者は

山之口でおりるのにというような不公平感も出

てくると思うんですよね。できるだけ山之口の

近隣で、駐車場もできるだけ確保してサービス

を図っていくと。そういうことで思い切って、

やるからにはやっぱり決断していかんと、私は

本当に成功した大会にならんのじゃないかと、

不満が残るようなことじゃいかんと思うので。

実際、工事を始めるとすれば、いつごろから

始まるわけですか。いろいろ手続があると思う

んですけれども。

陸上競技場について申し○松浦総合政策課長

上げますと いろんな手続がこれから必要になっ、

てまいりますので、それと並行しながら、設計

とか、そういったことをやって造成に入ってい

くことになりますので、ここ一、二年でその工

、事に入れるという状況ではありませんけれども

できるだけ早く、とりかかるように取り組んで

まいりたいと思っております。

、○緒嶋委員 宮崎県産材を使った体育館にして

宮崎らしい体育館でやるべきだと。そういう中

で立派なものをつくっていくべきだと思うんで

す。そういう思いで、これはほかのＰＦＩとの

絡みも出てくるかなと思うわけでありますが、

そういうものも絡めた考えというのはないわけ

ですか。

御意見として、そういっ○松浦総合政策課長

たことは当然出てくると思っているところでご

ざいます。

どういう形で進めていくのかというのは、こ

れからの基本計画の中で詰めてまいることにな

りますので、そういったいろんな御意見も伺い

ながら、あと、負担がどうなるのかということ

もあるんですけれども、そういう中で、しっか

りしたものに仕上げていきたいと思っておりま

す。

全体の構想が県民に、これぐらい○緒嶋委員

かけてこうなるというようなものを、できるだ

け早く示していただくというのが、県民の理解

もですね。今は競技団体から、いろいろと課題

やら言われておるので、そういう意味では、早

くこれは取りかかって、全体の事業費がこれぐ

らいかかるというような、施設だけではなく、

附属する、そういうインフラを含めてやってい

かないと、私はいけないと思いますので、でき
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るだけ早くやって、財政的にもこれぐらいの負

担が要ると。木花は地震対策だけしかやらんわ

けですか、どうなるんですか、木花について。

当面は津波の避難の施設○松浦総合政策課長

。 、をつくっていくということになります それも

どういう工法でいくのかということでまた金額

が変わってくると思いますけれども。

それから、例えば、オリンピック・パラリン

ピックの事前合宿等の場所になっておりますの

で、そこでどうしても必要な改修等があれば、

当然やっていくことになると思っております。

また、国体の競技場になるものが、施設があ

れば それは基準に合うような形で改修等を行っ、

ていくというようなことで対応していくことに

なるのかなと思っております。

極端な言い方だけれど、開会式だ○緒嶋委員

け木花でやるというようなことはできんわけで

すね メーン会場でないとだめということになっ。

ているわけですね。

今は、開会式場が決定さ○松浦総合政策課長

れているわけじゃありませんので、今の御質問

にストレートにお答えするのはなかなか難しゅ

うございますけれども、通常は、新しく競技場

をつくったところでやっているという状況でご

ざいます。

、 、○緒嶋委員 私は 新しいところはいいけれど

それだけみんなが期待するようなインフラがぴ

しゃっと整備するかなということを逆に心配す

るもんだから。できるだけ新しいところでやる

のが、それは一番理想であるわけですよ。そう

いうことを含めて、やはり相当金をかけて、や

、るならもうやらざるを得んと私は思いますので

そういう思いが今のところしております。

関連して１問だけ。山口は、県庁○松村委員

所在地じゃないところで、陸上競技場をつくっ

ていらっしゃったんだけれど。あそこは後の利

用ということで その後 Ｊリーグの Ｊ２だっ、 、 、

たかな、何かのホームグラウンドになるという

ことで、大幅改装をしてまたやりましたという

お話だったんですよね。あそこも施設を分散し

てやったという話だったんです。

せっかくこの新しい陸上競技場をつくられる

んだったら、例えば、Ｊリーグの規格にも合っ

たような施設としてつくるのか、その将来的な

活用に向けても、もう一度、一からやり直すと

さらに費用がかかるというところとかが出てく

るんで。例えば、今、宮崎県はＪリーグを目指

すようなサッカーチームがあるのかないのかも

含めて、そういうスポーツ振興ということにな

ると、将来の活用とかも含めるとプロリーグ等

が使えるようにするのかというのも検討されて

いるのか。

もしそうだとすると、例えば、年間に40試合

か20試合ぐらいあるとすると、そのたびに４万

人来ることはないでしょうけれど、１万5,000と

か２万とか、お客さんが来るわけですよね。Ｊ

Ｒはお客さんが減っているんで、ＪＲとひっつ

いている陸上競技場だったらスポーツ観戦に、

例えば、延岡からでも１時間半で来るとか。山

之口駅に隣接しているのかどうかも、場所がわ

からないんで、もし近かったら改修してスタジ

アムとの一体化とか、何かそういうところまで

考えた将来の投資。それが無駄だったらする必

要はないけれど、まだこれはっきり決まってい

ないんでしょうから。できるような要素とか、

、 。そういういろんな調査とか やれるんですかね

サッカーのチーム、Ｊ３○松浦総合政策課長

とかＪ２とかを目指しているチームは県内でも

あるようでございますので、そういったお話は

、 、伺っているところでございますが Ｊリーグに
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これは教育委員会で調査といいますか、聞きに

行ってもらっているんですけれども。サッカー

、 、チームのホームにする場合に 今は基本的には

専用のスタジアムが求められているということ

で、そうでない、その陸上競技場と兼用でとい

うようなところについては、余りされていない

。 、ような状況がありまして なかなか今の状況で

そういったことも見据えた形でつくっていくと

いうのは難しい状況があるのかもしれないなと

思っているところでございます。

ただ、まだこれから、確定したわけではあり

ませんので、そういったところも情報収集しな

がら、基本計画を考えてまいりたいと思ってお

ります。

山口の場合は何かそんな話だった○松村委員

んで、将来的に山之口がＪリーグとして使える

専用スタンドになったほうが、地域振興とかに

なるんだったら、ＪＲともひっつけて、プロ野

球だけじゃなくて宮崎のサッカーのメッカにも

なる専用スタジアムにするとか。今する話じゃ

ないかもしれないけれど、いろんな可能性があ

ると思うし、せっかくつくったものがあんまり

利用もされないと言われても大変なんで、その

辺も含めて、またいろいろ検討していただけれ

ばと思います。

大変貴重な御意見だと○松浦総合政策課長

思っておりますし、僕らもそこは気にしている

部分がありますので、教育委員会ともいろいろ

協議しながら、基本計画を検討してまいりたい

と思っております。

専用サッカー場の構想に○日隈総合政策部長

ついては、一つだけ、宮崎市の現市長が前回の

選挙のときの公約で掲げられまして、３年前、

私も立ち会いましたけれども、麻生財務大臣が

見えたときに、要望陳情して、専用サッカー場

の社会資本整備総合交付金、これを多額いただ

きたいというような要望もしたところです。で

すから、宮崎市が今後それをどうされるのかと

いうことも含めて、今度、プールの検討もあり

ますので、また宮崎市は新しいアリーナ構想と

いうのも出されていますので、先ほど担当課長

が申し上げたように、市ともよくそこ辺の確認

も含めて協議していきたいと思います。

関連ですけれども、大変苦慮され○中野委員

て決定されたと思うんですが、一言で言えば、

この整備方針、よか方針だったと思います。

それで、ここに共同整備のことやら書いてあ

るんですが、これが決まった日だったかな、た

またまニュースを見とったら、市長が整備費の

ことで聞かれたら、これは県営の施設だから県

が全部見るのは当然だと、こういうコメントを

はっきりと言われておりましたよ。だから、こ

こに共同整備のことが書いてありますから、こ

の方針以上のことをやっぱりしてもらわにゃい

かんと思うんですよ。

これを今回、分散する考え方を引き受ける能

力のある行政と言えば、負担のことを考えたら

都城か延岡しかないですからね。もし、これを

県全部でするんだったら、ほかの考え方もある

んだと思うんですよ。もともと、それぞれの市

、 、は要望するときに 応分の負担につきましては

しっかりと対応いたしますと、こういう要望書

を上げて決定されているんですよ。負担のこと

。 、 、を覚悟されているんです だから もしこれが

そうでないのであれば、一番、九州全体を見た

ときの便利性のいい、えびのにつくればよかっ

たんです。

県内を見通しても、高千穂から都城に来るよ

りも、時間的には今の道路でもえびののほうが

近いですよ で 面積も4,500ヘクタール フラッ。 、 、
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トの面積がありますから、さっき言ったような

駐車場の心配も要らない。それから、鹿児島県

の大半の人口は薩摩半島ですから、一番えびの

が近いですよ。それから、熊本以北、北部九州

の人たちはほとんど車で来るでしょうから、一

番近いところはえびのですよ。飛行機で来る人

もおると思う。鹿児島空港を使えば一番近いで

す、30分で来るんですから。

だから、これを自分たちでちゃんと応分の負

担はすると、そういうことをぴしゃっと書き入

れて要望されているわけだから、後すさりのな

いようにしてくださいよ。今からでも変更はで

きますから、今からでも。そんなふうにきちん

と決めてからしてくださいよ。それをぴしゃっ

としないと、最初に言った、よか整備方針とは

、 。言えませんから よろしくお願いしておきます

昨年度中でありますけれ○松浦総合政策課長

ども、都城市の市長さんのところにも、私、随

行でついて行きまして、具体的な金額云々は別

にしまして、都城市なら都城市なりの財政規模

があって、限度はあるけれども、そこは必要な

ところで考えていきたいというお話はいただい

ているところでございます。そういうことを前

提に、事務的には、都城市ともこれまでいろい

ろ話をしてきておりますので、その協議をさら

に進めながら、どういう役割分担でいくのかと

いうことなども含めて、これから十分詰めてま

いりたいと思っております。

私はあんまり突っ込んだ話を、別○ 原委員

、な立場があるのでできないので困りますけれど

これ、地図をつけられればよかったなと思って

います。私は、お隣の三股町におりますので、

その辺の地形的なこと、周辺の事情のこと、よ

くわかるんですよ。だから、駐車場のことを、

例えば、合併前でいえば１市５町あったんです

よね。運動公園は５カ所あるわけですよ、三股

町を入れても。これは町長も当然隣のことで、

三股町の陸上競技場と山之口の運動競技場は、

車で五、六分のところです。サブとしても使え

るし、三股町もここを整備しようとしています

から、そういうことで町長自身もしっかり協力

しますというようなことを言っているし。駐車

場の話も出ましたけれど、あと、高城、高崎、

山田、あるわけですね、運動公園があって、駐

車場もしっかりあるし、雨が降ったときのその

、 、体育館をどうするかというのも 都城がこの前

早水に大きな体育館をつくったんですよね。あ

そこはバレーのメッカですから、大きな全国大

会、プロのバレーチームが来たりするところな

ので、雨のときのことも差し支えないんじゃな

いかなと、客観的な話ですけれど、思っていま

すので。

、確かに山之口は今一方方向しか見えないので

、裏のほうは平面的に見るとかなり土地が広くて

上から見た図面を見ると、かなり、確かに高低

差はある程度ありますから、そこをフラット化

するための経費とかあるんでしょうけれど、広

さは十分あるなと。

誰かが、ついでながら冗談を言っていました

けれど、ふるさと納税を２年充てれば、お金は

いくらでもあるがねと言っていましたが。

原委員のおっしゃると○日隈総合政策部長

おり、わかりやすく地図をつければよかったか

なと思います。

それで、一つ、都城のこの陸上競技場の件な

んですが、これは都城市の運動公園が現在ござ

います。体育館もあそこにあるわけなんですけ

れど、これも陸上競技場みたいなのがあるんで

すが、その中の一角に県の陸上競技場をつくる

というような形になりますので、その点は御理
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解いただきたいなと。要するに、この公園自体

は都城が持っていらっしゃって、その管理関係

もありますので、一緒にやっていくかどうかと

いうのは、またこれからの話し合いになるんで

すけれども、その中に県の陸上競技場をつくる

ということになります。ですから、都城市の運

動公園、駐車場の問題もあります。これはまた

都城市と相談していくんですが、その運動公園

の駐車場というような位置づけ等も今後協議し

ていくということになりますので、イメージと

しては都城市の運動公園の中につくるというこ

とで御理解いただきたいと思います。

ＰＦＩのことですけれど、これは○緒嶋委員

県としても積極的に取り組んでいこうという方

針はあるわけですね。

、○松浦総合政策課長 施設整備等を行う場合に

民間の資金なり活力なりを使っていこうという

ものでありますので 使えるものについてはしっ、

かり使っていきたいということがございます。

今回の国からの要請が一定規模以上のものに

ついて、必ずそこを検討しなさいというような

ことでありますんで、そこをある程度対応して

いく必要があるとは思っておりますけれども、

実質的な話としては、ＰＦＩ、有効に使えるも

のについてはしっかり使っていくというのがま

ずベースにあって、国の要請に対してどういっ

た形で対応していくのかということをこれから

検討していこうというものでございます。

今度は特に、国体向けの施設をつ○緒嶋委員

くるというので、取り組みやすいタイミングで

はあると思うんですよね。それは、全てをＰＦ

Ｉじゃなくても、体育館だけとか、プールだけ

それでつくるとかいろいろあると思うので やっ、

ぱり何らかの負担が長期にわたって分散される

というようなそのメリットも出てくるだろうと

思うんです。財政的なことも考えながらやる必

要はあるだろうと、それが一つの時代の流れで

もあるわけですので、ぜひこれは真剣に検討し

てほしいなと思います。

御指摘いただきましたよ○松浦総合政策課長

うに、特にその対象として体育館なり、プール

なり、検討するにはふさわしいものかなと思っ

ております。どういったような内容で仕上げら

れるかというのがありますけれども、そういっ

たＰＦＩの手法について検討していきたいと

思っております。

どうしても難しい場合は、直でということに

なるかもわかりませんが、そういう可能性は検

討してまいりたいと思っております。

関連しての質疑はありますか。○二見委員長

では、ほかの項目について。

国民文化祭ですが、どっかに書い○中野委員

てあるのかちょっとわかりませんが、約60日間

ぐらいされるわけですね、中旬から上旬までと

いうことですから。この期間中の参加者という

か、客数なのか、それはどのくらいを見込まれ

ているんですか。

過去の開催県と○川口みやざき文化振興課長

か、そういったデータを見ますと、秋田県が、

県の規模がちょっと似ておりまして、大体、こ

のあたりが参考になろうかと思うんですけれど

も、参加者が106万人となっております。100万

人程度を今想定しているところでございます。

これは大きなイベントですから、○中野委員

県民への理解のためには、非常にこういろんな

ところに波及効果がありますから、これは参加

者と捉えればいいわけですか。その参加者は大

体、予想はこのぐらいだということを、やっぱ

りこう明確に出されて、いろいろと取り組みを

されたほうがいいんじゃないかなと思いました
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が。

いろんなイベント、行事をすれば、どのくら

い人が集まるんだろうかと。さっきのこの新し

い運動公園も、集客、駐車場のことを心配する

、 。ぐらい ３万人とか何か書いてありましたよね

そういうのも見込んで取り組んでほしいなと思

います。

22ページに、企画会議の委員の○前屋敷委員

方の名簿がありますけれども、基本的にこの企

画会議ではどういった程度のことまで企画とい

いますか、されるんですか。ここが基本になっ

て企画をしてそれを実行に移すということなん

でしょうか。

（ ）○川口みやざき文化振興課長 21ページの ３

に役割というのを書いておるんですけれども、

これ、企画会議の役割ということで、どういっ

た基本構想にするかというので今回協議いただ

いたんですけれども。今後は、その基本構想を

もとに実施計画、もうちょっと詳しい、具体的

、なイベントの内容を決めていくんですけれども

そういった内容の御意見をいただいたりとか、

実際、案をつくりまして、それを協議していた

だくというようなことを考えております。

さらに、国文祭の準備とか運営とか、実施に

関する部分についても、意見をいただいていき

たいと思っております。

基本的な中身は県がつくって、○前屋敷委員

ここに提示をして、それを協議をして、いろん

な意見をそこに入れていく役割を果たすという

ことですね。

委員おっしゃる○川口みやざき文化振興課長

とおりでございます。

20ページなんですが、いいデータ○ 原委員

がありまして、ここにはないわけだけれど、通

勤通学時間というのが２番で、宮崎県は大変便

利だよというか、そういうことがあるんです。

内閣府が2017年かな、出した通勤にかかるコ

ストの安い県の順位というのがあって、いいデ

ータがあるんですね、おもしろいデータが。東

京都にいる友達から送ってきたんですけれど、

１位が宮崎、２位が青森、３位が岩手、４位が

大分、次が鳥取、高知、愛媛、沖縄云々となる

わけですけれど、そういういいデータもありま

すので、宮崎はこういうところだよという、コ

、ストがかからないよというデータにはなるんで

１回調べて、また正確なデータを出していただ

くとありがたいと思っています。2017年の内閣

府の統計ということでした。

貴重な情報をありがと○重黒木産業政策課長

うございます。そういったいろんな情報を集め

て、宮崎の暮らしやすさもしっかりアピールで

きるような内容のものにしていきたいと思って

おります。

、○中野委員 こういうデータは高校生とかにも

示されるわけですか。これを示して説明される

わけ。

既に、関係部局で示し○重黒木産業政策課長

ているところもございますけれども それがしっ、

かりまだ高校生ですとか、大学生とかに行き届

いていないという面があろうかと思っておりま

。 、 、す したがいまして この真意を検討する中で

いろんなデータがございますので、いろんない

いデータを、そういった地元の若者にしっかり

届くような仕組みも含めて検討していきたいと

思っております。

さっきはいいデータの紹介があり○中野委員

ましたが、初任給のところというのは、宮崎県

は大学卒で43位、高校45位、そして東京都の金

額が書いてあり、こういうのを見れば、宮崎で

。 、就職する若者はいないですよ このことを周知
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承知させんないかんかもしれんけれども、もっ

とうまい書き方したほうがいいんじゃないかな

と、逆に、これは思いましたが。

それで、高校生の県内就職率が改善したとは

いえ、わずかなことですから、率にしても、順

位にしても。だから、最低賃金のことをきのう

もいろいろ質問しましたけれども、全国で１位

をとろうとしたけれども、相変わらず、九州一

円、横並びの最下位だったけれども、最下位に

は変わりはないですから そこを毎年上げていっ、

て、最下位を、宮崎県は鹿児島よりも熊本より

も高いよと、それぐらいの意気込みでやって、

そういうのを見せたりして、ほかの条件もいい

から県内に就職しようよと、こういう企業もあ

るよと、いろんないいことを言ったほうが、い

いことづくめで言わんと。

最大のあれは何だかんだと言って、将来、生

活ができるかできないかですからね。やっぱり

、 。この初任給 賃金のことが大きく出てきますよ

子供は親もとを早く飛び立たない方が、鳥じゃ

ないけれど、飛び立ちたいという気持ちがある

でしょうけれども、長い目で見たら、それは離

れ離れはいいことではないですからね。せっか

くいい地域なんだから、この賃金というところ

に、初任給というところにもっと力を、県全体

で入れてほしいと思いますが、お願いしておき

ます。

中野委員御指摘のとお○重黒木産業政策課長

り、若者が県外を選ぶ理由の一つに、やはり県

内企業の給料が低いというのが理由の一つに上

げられておりますので、そこの部分につきまし

て、ここにデータを挙げている意味は、どちら

かというと、県内の企業の方々、経営者の方々

に、東京とまでは言いませんけれども、全国平

均にできるだけ近づけていこうという意識を

しっかり持ってもらうということが一つと、あ

とは学生に対しては、給料ももちろんなんです

けれど、ほかのいいデータも、いろんなデータ

を総合的に示しながら選んでいけるようなもの

にしていきたいと考えております。

最低賃金の決め方はどういう形で○緒嶋委員

決めるとですか。

基本的には、その当該○重黒木産業政策課長

地域の生計費と、あとは実態の、今、幾ら賃金

が払われているかという状況を踏まえて、審議

会で答申がされて、それを国で決めていくとい

うことになるとお伺いしております。

それなら、宮崎県の場合は、生活○緒嶋委員

するのにはいろいろなものが安いから給料も安

くていいじゃないかというような理屈になるわ

けですか。

理屈で言うと、そうい○重黒木産業政策課長

うところになるかとは思うんですけれども、給

料は安いんだけれども、物価等も低くて、通勤

時間も短くて暮らしやすいよというところを総

合的に見せていきたいと考えております。

逆に言えば、生活費は要らんけれ○緒嶋委員

ど、給料は高い、月給は高いよというところが

。 、一番いいわけですよね そういうようなことで

やっぱりできるだけ、もとから言えば、日本の

、どこに住んでも最低賃金というのは一緒でいい

私は一緒が理想じゃないかと思うんですよ。東

京とはもう100円以上の差があるわけですから、

１日働いても1,000円以上の、そういう、最低賃

、 、金でも差があるということだから ある意味で

不公平と言えば不公平なわけであるので。中小

企業にすれば、そうなれば経営が成り立たんと

いうところも出てくるのかなという逆の懸念も

あるけれど。生活するためにはやっぱりそれな

りの給料をもらわんと、若者も定着しないとい
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うことなので、定着をどれだけ呼びかけても、

給料の高いところに行くということですよ。

おっしゃるとおりで、私○日隈総合政策部長

も県立の工業高校の校長とこの前会って話をし

たら、求人が来ている企業をべらっとこう一覧

、表をつくってＰＴＡにお渡しするんですけれど

やっぱり初任給のところが見劣りするというの

が現状であります。

若い人にどうしても残っていただきたい、ど

うしても若い人が残らないと、次の子供さんを

という人口問題が控えているだけに、本当は全

従業員、お給料が上がるというのが望ましい形

かもしれないんですけれど、なかなか企業にそ

。こまで体力的にどうかというところがあります

ただ、少なくともこの入り口の初任給のとこ

ろ、入社から３年、５年ぐらいまで、せめてこ

こは全国平均に持っていっていただきたいとい

うことで、いろんな機会をとらえて、経済界に

もお願いしているところです。

せめて入り口だけでも全国平均ないと、なか

なかあの一覧表にしたときに、この安いところ

へ行けというのは、企業の魅力は言っていくん

ですけれど、暮らしやすさ、並べていくんです

けれど。せめて、そういう目標で経済界にも御

協力いただきたいと考えておりますので、我々

も努力していきたいと考えています。

今、地方創生ということで進め○前屋敷委員

ていますけれど、本当に地方創生というんだっ

たら、今言われたように、地方でもちゃんと働

いて生活ができると。で、地元に残るという点

では、今言われた、初任給を全国並みにすると

いうのは大事なことだと思います。

それを、なかなか中小企業、大変なんで、そ

こだけに負わせるというわけにはいきませんの

で、地方のそういう中小企業がしっかりと地元

の雇用を支えるという点では、県からも、政府

にもしっかりその辺の、地方創生の手当をして

ということも、意見として強く要求することも

必要じゃないかなと思いますので、よろしくお

願いします。

よろしいですか。○二見委員長

それでは、最後に、その他で何かありません

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、それでは、○二見委員長

以上をもって総合政策部を終了いたします。執

行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時51分休憩

午後３時０分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、部長の概要説明を求めます。

総務部でございます。よろし○桑山総務部長

くお願いいたします。

まず、議案等の説明に入ります前に、台風18

号関係につきまして御報告をさせていただきま

す。

台風18号は、17日の日曜日に本県を直撃いた

しましたが、大雨によりまして、宮崎市や延岡

市などにおいて多数の住家等の浸水被害が発生

。 、 、 、いたしました また 宮崎市や延岡市 日向市

国富町では、突風により住家等が一部損壊する

などの被害も生じたところであります。

県といたしましては、災害対策本部を設置い

、 、たしまして 市町村や関係機関と連携しながら

情報収集や災害対応に努めてきたところであり

まして、現在も引き続き、関係部局におきまし

て、被害の全容把握と早期復旧に向けて全力で
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取り組んでいるところでございます。

詳細な被害状況等につきましては、後ほど危

機管理局長から説明をさせていただきます。

それでは、本日御審議いただきます議案等に

つきまして、お手元に配付しております総務政

策常任委員会資料によりまして御説明を申し上

げます。

資料の１ページをお開きいただきたいと思い

ます。

平成29年度一般会計補正予算案の概要につい

てであります。

これから御説明申し上げます補正予算の額に

は 先日議決いただきました選挙関係の議案第10、

号の追加提出分は含んでおりませんので、あら

かじめ御了承いただきたいと思います。

今回御説明いたします議案第１号の一般会計

補正予算案は、国庫補助決定に伴うもの、その

他必要とする経費について措置するものであり

まして、補正額は一般会計で88億3,486万2,000

円の増額となっております。

また、この補正による一般会計の歳入財源と

いたしましては、上から２番目、国庫支出金が

５億6,462万3,000円 一つ飛びまして繰越金が77、

億558万3,000円など、ごらんのとおりとなって

おります。

この結果、９月補正後の一般会計の予算の規

模は5,869億4,699万7,000円となります。

２ページをごらんいただきたいと思います。

一般会計歳出につきまして、款別の内訳を記

載しております。このうち主なものを申し上げ

ますと、総務費でございますけれども、平成28

年度の一般会計決算に伴う繰越金の一部につき

まして、地方財政法の規定により、県債管理基

金への積み立てを行うものでございます。

また、その下の民生費でありますが、保育士

や幼稚園教諭、児童養護施設職員等の処遇改善

に要する経費のほか、保育士等を対象とした研

修でありますとか、加算制度に関する講習会を

実施するための経費などを計上しております。

さらに、１つ飛びまして、労働費であります

けれども、県立産業技術専門校高鍋校の寄宿舎

を建てかえるものでございます。

また、その下の農林水産業費でありますが、

地域の中心的な経営体に対する畜舎等の施設整

備、家畜導入を支援する経費のほか、もうかる

漁業を推進するための海洋短波レーダーの設置

でありますとか、漁港の整備を行うための補助

公共事業の増額などとなっております。

予算議案については以上でございます。

続きまして、特別議案につきまして御説明を

申し上げます。

ちょっと飛びますが、６ページをごらんいた

だきたいと思います。

議案第２号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」でございます。

これは、地方税法の改正により、保育の受け

皿整備の促進のため、不動産取得税の特例措置

が改正されたことなどに伴いまして、関係規定

の改正を行うものでございます。

次に ７ページでありますが 議案第３号 県、 、 「

税の課税免除等の特例に関する条例の一部を改

正する条例」でありますが、これは企業立地の

促進等による地域における産業集積の形成及び

活性化に関する法律、この法律が改正されたこ

とに伴いまして、同法を引用する関係規定の改

正などを行うものでございます。

続きまして、報告事項でございます。９ペー

ジをごらんいただきたいと思います。

損害賠償額を定めたことについてであります

が、これは県有車両による交通事故の損害賠償
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額を定めたことにつきまして、地方自治法第180

条第２項の規定、専決処分の規定に基づきまし

て御報告するものでございます。

最後に、その他報告事項でありますが、10ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

本日、御報告申し上げますのは、ここに記載

、 「 」しております 宮崎県庁における 働き方改革

の取り組みについてなど、４件となっておりま

す。また、別途資料を配付しておりますが、台

風18号による被害状況についてを含めて５件の

報告を行うことにしております。

なお、それぞれの詳細につきましては、危機

管理局長、それから担当課長から説明申し上げ

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。

私からは以上でございます。

次に、議案等についての説明を○二見委員長

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

財政課から、議案第１号の歳○川畑財政課長

入予算につきまして御説明いたします。

委員会資料の３ページをお開きください。

今回、お願いしております補正予算の一般会

計歳入一覧でございます。

それでは、内容について御説明いたします。

太枠の中の今回補正額の欄をごらんください。

まず、自主財源につきましては、分担金及び

負担金が1,774万円、繰入金が4,394万8,000円、

繰越金が77億558万3,000円、諸収入が３億1,226

万8,000円、依存財源につきましては、国庫支出

金が５億6,462万3,000円、県債が１億9,070万円

で、いずれも増額となっております。

この結果、一番下の欄にありますとおり、こ

の補正による歳入合計は88億3,486万2,000円と

なっておりまして、補正後の一般会計の予算規

模は、補正後の欄の一番下にありますとお

り、5,869億4,699万7,000円となります。

次に、４ページをお開きください。

ただいま御説明いたしました歳入の科目別概

要でございます。

まず、一番上の分担金及び負担金であります

が、補助公共事業に係る市町村からの負担金の

増により、1,774万円の増額となっております。

次に、繰入金でありますが、認定こども園等

の施設整備に当たり必要となる額を安心こども

基金から繰り入れるもので、4,394万8,000円の

増額となっております。

次に、繰越金でありますが、28年度決算の歳

入歳出差し引きの額から29年度への繰越明許費

の財源となる額を除いた額、いわゆる実質収支

額を、29年度へ繰り越すものであります。

次に、諸収入でありますが、事業の実施に必

要な財源としまして、国の基金管理団体等から

の補助金を受けるもので、３億1,226万8,000円

の増額となっております。

次に、国庫支出金について主なものを御説明

いたします。

まず、一番上の民生費国庫負担金は、児童養

護施設等職員の処遇改善に係る国庫負担金であ

ります。

次に、国庫補助金のうち、民生費国庫補助金

につきましては、認定こども園等の施設整備に

必要な財源を、認定こども園施設整備交付金か

ら安心こども基金へと財源を振りかえることな

どによりまして、3,822万円の減額となっており

ます。

また、労働費国庫補助金につきましては、県

立産業技術専門校高鍋校の寄宿舎建てかえに係

る補助金であります。
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その次の、農林水産業費国庫補助金につきま

しては、畜舎等の施設整備や家畜導入に係る支

援事業のほか、海洋短波レーダーの設置や漁港

整備の補助公共事業等に係る補助金でありまし

て、５億3,987万7,000円の増額となっておりま

す。

最後に、県債でありますが、国庫補助事業の

、実施に伴う財源として県債の発行を行うもので

１億9,070万円の増額となっております。

歳入予算につきましては以上でございます。

続きまして、財政課関係の補正予算につきま

して御説明をいたします。

資料が変わりますが、別冊になっております

平成29年度９月補正歳出予算説明資料の３ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

財政課の９月補正予算は、一般会計におきま

して72億4,222万8,000円の増額をお願いしてお

ります。この結果、補正後の予算額は右から３

列目、上から２行目のとおり、一般会計で967

億8,615万3,000円となります。

次に、５ページをお開きください。

補正予算の内容について御説明いたします。

（事項）県債管理基金積立金でありますが、

これは、平成28年度の一般会計の決算剰余金の

一部、72億4,222万8,000円を、地方財政法第７

。条の規定に基づき積み立てるものでございます

財政課からの説明は以上でございます。

それでは、税務課から御説明を○棧税務課長

させていただきます。

議案第２号及び議案第３号について、いずれ

もお手元の総務政策常任委員会資料により御説

明いたします。

委員会資料の６ページをお開きください。

議案第２号「宮崎県税条例の一部を改正する

条例」であります。

１の改正理由ですが、平成29年度税制改正に

より、地方税法において保育の受け皿整備の促

進のため、不動産所得税の特例措置が改正され

、 。たことなどに伴い 改正を行うものであります

２の改正の内容ですが、２点ございます。

まず （１）の地方税法の不動産所得税の特例、

措置が改正されたことに伴う改正につきまして

は、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業また

は利用定員が５人以下の事業所内保育事業、こ

れらは、ゼロ歳児から２歳児の子供を少人数で

預かり保育をする事業ですが、これらの事業の

認可を得た者が、直接当該事業の用に供する家

屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標

、 、準の算定におきまして 地方税法の改正により

地域の実情に合わせて道府県の条例で定める割

合に相当する額を価格から控除することになっ

たことに伴い、当該割合を定めるため、関係条

。項を追加するなどの改正を行うものであります

中央の表の地方税法の行の改正前の欄をごら

んください。

改正前におきましては、この特例措置の割合

は地方税法で、全国で一律に「家屋の価格の２

分の１に相当する額を価格から控除する」と定

められておりました。これが、その右の改正後

の欄をごらんいただきますと 「道府県の条例で、

定める割合に相当する額を価格から控除」とさ

れました。

このため、その下の行の宮崎県税条例の行の

改正後の欄をごらんください。県の条例におい

て定める控除割合を「３分の２」とするもので

あります。

次に （２）自動車保有関係手続のワンストッ、

プサービス対応に伴う自動車税及び自動車取得

税に係る納付の方法等の改正についてです。

納税義務者が、この場合は、自動車を取得し



- 54 -

平成29年９月21日(木)

ようとする方ですが、この方々が国が推し進め

ております自動車保有関係手続のワンストップ

、 、サービスを利用して 自動車の登録を行う際に

自動車税及び自動車取得税につきまして、電子

納税を行えるようにするための関係条項を改正

するものでございます。

次に、３の施行期日ですが、公布の日から施

行することとしております。

続きまして、委員会資料の７ページをごらん

ください。

議案第３号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」でございます。

１の改正理由ですが、企業立地の促進等によ

る地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律、いわゆる企業立地法が改正されたこ

と等により、修正が必要となる関係条項の改正

を行うものであります。

２の改正の内容ですが、いずれも法令からの

引用文言の改正であります。

まず （１）の企業立地法改正に伴う引用文言、

の改正につきましては、企業立地法から条例に

引用している文言に「同意集積区域」及び「承

認企業立地計画」がありまして、これらを規定

する企業立地法の条項がいずれも改正されたこ

とに伴い、関係条項の改正を行うものでありま

す。

真ん中の表の中央の列をごらんください。

同意集積区域、承認企業立地計画につきまし

て、それぞれ企業立地法の本則規定から引用し

ておりましたものを、企業立地法が改正された

ことに伴いまして、改正後の欄をごらんいただ

きますと、改正法の附則や改正前の企業立地法

に規定が移動したため、そこから引用すること

にしたものであります。

次に （２）の所要の改正についてでございま、

すが、条例に引用している省令につきまして、

題名の改正が行われましたことから、関係条項

の改正を行うものでございます。

最後に （３）の施行期日でございますが、公、

布の日から施行することとしております。

以上でございます。御審議をよろしくお願い

いたします。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

まず、議案について質疑はありませんか。

６ページの自動車保有関係手続、○松村委員

ワンストップサービスというのはどういうやつ

なんですか。

これは、国土交通省や総務省と○棧税務課長

かの、国が主導して、今、全国的に進めておる

ものでございますが、自動車の保有関係の手続

をする際に、インターネットを利用しまして、

オンライン上で全てを行ってしまおうというサ

ービスでございます。

、 、その保有にかかわります手続には もちろん

陸運支局に出す書類ですとか、納税の手続です

とか、警察が関係しますが、車庫証明の手続で

すとか、さまざまな手続がございまして、それ

をオンライン上で一括してやろうというサービ

スのことをワンストップサービスというふうに

呼んでおります。

今までこれ、車を買うときも自分○松村委員

でしたことがないんで。例えば、車を買うとき

に、自分でインターネットで電子納税と、あれ

と同じような形でやれるし、もうこれにかかわ

らず、自動車販売会社さんが全てやってくれて

いるというケースもあるんで、消費者にとって

は選択ができますよということですね。

、○棧税務課長 御指摘のとおりでございまして

消費者にとりましては選択ができると、御自分

、でワンストップで手続をすることもできますし
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今までどおり、ディーラーさんにお任せするこ

ともできます。

ただ、ディーラーさんも、ワンストップでや

、ることができるというサービスでございまして

今までどおり、紙ベースの登録手続というか、

そういう手続をすることも可能になっておりま

す。ですから、手続の幅が広がったと御理解い

ただければいいかと思います。

3,000円の割引とかあるんですか。○松村委員

これにつきましては、幾ら安く○棧税務課長

なるとかという割引という制度はございません

が、既にもう全国的には導入している県が少数

ながらございまして、そこの状況を見させてい

ただきますと、消費者にとりましては8,000円ほ

ど、諸費用が安くなったという状況はあるよう

でございます。

大方わかりました。電子納税のと○松村委員

きはある期間、促進するために割引がありまし

たよね。それでちょっと言っただけです。トー

タルとして、経費として8,000円ぐらい安くなる

というような形で、消費者にとってはメリット

が出てくるというようなことですね。

確実に8,000円ということではご○棧税務課長

ざいませんで、今までの先進事例を見ると8,000

円程度安くなっていると。あくまでも消費者と

ディーラーさんとの間の諸費用が低減している

状況があるということでございます。

議案第１号についてお尋ねいたし○中野委員

ます。

４ページ、ここで歳入科目別の概要というこ

とで説明がありましたが、一番上のこの分担金

の中の1,774万円ですが、全てが水産基盤整備事

業費ですよね。これは誰が負担するということ

になるんですか。

該当する市町村が負担するも○川畑財政課長

のでございます。

市町村の負担になるということで○中野委員

すね。

それで、この国庫支出金は、逆に80万だけれ

ど、減額されるわけですか。

その水産基盤事業に係るもの○川畑財政課長

ですが、80万の減額と、下に補助金もございま

して、その水産基盤整備事業費に係るもの

が3,460万円ございますので、その差し引きにな

るのかと思います。

どこに書いてある。○中野委員

国庫負担、農林水産業費国庫補○二見委員長

助金。

整備事業というここがプラス60万○中野委員

ね。ここの数字は幾らですか。

農林水産業費国庫補助金のう○川畑財政課長

ち、水産基盤整備事業費、２つ目のポツでござ

いますが、これが3,460万円でございます。

この水産基盤整備事業をどうかす○中野委員

るわけでしょう。そうすると、減額するところ

もあれば、プラスするところもあって、この３

つを全部足したり引いたりしたのが、総体の事

業費になるわけですか。

今回、その水産基盤関係の事○川畑財政課長

業が、北浦とか土々呂とか、幾つかの箇所があ

りまして、その箇所別の事業費というものを、

、 、 、済みません 持ち合わせておりませんが 今回

漁港の関係で整備がございますのが、10カ所程

度ございます。10カ所程度のうち、その歳入に

当たるものが、市町村からの負担が1,774万円、

また県で起債を行うものがございます。そのほ

かに国庫支出金として、合計で9,438万8,000円

、 、ございますが その国庫支出金に当たるものは

国庫負担金のうち、先ほど減額とおっしゃいま

、 、した 80万円と農林水産業費国庫補助金のうち
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２つ目のポツの、先ほど申し上げました、水産

基盤整備事業費。また、そこから３つ下の漁港

機能増進事業補助金、そして、その次の港整備

交付金 この４つの合計が国庫支出金の額となっ、

ております。

せっかくだから、今言われた金額○中野委員

を教えて。

それぞれの国庫補助金の額と○川畑財政課長

いうことでございますと、漁港機能増進事業補

助金の額が2,950万円、その下の港整備交付金に

つきましては、3,108万8,000円でございます。

はい、わかりました。○中野委員

税務課にお尋ねします。この６ページの説明

でちょっとわかりにくかったのでお尋ねします

が、この不動産取得税に特例措置が改正された

という説明がありましたが、この枠組みの説明

の一番下に、３分の２に相当する価格から控除

ということで、宮崎県条例にこれが加わるわけ

ですか。

そうでございます。○棧税務課長

そうすると、今までは地方税法に○中野委員

は２分の１に相当する控除の条文があったけれ

ど、県条例には規定がなかったということは、

これに該当する案件というか、そういうものが

なかったということですか。

本県の県税条例の構成としまし○棧税務課長

て、地方税法に明確に規定があるものについて

は、そこを適用するということにしております

ので、そういう案件がありましたら、地方税法

どおり、２分の１に相当する額を価格から控除

するということで運用をしておりました。

ということは、現実的には、運用○中野委員

した事例があったんですか。

今回の事例につきましては、福○棧税務課長

祉部局に確認したところ、今までこの事例はご

ざいませんでした。

今回は、県条例に３分の２を明文○中野委員

化したということは、こういう事例が今度は出

てくるということが想定されたから明文化した

ということになるわけですか。

今、福祉部局に確認をしている○棧税務課長

ところによりますと、現段階で具体的な御相談

等はないという状況のようでございます。

これまでそういう案件がなかった○中野委員

から規定せずに、今回もないのになぜ規定をす

るんですか。

一つは受け皿の整備促進をして○棧税務課長

いこうという目的のために、３分の２という規

定を設けるということと、地方税法によりまし

て、これは29年４月からの地方税法の規定なの

ですが、１年間の経過措置ということになって

おりまして、30年の３月までには何らかの形で

明確に明文化する必要があったためでございま

す。

家庭的保育事業云々とずっと書い○中野委員

てありますが、こういう状況があったほうがい

。い社会になるということで理解できるんですか

。今のところは該当するのがないようだけれども

待機児童の解消というのは社会○棧税務課長

問題化をしているという状況の中で、何らかの

支援措置が必要だと考えておりまして、その中

で、こういう小規模な保育事業、家庭的保育事

業ですとか、居宅訪問型保育事業ですとか、そ

ういうものに対して、何らかの支援策を講じる

というのは、委員おっしゃいますように、社会

に向けての一つの方策ではないかと考えており

ます。

関連してですが、小規模の段階○前屋敷委員

で子供さんを預かるということですが、所管は

福祉のほうになろうかと思うんですけれど。要
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するに、そこに資格が必要だとか、そういうも

のはこちらではわからないんだろうと思うんで

すけれど、非常にその小規模の何人かしか預か

らないとかいった場合は、日ごろの子育ての経

験を生かして子供さんを何人か預かるというよ

うなものも、ここに該当するということになっ

てしまうんでしょうか。

済みません。あくまでもこれは○棧税務課長

福祉部局で認定なり認証なりされたものが対象

、 、になりますので この適用を受けようとすれば

おっしゃいますように、何らかの資格とか、条

件が必要になるものだと考えております。

はい、わかりました。○前屋敷委員

ほかよろしいでしょうか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では次に、報告事項に関する説○二見委員長

明を求めます。

損害賠償額を定めたことに○横山市町村課長

つきまして御説明いたします。

お手元の常任委員会資料の９ページをお開き

ください。

本事案は、県有車両による交通事故の損害賠

償であります。

ことし６月、西臼杵支庁職員の運転する県有

車両が特別養護老人ホームごかせ荘駐車場にお

きまして、無人で駐車中の相手方の車両に接触

したものであります。

主な事故原因は、職員の安全確認不足による

ものであり、過失は県側にあります。

損害賠償額は、物件損害といたしまして３

万8,000円で、全額保険により支払われていると

ころでございます。

、 。なお 専決年月日は本年８月８日であります

交通事故防止につきましては、日ごろから注

意を喚起しているところでありますが、再発防

止に向け、指導をさらに徹底してまいりたいと

考えております。

説明は以上であります。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

報告事項についての質疑はありませんか。

結局、過失は県にあるということ○中野委員

は過失割合があったから、その割合の３万8,000

円じゃなくて、過失が100％だったから全額を払

うということなんですか。

駐車中の車に職員の不注意○横山市町村課長

、 、 、により損傷を与えたということで 全額 100％

こちらの責任ということで、この保険金額が３

万8,000円となっております。

停車中の車に追突したんですか。○中野委員

バック追突か何かですか、前進じゃなくて。

駐車場から右側に切りなが○横山市町村課長

ら前進で出ていくときに、相手方の車にちょっ

と寄り過ぎてしまって。相手方の左側の前方の

バンパーに、県有車両の右側の後方をこすって

しまいました。全く、側方不確認によるもので

あります。

ほかないですか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では次に、その他報告事項に関○二見委員長

する説明を求めます。

人事課でございます。○吉村人事課長

委員会資料の10ページをお願いいたします。

宮崎県庁における「働き方改革」の取り組み

について御説明をいたします。

県庁におけます働き方改革を推進するため、

資料の２にありますように、知事部局の次長等

で構成します推進会議を本年７月に設置しまし

て、検討を行っているところでございます。

検討につきましては、３に書いてあります４

つの柱に沿って行っております。
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従来から、県庁職員子育て・女性応援プラン

において取り組んできました （１）ワーク・ラ、

イフ・バランスの推進と（２）公務能率の向上

・長時間労働の是正につきましては、これまで

の取り組みを検証しながら、継続してまいりた

いと思っております。

（３）非正規雇用者の処遇改善につきまして

は、これまで実施してきました臨時職員、非常

勤職員の処遇改善に加えまして、地方公務員法

が改正されまして平成32年度から新設されます

会計年度任用職員の制度への対応も検討してま

いります。

（４）高齢者の就業促進につきましては、雇

用と年金の接続の観点から、従来からの再任用

とともに、国において新たに議論されておりま

す公務員の定年延長の動向も踏まえながら、制

度の検討を行うものであります。

ただいま述べました１から３につきましての

趣旨につきましては、右側11ページにも記載し

ておりますので、後ほどごらんください。

10ページに戻っていただきまして、４の今後

の新たな動きでございますが、２つございまし

、（ ） 、て １ 試行的取り組みの実施でございますが

、 、 （ ）これは 先ほど申し上げました ３の柱の １

と（２）に関連するものでございます。

試行的取り組みのまず①でございますが、本

庁舎内の会議室等を利用しまして、サテライト

オフィスを設置しまして、出先機関の職員等が

本庁に出張した際など、用務の前後の時間を活

用しまして、業務に従事できるようにするもの

でございます。

②でございますが、タブレット端末や無線Ｌ

ＡＮを整備しまして、会議や打ち合わせをペー

パーレス化する環境を整えまして、会議等の開

催や資料の準備に係る業務の効率化、コスト削

減を図るものであります。これらの取り組み

は、10月を目途にして開始いたしまして、その

効果や課題を検証しながら、本格実施に向けて

検討してまいりたいと考えております。

次に （２）にありますように、働き方に関す、

るアンケートにつきまして、知事部局職員を対

象に、９月の上旬まで実施いたしまして、現在

その回答内容について分析を行っているところ

でございます。

今後は （３）にありますように、このアンケ、

ート結果、また別途実施しました職員との意見

交換会での意見等を踏まえまして、推進会議の

中で議論を重ねた上で、５のスケジュール案に

ありますように、年度末には取り組み事項を取

りまとめまして、新年度から本格的に実施して

まいりたいと考えております。

こうした取り組みによりまして、まずは県庁

から率先して働き方改革を進めるとともに、町

内の市町村あるいは民間団体とも意見交換、情

報共有等を図りながら、県全体の働き方改革に

つなげてまいりたいと考えております。

。 。以上であります よろしくお願いいたします

常任委員会資料の12ページ○横山市町村課長

をごらんください。

宮崎県における事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例について御報告いたしま

す。

この議案につきましては、商工建設常任委員

会に付託されておりますので、ここでは全体の

概要について御報告させていただきます。

まず、１の改正の理由であります。

知事の権限に属する事務について、取り扱い

を希望する市町村に権限を移譲するため、関係

規定の改正を行うものであります。

次に、２の改正の概要につきましては、表に
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ありますとおり、建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律等に基づく事務について、

各市町村に権限を移譲するものであり、施行期

日は公布の日としております。

下の欄に参考といたしまして、平成18年度か

らの移譲事務数の推移と、13ページに市町村別

の移譲事務数を記載しております。

市町村課からは以上であります。よろしくお

願いします。

危機管理課から３点御報○藪田危機管理局長

告をさせていただきます。

常任委員会資料の14ページをごらんいただき

たいと思います。

まず、九州北部豪雨災害への対応についてで

ございます。

、１の九州北部豪雨の概要でありますけれども

、 、今回の豪雨は 梅雨前線の活動の活発化により

７月５日から６日にかけまして、福岡県朝倉市

や大分県日田市などで記録的な大雨となり、土

。砂災害や河川氾濫が多発したものでございます

表に記載しておりますとおり、人的被害とし

て、死者、行方不明者が福岡県で38名、大分県

で３名、また、住宅被害も福岡県、大分県、熊

本県の３県で全壊が289棟、半壊が1,083棟に上

るなど、甚大な被害が発生したところでござい

ます。

本県による支援状況についてでございますけ

れども、２の各機関による支援状況をごらんい

ただきたいと思います。

発災直後の支援といたしましては （１）及び、

（２）に記載のとおり、緊急消防援助隊や警察

災害派遣隊を派遣いたしまして、住民の避難誘

導、安否の確認、救出救助、行方不明者の捜索

などを実施したところでございます。

現在の支援状況といたしましては （３）の①、

に、県職員の派遣を記載しております。９月か

ら福岡県、大分県及び熊本県に県職員４名を派

遣し、災害復旧業務に従事をしているところで

ございます。

なお、熊本県の派遣につきましては、熊本地

震の復旧作業のために福岡県から熊本県に派遣

されていた職員が福岡県に引き上げたことに伴

いまして、熊本県より追加の派遣依頼があった

ものでございます。

また、県内市町村による支援状況といたしま

しては、②の市町村職員の派遣に記載しており

ますとおり、日向市及び串間市から、福岡県朝

倉市に職員２名を派遣する予定となっておりま

す。

次に、３の見舞金の贈呈であります。

福岡県、大分県の両県に対しまして、弔慰、

見舞いの意を表するため、県と県議会の連名で

福岡県に50万円、大分県に30万円の災害見舞金

を贈呈したところでございます。

次に、15ページをごらんいただきたいと思い

ます。

北朝鮮のミサイル発射への対応についてでご

ざいます。

まず１の、日本に対するミサイル発射情報を

受信した場合の対応でございます。

この場合の情報の流れとしましては （１）の、

図に示しておりますとおり、国からＪ―ＡＬＥ

ＲＴによりまして、通信衛星等を通じまして、

県、市町村及び報道機関等に直接情報が伝達さ

れることになります。

また、このうち本県がミサイル発射情報の対

象地域に含まれている場合には、市町村の防災

行政無線等や携帯電話会社などの緊急速報メー

ルなどによりまして、直ちに県民に情報が伝達

される仕組みになっております。
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なお、Ｊ―ＡＬＥＲＴによる情報伝達は、迅

速な情報伝達の観点から、飛来いたしますミサ

イルに注意が必要な地域に幅広く行うことと

なっておりまして、本県がその対象地域となる

のは、基本としては、飛来方向が九州地域及び

。中国地域の方向となった場合となっております

先週15日のミサイル発射に際しましては、本

県は対象地域ではなかったために、住民への音

声情報の伝達はございませんでした。

参考に記載しておりますけれども、先週15日

については、ミサイル発射の３分後の午前７時

にＪ―ＡＬＥＲＴによる発射情報を受信し、さ

らにその７分後に北海道上空を通過したとの情

報を全ての実施市町村で受信をしております。

次に （２）の本県が対象地域となった場合の、

対応についてでございます。

この場合は、国民保護計画に基づき、これか

ら御説明する体制を構築することとしておりま

す。

、 、まず ①の情報連絡本部体制につきましては

ミサイルが本県上空を通過または本県以外にミ

サイルが落下し、被害が発生した場合に、危機

管理統括監を本部長とする情報連絡本部を設置

し、関係機関との連絡・連携体制をとることと

しております。

②の警戒本部体制につきましては、本県にお

いて、ミサイル落下により被害が発生した場合

には、知事を本部長といたします警戒本部を設

置し、関係機関等と連携しながら、救命・救助

・避難等の防災活動を実施することとしており

ます。

③の対策本部体制につきましては、国から対

策本部を設置すべき県として本県が指定された

場合に対策本部を設置し、武力攻撃災害への対

処など、国民保護に関する措置を実施すること

となっております。

また （３）の本県が対象地域とならなかった、

場合の対応につきましては、九州外においてミ

サイル落下により被害が発生した場合または領

海内にミサイルが落下した場合に、情報連絡本

部を設置することとしております。

、 、なお 下に米印で記載しておりますけれども

先週のミサイル発射のように、本県が対象にな

らず、またミサイルが領海外に落下した場合に

は、危機管理課の職員による情報収集体制をと

るということにしております。

次に、２の住民避難訓練でございます。

本年４月に内閣官房及び消防庁から、ミサイ

ルに対する訓練を実施するよう要請があり、県

から市町村に対しまして、訓練の実施を検討す

るよう依頼しておりましたけれども、今回、こ

れを受けまして、新富町から訓練の希望がござ

いまして、今月10月ごろを目途に、弾道ミサイ

ルを想定した住民避難訓練を実施することと

なったものでございます。

訓練の詳細につきましては、現在調整中でご

ざいますので、明らかになり次第、公表したい

と考えております。

、 。最後に ３の住民への周知・啓発であります

県では、ミサイル発射情報の伝達があり、弾

道ミサイルが落下する可能性がある場合のとる

べき避難行動につきまして、県庁のホームペー

ジに掲載するとともに、テレビやラジオ、新聞

広告などのマスメディアを活用しまして周知を

図っているところでございます。

今後とも、避難行動に関する県民の理解を深

めるために、継続的に周知・啓発に取り組んで

まいりたいと考えております。

次に、別紙でお配りさせていただいておりま

す平成29年度台風18号による被害状況の資料を
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ごらんいただきたいと思います。

まず、１の気象警報の発表状況でございます

が、大雨洪水警報につきましては、９月16日の

土曜日の21時58分に宮崎市に大雨警報が発表さ

れ、翌17日の日曜日の午前11時25分までに全市

町村で大雨警報が発表されました。

また、暴風雨につきましては、９月16日の18

時30分に、宮崎市など３市に暴風警報が発表さ

れ、21時20分には全ての市町村に発表されたと

ころでございます。

県の南部が暴風圏に入ったのが17日の午前７

時ごろで、県全域が暴風圏外に出たのが19時ご

ろとなっております。また、本県に出されてお

りました気象警報は、17日の21時35分までに全

て解除されたところでございます。

次に、２の主な被害状況でございます。

表に被害数を、その下に具体的なその被害の

内容を記載しておりますが、人的被害といたし

ましては、延岡市で女性がはしごからおりた際

に転倒し、左肩を脱臼骨折した事案、それから

日向市で男性が突風により割れました窓口ガラ

スで両足を負傷した事案が発生したところでご

ざいます。

また、住家被害では、宮崎市、延岡市、日向

市、国富町におきまして、突風等により家の瓦

が飛ぶなど一部損壊する事案や、宮崎市、延岡

市、国富町では、大雨により床上・床下浸水が

発生いたしました。

また、椎葉村や高千穂町におきましても、崩

土による土砂流入等により、半壊、一部損壊の

被害が発生しております。

なお、先ほど申し上げました、宮崎市、延岡

市 日向市及び国富町の突風につきましては 18、 、

日と19日に宮崎気象台が現地調査を実施してお

ります。その結果、国富町以外のところにつき

ましては、竜巻の可能性が高いと、国富町につ

きましては、突風をもたらした現象は複数あっ

たということで、その竜巻の特定までには至ら

なかったと聞いております。

次に、３の県の警戒体制でございますけれど

も、台風18号に影響を受けました秋雨前線の活

発化に伴いまして、16日の午前３時15分に宮崎

市に大雨警報が発表されたことから、その時点

で情報連絡本部を立ち上げたところでございま

す。

その後、大雨警報等は一時解除されましたけ

、 、 、れども 体制を維持し 台風接近に備えまして

同日の18時には、知事をトップといたします災

害対策本部を設置いたしまして、市町村や関係

機関と連携しながら、情報収集や災害対応に当

たったところでございます。

次に、４の避難勧告等の発令状況でございま

す。

宮崎市や延岡市など４市町で避難指示が発令

され、９市町では避難勧告が発令されたところ

でございます。

、 、最後に ５の避難状況でございますけれども

自主避難を含めまして全市町村で避難があり、

ピーク時には、これは17日の12時の時点になり

ますけれども、1,328世帯、1,936名の方が避難

をされたところでございます。

なお、18日の午前８時ごろには、県内の避難

所は全て閉鎖をされております。

私からは以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○二見委員長

その他報告事項についての質疑はありません

か。

説明の新しいほうから。宮崎で竜○中野委員

巻の可能性が高いということで、生目、小松か

ら、跡江あたりのを指しているんですか。
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宮崎市におきましては、○藪田危機管理局長

小松から跡江、それから 生目のほうにかけまし※

て突風がありましたけれども、それが竜巻の可

能性が高いと聞いております。

どこかが２時か３時ごろに発生し○中野委員

たんでしょう。一般的には竜巻だったと言って

いるのに、竜巻の可能性が高いということで、

まだ、ここでも突風ということでの説明でした

が、それでいつ竜巻だと確定というか、それが

されるんですか。これは気象台の話になるわけ

だけれども、いつも何かあやふやですが。

、○藪田危機管理局長 申しわけございませんが

宮崎気象台で調査結果について、さらにその詳

細な検討を行って、断定的な結論みたいなもの

が出るかどうかについては、承知をしておりま

せん。

それなら、断定されるかしないか○中野委員

わからんわけですね。一般的には、火災保険と

か、建物保険には、支払いには影響はないんだ

と思うけれども、竜巻と突風、その違いでです

ね。みんな、竜巻と言いますよ。私もすぐ情報

を聞いたもんだから行ってみたんですよ。見る

からに竜巻だ、竜巻ってこんなものかなと思っ

て見ましたけれども。

それから、この県南が暴風圏に入ったのは17

日の７時ごろでしょう。今回の場合は当初東か

らの風でしたよね。それで、中心が過ぎたら西

風になるというのが常識だと思ったけれど、停

電も何もなかったもんだから、ずっとテレビを

見ておったんですが、まだ鹿児島とどこか霧島

市の間ぐらいに台風がまだあると言っているの

に、もう既にえびのあたりは西風になっていた

んですよね。これ、台風の中心の、目の捉え方

がおかしいのかどうかわかりませんが、なぜか

なと思って、あなたに聞いたってしようがない

けれど、今ちょっと思い出したもんだから。何

かそういう情報はありませんか。

低気圧の場合は、当然、○藪田危機管理局長

、中心に向かって風が吹き込んでまいりますので

進路に伴ってその位置関係で風の方向というの

はその場所で変わっていくものかなというふう

に、一般的には考えております。

それから、済みません。先ほど私、宮崎市の

突風の件で生目と申し上げましたけれども、小

松、跡江、それから瓜生野地区において気象台

が調査されております。

この被害の場合は、農作物とか、○緒嶋委員

そういうものの被害はこういうのにはあげられ

んわけですか。被害の状況。

私どもで今回取りまとめ○藪田危機管理局長

て御報告させていただきましたのは、応急的な

対応のところの状況ということで、今後、各関

連部局で農作物の被害については、農政水産部

で取りまとめて公表されるものと思っておりま

す。

それは、後ほどというか、何日に○緒嶋委員

なるかわからんけれど、それはまた別な状況報

告はあるということですね。

御指摘のとおり、前回の○藪田危機管理局長

台風等についても、後日、ちょっとどのくらい

たっていたかどうか、今定かでありませんけれ

ども、県土整備部、それから農政水産部から、

それぞれ被害報告が出ております。

。 、○二見委員長 済みません ５分前ですけれど

委員の皆様にお諮りしますが、本日の日程は午

後４時までとなっておりますが、このまま継続

してよろしいでしょうか。

〔 はい」と呼ぶ者あり〕「

関連で、私、１件確認したいこ○二見委員長

※ページ右段に訂正発言あり
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とがあるんですけれども、この警報が発令され

たのと、この県の警戒体制の関係についてお伺

いしたいんですけれども。これはまず、この県

情報連絡本部というのは、どういった方々が集

まられて組織されているんでしょうか。また、

それは、設置となっていますけれど、その設置

の前に、じゃあ、誰が連絡をとって、その本部

を立ち上げるのか、その前からずっと待機され

ているのか、そこ辺はどのようになっているん

ですか。

情報連絡本部につきまし○藪田危機管理局長

ては、まず構成ですけれども、危機管理課の職

員の、これは幾つかの班体制を組んでおりまし

て、その一部の職員、それから大雨洪水対策関

係課、県土整備部あたりの緊急要員、それから

警報が発表された管内の地方支部の事務局の職

員が参集の範囲となってまいります。

まず、情報連絡本部を立ち上げるタイミング

としましては、今回もそうですけれども、宮崎

市を対象に大雨警報が発表されましたので、そ

の警報が発表されたタイミングで情報連絡本部

を立ち上げるということにしております。

今回の場合は、台風災害ということで事前に

その進路とか、そういった予報がある程度わか

りますので、それを見ながら、情報連絡本部体

制を設置するとともに、災害対策本部の立ち上

げのタイミングというのを検討して対応したと

ころでございます。

県ではなかったんですけれど、○二見委員長

別のところの行政が 連絡が来てから庁舎に行っ、

たと。その連絡が来るのがメールで。メールで

来て、来なさいというようなことだったらしい

んですけれども、県がどういうふうにされてい

るのかわかりませんが、夜中の３時にメールが

鳴りました。今から災害対策の設置するので来

てくださいとかなれば、基本的に寝ている時間

ですよね。でも、もし、メールが来るかもしれ

ないとなればもう寝ることができないわけです

よ。そういったときに、そのメールが来た瞬間

にここに来ないといけないのか、それともあら

かじめ待機して、庁舎に来ているのかとか、そ

こ辺の体制というのはどうなっているのかなと

疑問を持ったもんですから、県はそういうとこ

ろをどう対応されていらっしゃるんですか。

、○藪田危機管理局長 今回の台風の場合ですと

ある程度この予想ができるということを申し上

げましたけれども、県の場合については、災害

管理室というのを設けておりまして、そこに常

時２名の職員が時間外や、閉庁日においても待

機をしております。

ですから、そういう場合で、仮に、こういう

警報が発令された場合については、その災害管

理室から、それぞれ関係する危機管理課の職員

あるいは、こういった事象の場合は、こういう

ところに連絡しなさいということを事前にマ

ニュアル等で定めておりますので、それに基づ

いて関係職員にそこから連絡をすると。ですか

ら、そこについては、もう24時間体制で対応す

るという形になっております。

その24時間体制のあり方ですよ○二見委員長

ね。さっき言ったように、メール１個来たとき

に、これで来いと言われても気づかない可能性

もありますよね。携帯電話があれば、365日24時

間どこにいても連絡がとれるという便利さはあ

るけれども、常時待機しておきなさいとか、そ

ういう気持ちでいるということが、やっぱりす

。ごいストレスにもなる可能性もあると思うので

どういった方々に連絡して、いつ庁舎に来ると

なっているのかは、今の話ではわからなかった

んですけれども。それはここに滞在されている
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方だけで対応されるものなのか、それともほか

の誰かを呼んで、本部を設置するということで

新たに呼ぶのかとか、そこら辺の整理というの

はまたちょっと、私もいろいろと勉強してみた

いと思うので、また後日、説明をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。

ほかに関連は。

。 、○ 原委員 いいですか 時間もあれだけれど

延ばしたわけ、時間は。

はい。延ばしました。○二見委員長

延ばしたね。この、約20分で2,200○ 原委員

キロを走っているわけですね だから １分で110。 、

キロ、時速にすると6,600キロぐらいのスピード

で飛んでいるわけですけれど、飛行機が500と

か600とか800なので、かなり速いスピードだな

、 、 、と思うんですが テレビとかラジオで 例えば

構造物の下に隠れなさいとか、ああいう放送と

かするじゃないですか。これは現実上、無理で

すよね。飛んだときにはもう10分もたたないう

ちに通過しているわけだから、今のメールの話

もあるけれども。

ここんところは、危機管理上どう認識されて

いるのかなと思って、私はずっと疑問を感じて

いたんですよ。かたい、堅牢な建築物の中に隠

れなさいと言っても、そのときはもう既に上に

来ているわけで、非常に非現実的な、何かが落

下して、その放射能とかが分散するから隠れな

さいというのは意味がわかるけれども。もう20

分たったときは2,200キロ、時速6,600を出して

おるわけだから、あの放送はどうなんだろうと

思うんだけれども。非常に非現実的な話だなと

思うんだけれど、国がやっていらっしゃるんで

すか。

情報伝達については、国○藪田危機管理局長

から全国、同じような形で統一的にやられてお

りますけれども、ミサイル発射の情報がありま

してから、委員の御指摘どおり、実際に避難で

。きる時間というのはもう数分単位だと思います

その範囲内でできるだけ周囲の建物の中に、で

。 、きれば丈夫な建物の中に逃げると そのほうが

屋外にいるよりは安全だということで、そうい

う避難の方法について訓練等々しながら、理解

していただき、万が一のときには実践していた

だくということで啓発をしているところでござ

います。

、 、○ 原委員 だから もしも落ちた場合ですよ

たまたまそこでメールを見ていて、その近くに

いた人はほんのわずか、助かる可能性はあるか

、 。もしれないけれど 非常に非現実的な話だなと

例えば この前も議論があったけれども シェ、 、

ルターの話があるじゃないですか。これは、遠

いところに来ることに対してのシェルターであ

れば、そのシェルターに隠れる時間も確保でき

るわけだけれど、例えば、北朝鮮と日本という

のを考えたときには、本当に水爆、核爆弾を積

んで、ＩＣＢＭで核を積んで、もし飛ばすとい

うことを考えたときには、非常にシェルターと

いうのは非現実的な話になるんですよね。そう

思いませんか。だから、この議論をどうやって

進めればいいのかなと思って考えているんだけ

れど。

だから、Ｊ―ＡＬＥＲＴで、あるいはラジオ

で、テレビで堅牢な建物の中に隠れなさいと、

このことが非常に何か現実にそぐわないという

か、何かそんな気がするんで。それでは、言う

ことが無駄かというと、そうではないんでしょ

うけれども、何人かの人はそれで助かる人がい

るんだろうから。そこの認識を、もうちょっと

国ともしっかり議論して、もしシェルターをつ

くる議論をしていくんであれば、何かやってい



- 65 -

平成29年９月21日(木)

かないとどうかなと思っているんで。感想があ

れば。

、○田中危機管理統括監 委員おっしゃるとおり

このミサイルにどう対応するか、非常に難しい

問題で、国もなかなか明確な答えがないところ

でございます。

このミサイルにつきましても、弾頭が例えば

核の場合ですと、もうこれはなかなかとれる対

応というのは難しいのかなと。通常の弾頭であ

れば、爆風ですとか、破片、これから身を守る

というのが、まずはとるべき行動かなと思って

おります。

そういった観点から、できるだけ屋内へとい

うことで言っているわけですけれども そういっ、

た建物が近くにない場合は、物陰に身を伏せる

とかいうことしか実際はできないのかなと思っ

ております。

ただ、実際にイスラエルとか、パレスチナと

か、ミサイルが飛んでいる地域でも、そういっ

た対処をされているようですので、あながち、

全く無駄かというと、そうでもないのかなとい

う気はいたします。ただ、これについてはなか

、 、なか我々も対応に苦慮していまして また今後

国ともいろいろとまた議論させていただきたい

と思っております。

だから、発射されて、Ｊ―ＡＬＥ○ 原委員

ＲＴを受信するまで３分かかっているわけです

よね。実際は、このとき、もう330キロ飛んでい

るわけですね。それから、また自分たちがその

メールを見たりするまでの時間のロスを考える

、 。と 恐らくもう着地してしまっているんですね

だから、ここで議論しても仕方ないことなんで

すよ。でも、こういうことがあるよねというこ

とをお互い認識しながら、やっぱりこれからの

シェルターだとか、壁に隠れることをいかに迅

速にやるかとかをしていかないと、なかなか防

ぐのは難しいなと思っています。

今、 原委員が言われたとおり、○中野委員

間に合わないと思うんですよね。だから、きの

うはシェルターをつくってくれと、それも宮崎

モデルでいいからやってくれというお願いをし

。 。たんですよ 非常にそれは矛盾がありますから

それで、この北朝鮮のミサイル発射は弾道弾

を指しているわけですか。北朝鮮のミサイルは

ミサイルだろうけれど、弾道ミサイルのことで

しょう。

はい。そのとおりでござ○藪田危機管理局長

います。

、○中野委員 いわゆる弾道ミサイルというのは

核兵器を運搬する道具ですから、前提は核です

。 、 、よね だから 核実験と発射実験を繰り返して

小型化して搭載する技術を高めて、距離にすれ

ば、アメリカまで何とかと載っていたけれど、

、 、だから 核が落ちてくるというのが前提だから

さっき言ったような核シェルターというのを本

当に考えにゃいかんと思うんですよね。

それで、住民訓練。これは今月中に新富町と

、 、いうことで 質問でも全県下にと言いましたが

手を挙げているのをきのう聞き忘れたんです。

手を挙げた、やってくれというのは市町村から

今のところは来るようになっていましたよね。

ほかにあるんですか。

訓練は10月ごろを目途に○藪田危機管理局長

考えております。現時点において、新富町以外

で手が挙がっている市町村はございません。

そうした場合に、きのうも言った○中野委員

けれど、全市町村に計画的にぜひやってほしい

と思うんですよね。手挙げ主義ばっかりじゃだ

めだと思うんですよ。ぜひその辺を前向きに、

きのうも言いましたが、検討してほしいと思い
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ます。やっぱり危機意識を持たせにゃいかんで

すからね。

それと、訓練したかせんかですよ。きのうも

言った、北海道方面に８月29日に飛んで、この

前15日に飛んで、中２週間なのに、どこかの町

は Ｊ─ＡＬＥＲＴがなくて 無線放送がなかっ、 、

たでしょう。この前もだめだと、修理をしてい

たのに、また作動しなかったんでしょう。新聞

に載っていましたよ。

だから その辺のことがあるから 県下で 26、 、 、

市町村の中で、本当にスムーズにいくか、それ

は計画的にやらんと、本当に本当に落ちてきた

場合が、大変だと思いますがね。だから、訓練

をぜひ全県下にお願いしたいと思うんですよ。

委員の御意見のとおり、○藪田危機管理局長

県としまして、新富町だけにとどまらず、全市

町村でぜひ実施していただけるように、市町村

に対して働きかけをしていきたいと考えており

ます。

ほかにありますか。よろしいで○二見委員長

すか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、最後に、その他で何○二見委員長

かありませんか。

暫時休憩します。

午後４時９分休憩

午後４時10分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

では、あす10時再開ということで、本日は終

わりたいと思います。

午後４時10分散会



- 67 -

平成29年９月22日（金曜日）

午前10時０分開会

出席委員（７人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 中 野 一 則

委 員 松 村 悟 郎

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（１人）

委 員 河 野 哲 也

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危機管理統括監 田 中 保 通

総 務 部 次 長
渡 邊 浩 司

（総務･職員担当）

総 務 部 次 長
武 田 宗 仁

（財務･市町村担当）

危 機 管 理 局 長
藪 田 亨

兼危機管理課長

総 務 課 長 丸 田 勉

宮 里 雄 一防災拠点庁舎整備室長

部参事兼人事課長 吉 村 久 人

行 政 経 営 課 長 日 高 幹 夫

財 政 課 長 川 畑 充 代

税 務 課 長 棧 亮 介

市 町 村 課 長 横 山 幸 子

大田原 節 郎総務事務センター課長

消 防 保 安 課 長 福 栄 芳 政

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

総務課主任主事 日 髙 真 吾

委員会を再開いたします。○二見委員長

最後に、その他で何かありませんか。

その前に、きのう御説明いただ○前屋敷委員

いたところで、もうちょっと詳しく説明いただ

きたいところがあって。

委員会資料の６ページの議案第３号です。企

業立地法における地方税の課税免除措置に係る

規定が改正されたということで、関係条項の改

正だという御説明だったんですけれど、どう課

税免除措置に係る規定が改正されて県条例が変

わるのか、その変わったことによって、これま

でとこれからはどう中身が変わってくるのか、

影響などについて御説明いただきたいと思いま

す。

今回の議案第３号につきまして○棧税務課長

は、あくまでも文言の修正でございまして、企

業立地法が新たな法律に変わりますが、今回の

議案については実質的な中身がございませんの

で影響はございません。

単純に文言だけが変わるという○前屋敷委員

ことなんですね。わかりました。

ほかはございませんか。○二見委員長

10ページ、その他、県庁における○中野委員

働き方改革の取り組みについての中で、４の

（１）の②で、ペーパーレス化に向けた環境整

備ということで、タブレット端末等を整備した

り、ＬＡＮの無線化を実施すれば、ペーパーレ

ス化になるということで、いわゆる紙類が要ら

なくなるんですが、ペーパーレス化になれば、

どういうことが合理化になるんですか。

ペーパーレス化でございます○吉村人事課長

平成29年９月22日(金)
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けれども、例えば、県庁内で会議をするという

場合に、その会議の資料とかいったものが大な

り小なりあるわけなんですけれども、資料の準

備をするに当たっての印刷、コピーですとか、

それの持ち運びといったことが不要になります

ので、資料が一部訂正になったりとか、直前で

の追加等があっても、その準備なりの作業とい

う職員の仕事自体が削減できるということで、

作業効率が上がるということが考えられます。

、 、 、それとまた 印刷 紙あるいはまたその破棄

そういったものにかかりますコスト、そういっ

たものが大きく削減できるのではないかなと

思っております。

それと、会議を含めて大きく進めていきます

ならば、テレワークがやりやすくなりましたり

ですとか、あと、文書としての保管する場所の

スペースの省力化、そういったものにつながっ

ていくのではないかと考えているところでござ

います。

紙代が要らなくなるということは○中野委員

わかりますが、作業の効率化が図られるとか、

テレワーク、文書の保管にいろいろと時間や制

約があるというんですか、そうした場合に、そ

の仕事が発生しておった分がかなり軽減されま

すよね。ということは人も要らなくなるわけで

すが、人員的な削減というのはどんなことにな

りますか。

実際にやってみてどの程○日高行政経営課長

度の削減が図れるかと、その状況で判断するこ

とになりますけれども、例えば、これで0.1人分

とか、0.2人分とか、そういうぐらいの省力化と

いうことが図られたときに、人間１人は分割で

きませんので、丸々１人を削減するとはならな

いと思っております。

むしろ、その省力化になった時間をどのよう

に生かすかということが大事になってくるので

はないかと思っております。

このペーパーレス化に向けた環境○中野委員

整備というのは、県庁全体の話ですか、総務部

だけがこうするという意味じゃないですよね。

今回、この働き方改革としま○吉村人事課長

して推進会議を設けておりますのは、現在のと

ころ 知事部局ということで知事部局全体でやっ、

ていこうと思っています。

今後、他の任命権者あるいはそれが全庁的に

行った上で、市町村なり、民間企業等にも働き

かけなりを行っていきたいと考えています。

知事部局の総員は何名いらっしゃ○中野委員

いますか。

教育委員会とか県警とか○日高行政経営課長

除きまして、知事部局のほかに議会事務局です

とか、人事委員会事務局ですとか、そういった

小規模の外郭を含んで3,801人となっておりま

す。

議会事務局も入れてですか。○中野委員

入った数字で3,801人とい○日高行政経営課長

うことです。

知事部局では幾らか聞いてます。○中野委員

29年４月１日現在で、知○日高行政経営課長

事部局だけで3,722人であります。

先ほど 何人分って言われており○中野委員 0.

ましたが、知事部局だけでまずスタートされ

て、3,722人いる中で、それが総体で幾らかは削

減できないもんですか。

全体まで広がる中でどの○日高行政経営課長

程度の削減が図れるか、そこは状況をしっかり

把握しながら、いわゆる少人数化できるところ

についてはしっかりと考えていきたいと思って

おります。

この働き方改革の中の目的が 「職○中野委員 、
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員が健全な心を保持し」だから、ある程度の仕

事の量は、１人当たりの荷重を減らすとか、そ

ういうことは考慮していかないかんと思うんで

す。

要は、ここにも書いてあるとおり、県民にい

かにサービスするかということを、それは忘れ

てはならんと思うんですが、やはりこういうこ

とをするときには、職員の削減ということも考

えるべきだと思うんです。

それができないようであれば、もとのままで

何も問題ないわけですから。いつも、こういう

取り組みのときには、そこに頭が、目がいって

いないんです。県は、安藤さんのときに始めた

のが財政改革でしたよ。今、４期目だけれど、

２期目のときから行財政改革を進めてきている

んです。昔は県庁の知事部局、議会等も含めて

だったと思うんですが約4,100人おりましたよ

ね。学校の先生とか、いろいろなのを入れたら

、 。１万8,000人ぐらいですけれども おったんです

、 、それが 知事部局だけで3,722人ということで

確かにかなり努力をされてきていると思うんで

す。

ところが、こういう削減計画とかいろんなも

のをするときには、こういうことでできると思

うんだけれども、その分だけいろいろな改革す

るわけですから。

そのときには、いつも言われるのは、新しい

行政の需要があるときは、そうでないという言

い方で必ずただし書きが書いてあります。

どんな新しい行政需要がという場合は、通常

のときでもできる業務があるのに、そういうた

だし書きを運用する形で、余り削減しないとい

う方向になりますから、今後も非常に厳しい財

政ですから、そのあたりのことも考えて、そう

いうことも考慮しながら、かつ、この働き方改

革の、いわゆる職員が心身ともに健全な状態で

仕事もしないといけませんから、それは仕事量

の削減のことも含めたり、時間的な制約の改革

をしたり、いろいろしないといかん。

やっぱりそういうことで、いろんな総体で人

を減らすことができないということは、考えら

れないと思うんです。住民サービスを落とさな

いことも大事ですから、それを守らないけませ

んが、こういうペーパーレス化に向けた環境整

備で、こういうことができるとポツ２つで書い

てある。私はこれを見たら職員がかなり削減さ

れるなという思いがしますよ。

やはりこういう全体でするときには、具体的

、 、 、なものを行財政改革の中に ぜひ考慮して 今

やっている中のそれを変更してでもやってほし

いと思うんです。新しくこういうのに取り組む

わけですから。

今回の御質問、まず、ペーパ○桑山総務部長

ーレス化のお話から始まっておるわけですが、

ペーパーレス化に限って申し上げれば、さまざ

まな仕事を職員が持っている中で、それを内部

で協議するなり、上に上げるなりするときにコ

ピーをしたりとか、そういう業務に付随してお

る部分の業務量が削減できないかということに

なりますので、現在、恒常的に職員が、月、十

数時間、残業をしているという実態がございま

すので、まずはこういった具体的な取り組みに

関しては、そういった時間外の縮減とか、そう

いう面で効果が上がるのではないかと期待して

いるところでございます。

それから、職員のそもそもの配置の問題であ

、 、 、りますけれども これにつきましては 例えば

予算要求の段階、要求を各部にお願いするとき

にも、やはり効果の低い仕事は見直しましょう

と、そういうことを言っております。
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これは、今回の柱のうちの（１）のワークラ

イフバランスでありますとか、あるいは公務能

率の向上あたりにつながると思うんですが、や

はりもっと大きな視点で、現在やっている業務

のうち効率の悪い仕事、あるいはもう必要ない

のではないか、そういう仕事そのものを見直す

ことによって、私どもの仕事の業務量を減らし

て、そして新しい需要にも対応できるようにす

る、そうしたことで職員をふやさず、あるいは

職員を削減する方向で見直す、そういったこと

につながっていくのではないかと思っておりま

す。

こういう改革をするときには、い○中野委員

つもそこも視点に置いてぜひしてほしいと思い

ますので、よろしくお願いしておきます。

市町村に事務移譲、これもそうい○緒嶋委員

う県職員の事務量との絡みも出てくると思うん

ですけれど、これは宮崎市とほかの市町村では

移譲した数が相当違うわけです。

それで、これは市町村の希望によっても、や

むを得んところもあるかもしれんけれど、移譲

がうまくいかないと。だけれど、県の事務から

いえば、市町村でやってほしいものは市町村に

移譲するというような努力を今後も進められる

ということですが、13ページ、宮崎市は734移譲

しておるけれども、ほかのところは200台とかと

いうのがあるわけで、この辺のばらつきは、こ

れはやむを得んわけですか。

宮崎市が突出して多いこと○横山市町村課長

に関しましては、中核市であるということで保

健所を設置しております。この保健所の業務を

やる中で、県の業務ではありますけれども、保

健所で一緒にやったほうが効率的であるとか、

住民にとって非常にサービス向上になるという

ものについては、宮崎市が率先して移譲を受け

てくださっているということもありまして、非

常に多いという状況がございます。この水準ま

でほかの市町村を上げるというのは、なかなか

難しいとは思いますけれども、今後とも県の各

課と、それから、市町村の担当課との話し合い

も進めていただきながら、今、ほかの多くの市

町村で移譲を受けているけれども、まだ受けて

いない事務があれば、そういうものを働きかけ

をしていただくとか、そういったことをこれか

らも進めていきたいと考えております。

基本的には市町村の住民が、県が○緒嶋委員

権限を持っておるのがいいのか、市町村に移譲

したほうがいいのかというような考え方もある

と思うんです。

そのあたりで、これは市町村でやったほうが

住民のためにも連絡もやりやすいし いいんじゃ、

ないですかと。逆にいえば、県からそういう指

導というか、要請をするということも必要じゃ

ないかなという気もせんでもないです。

宮崎市はわかりましたけれど、都城や延岡に

比べれば、ほかのところはもうその半分ぐらい

のところもあるということであれば。その全て

の移譲の内容は私はわかりませんけれども、で

きるだけそういうふうに住民と行政が身近で、

それこそワンストップでサービスができるよう

にするのが、住民の利便性というか、そういう

意味でもいいんじゃないかなという気がするわ

けですから。

今後とも住民のサービスの○横山市町村課長

向上が図られるようにという観点から、市町村

とも話し合いをして、移譲を進めてまいりたい

と思います。

、○中野委員 この市町村への移譲ですけれども

まずこの13ページの表、これを、この序列じゃ

なくて、移譲された事務数の多いところから順
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番に並べかえた表でしてもらいたいと思うんで

す。

こういうのがあるということは、移譲したほ

うが住民サービス、いわゆる基礎的自治体が窓

口になったほうが住民サービスが図られるとい

うことで、こういう制度というか、移譲という

ことの内容があるわけでしょう。

だから、多いほうがいいというのが前提にな

ると思うんです。それは市という立場と町村と

いう立場で、福祉業務なんかもいろいろありま

すので、できないこともありますから、一概に

とは思わないけれども、そういう中においても

やっていただきたいと思う。

例えば、宮崎市が多いけれど、ひところは都

城市が多かったですよ、正直言って長峯さんが

市長になったとき、彼がかなり取り組んで、都

城市がぐっと多かった。最近は都城市は余り伸

びませんから、ということは、やっぱりどう取

り組むかという市町村の首長の姿勢だと思うん

です。

小林とえびのなんかは、ちょっと今は差が出

てるけれど昔はいつも同じ数字でした。これと

これは県から移譲しましょうということを西諸

で話し合ったんですよ。今、ちょっとでこぼこ

が出ましたが、これは町村合併が進んだおかげ

で、野尻、須木との関係もあってこうなったん

だと、これは推測で間違っているかもしれませ

んが。小林市、えびのは、ずっと関心があった

から見ておれば、ひところはいつも同じ数字で

した。

そして、都城が長峯さんになったときにかな

り伸びました。県が窓口でないとだめだという

ものを市でもできるんだということで、それを

市で取り組んで直接住民へのサービスを強化し

ていったと、いわゆるサービスが図られたとい

うことだったと思うんです。

そういう意味からすると、市町村にもわかる

ように、自分のところは一番最後になっている

と思われるような表に、ぜひつくりかえてほし

いんです。

そうすると、小林はえびのに今８ポイント負

けていると、いつも西諸の中核だと言っている

小林がえびのに負けてたまるかと、そういう意

気込みになってふえていくと思うんです。何が

取り組まれていないんだろうかと。そういう表

にしたら。これ、移譲したいわけでしょう、で

きるものは移譲したい。

そしてまた、先ほども市町村ができる仕事と

県ができる仕事、県も全部市町村へ移譲できる

のに、１つの市が、町がずっと県の移譲を受け

ずにおって移譲されない状態であれば、やっぱ

りその担当が県に必要だということでしょう。

１つの仕事が全部要らなくなれば、さっきのあ

れじゃないけれど、県にこの職員は要らなくな

るんですよ。

やはりそういうことも含めて、職員をいかに

して削減できるかという努力も市町村にもお願

いしながらやってほしいなと思うんです。

表を並べてやったら、ぴんとくる市町村があ

るかどうかわかりませんが、いつもこういうの

、 、を２カ月に１回の広報で流しておけば 住民が

県民が見ますからね。

うちの市はこれはこうだとか、我々はサービ

スが施されていないと やっぱり県に行かなきゃ、

いかん、出先に行かないかんということになり

ますから、県の出先はえびのには振興局、土木

事務所含めて何もありませんから、やっぱり小

林まで行かないかんとです。

私はそういう意味で、表を県民に見せて、周

知をする機会もどんどんつくっていただいて、
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この表をつくってほしいと思います。

権限移譲をするに関しまし○横山市町村課長

ては、やはり市町村の人員体制ですとか、それ

から、先ほど言われましたように出先の機関が

近くにあるかどうかとか、保健所が近くにある

から当市では受けなくてもいいんじゃないかと

か、そういった市町村による事情というのもそ

れぞれあると考えております。

ですので、隣の市町村との比較というのは、

なかなか難しいとは思うんですけれども、それ

ぞれの市町村が住民サービスを向上させるとい

う観点から、移譲を受けてくださるものについ

てはしていただけるように、これからも働きか

けをしてまいりたいと考えております。

そういう表につくりかえてほしい○中野委員

と。例えば、椎葉村なんか、県庁から行く場合

に時間的には一番遠いでしょう。多いというこ

とは、みんなが宮崎やら出先に行くのに時間が

かかるから、できるものは早く移譲を受けてお

。きたいということが働いた数字だと思うんです

国富、綾は宮崎に近いから余り移す必要はな

いと。もうほとんどが宮崎で働いているじゃな

いか、その時間で利用できるじゃないかという

こと等があって、こうなっているという推測も

できるわけですから。それは受け皿の人的な問

題やらいろいろあると思うんですが、そういう

中で移譲を受けているところ、受けてないとこ

ろの差がやっぱり出ているわけだから、それを

多いところから順番に、ただ表をつくりかえて

ほしいと。私が言ったことは当たらんかもしれ

ませんよ、私の単なる思いかもしれませんが、

してもらって、それをいろんな形で県民にやっ

てほしいと思います。

表のつくり方については、○横山市町村課長

また、今後検討していきたいと思います。

ただいまの点ですけれども、○桑山総務部長

私どもも緒嶋委員がおっしゃいましたように、

やはりこういったものが住民サービスの向上に

資するんだという点を、首長さん、いわゆる市

町村の意欲によるんではないかという中野委員

のお話もありましたけれども、そういった住民

の利便性の向上に資するんだという点を、もっ

ともっと各市町村に私どもが訴えて主張してい

く必要があると思っておりますので、そういう

点に留意しながら移譲に努めてまいりたいと思

います。

一旦移譲を受けたのに、やっぱり○中野委員

これじゃかえって住民サービス等がいろいろだ

めだったので、お返ししたという事例があるん

ですか。

今のところ、そういった事○横山市町村課長

例は聞いておりませんが、法令移譲といいまし

て、国から、法令が変わりまして、もうこの事

務は県の事務ではなくて市町村の事務ですよと

いうことで、この移譲件数からは減っているの

はありますけれども、県にまた戻ってきたとい

うようなものはありません。

法律上のことは仕方ないですから○中野委員

ね、そうでないものがそういう事例がないとい

うことは 移譲して住民サービスがやはりよかっ、

たということだろうから、わざわざ県には返さ

なかったということだと思います。それは、私

のまた勘ぐりも含めた考え方です。

これは決算のときでもよかったん○緒嶋委員

だと思うけれど、今後、国体あるいは防災拠点

、 、庁舎とか 南海トラフの津波対策とかいろいろ

ここ10年ぐらいの間に、やはり宮崎県の財政支

出が確実に想定される案件というのが相当多い

わけです。

その財政見通しというか、その見込みという
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のは、やっぱりある程度、県の財政運営の中で

明確に立てておかんと、私はその将来計画はな

いと思ってるんです。

、今の段階ではどういう状況になっておるのか

お伺いします。

国体についても、県のおおま○川畑財政課長

かな３施設については方針を今回お示しをした

ということもありますので、候補地がおおむね

定まってくると同時に、費用についても今後精

査がされていくことになると思います。

今後10年間、防災拠点庁舎に、国体にという

ことで、施設整備が相次ぐことになります。

その費用とその財源をどう工面するかという

ことですけれども、市の土地に県の施設をとい

うことなので、国の交付金がどこまで使えるの

か、使える方策はあるのかということ。また、

一般財源ではなかなか一度に出せませんので、

県債起債をして対応していくことになります。

起債をすると、いっときは財政負担は圧縮で

きますが、それを二、三十年かけて返していく

ことになります。

それで、今後の財政見通しですけれども、昨

年度、総務政策常任委員会の中で見通しについ

て触れられたこともありますし、どういう形で

出していくことができるのか、また、それがい

つのタイミングでできるのか、これは今後検討

してまいりたいと思っております。

ぜひ、やっぱりそういう見通しの○緒嶋委員

中で財政運営を推進していかないかんし、ＰＦ

Ｉにするのかどうかとか、手法の問題も含めて

負担の型というのは変わると思うし、言われた

起債 また 基金がどこまで対応できるかによっ、 、

ても変わるわけで。そういうことを含めて、宮

崎県の財政というのは、そういうものをやって

も大丈夫ですというか、将来見通しがあるとい

うものがあることによって、県民からもそうい

う施設をつくることに対する理解も出てくると

思うから。その基本計画的なある程度のものが

出てこんと、なかなかその計画も立てられんと

思うけれど、そういう見通しが明確に出てきた

ときには、早目に示すべきだと思いますので、

これは要望にしておきますけれど、よろしくお

願いします。

働き方改革の問題ですけれど 10○前屋敷委員 、

ページから11ページなんですけれど、ここの11

ページの３の柱の中の２の公務能率の向上、長

時間労働の是正、ここが大変大事だと思ってい

ます。

今、１週間に１回、水曜日は早く帰ろうとい

う知事のメッセージも流れているということも

、 、 、あり だんだん早く退庁するという傾向に 今

庁内全体がなっているんじゃないかなという感

じがするんです。

やはり、長い時間働けばいいというもんでは

、 、ないし それがひいては健康の問題であったり

家族の問題に波及し、仕事の能率も落ちること

になったりしますので、そういった面では、長

時間労働の是正というのはやっぱり喫緊の課題

だなと、とりわけ思っているところです。

そのためには、仕事量が減らなければ長時間

労働がなくならないわけで、仕事量が減らない

で仕事をするということになれば、人員はふや

さないと、これは問題解決しないということに

もなってくるんで、その辺の兼ね合いが大変難

しいかと思うんですけれど。職員の皆さん一人

一人が健康な体で、やはり健全な形で、県民の

公僕としての役割をどうサービスを高めるかと

いう点も含めて、そういう形で仕事をしていた

だくというのが大事なことなもんですから、仕

事の能率化の問題も、ペーパーレス化もその１
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つだと思っています。

ペーパーの管理をするというのはなかなか大

、 、変な作業で 私にとっても非常にこれは問題で

もう書類がたまり続けるみたいなところもあっ

たりして、そういった意味では１つの試行をし

ていく上では大事なことかなと思っているとこ

ろですので。長時間労働の是正の中で職員の皆

さんが働いていく、それがひいては県民にも及

んでくると思ってますので、ぜひこの点は働く

、皆さんも一緒になって考えていくということで

職員一人一人の意識の問題だということも上げ

られていますけれど、両面合わせてここは取り

組んでいただきたいなと思うところですので、

よろしくお願いしたいと思います。

、○吉村人事課長 御意見いただきましたとおり

職員が持っている能力を健康な体のもとに十分

発揮していただいて公務をやっていただく、そ

して、効率よくやっていただくことによって御

本人のライフといいましょうか、生活面も充実

していくことで、またさらにワーク、仕事に能

力を使っていただくというような、おっしゃっ

ていただきました（２）の部分と、また（１）

の部分とか、その辺は関連するところでござい

ますので。今現在やっております幹部の意識改

革も含め、職員個々の意識改革も含めて、なる

だけ仕事の効率化、早く帰る日、定時退庁日の

設定ですとか、休暇の取得も含めまして、働き

方についての考え方を改善していく必要がある

かなと思います。

左側で、昨日説明しましたように、職員にも

アンケートを行いましたりとか、意見交換会と

いうものも別途行っております。そういった中

で、実際に働いている職員の意見等とかという

のも踏まえながら、どういった形でさらにそれ

を進めていくかというのが、この改革の中に織

り込んでいければと考えております。

次に、九州北部豪雨災害への対応○中野委員

についてですが、２の支援状況の中で、消防と

航空隊が行かれているんですが、航空隊は１隊

で４人、それは理解できるんですが、宮崎県大

隊は延べ40隊、163人、延べという意味がわから

んとですが。

緊急消防援助隊につきま○福栄消防保安課長

しては、県内に50隊、202名が指定されておりま

すけれども、１回当たりの出動が３日間で大体

交代しております。

今回の場合ですと、７月６日から７月８日ま

でが第１次派遣隊が出動いたしまして、８日か

ら10日までが同じく第２次派遣隊が出動してお

ります。１回当たり20隊が出動しておりますの

で、合計の40隊の163名となっております。

いわゆる隊としては40隊行かれた○中野委員

わけですか。

第１次で20隊 第２次で20○福栄消防保安課長 、

隊、合わせて40隊となっております。

それを延べという意味がわからん○中野委員

とです。

出動した人員が最初の20○福栄消防保安課長

隊と後の20隊、入れかわっておりますので、ト

ータルで40隊ということであります。

それは、ただ40隊でいいんじゃな○中野委員

いんですか。

実際に現場で活動してい○福栄消防保安課長

る部隊というのは、常時は20隊ずつということ

ですので、全体をトータルで見ると40隊で、現

場で実際に活動しているのは20隊という意味で

ございます。

普通、延べ何日とか云々というと○中野委員

きには １人の人が救助なら救助しますよね 10、 、

。日間おれば延べ10日間というんじゃないですか
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だから、10人の人が10日間救助すれば、延べ

では１人が10日だから延べ100日とか、そういう

ときに延べ何人と使うけれど、この40隊の中

の163人というのは隊員の数でしょう。40隊の中

の総数の人間が163人という意味じゃないんです

か。

実際に出動した人員が、○福栄消防保安課長

全てで40隊の163名でございます。

私は延べという場合には、この163○中野委員

人が延べ何日したというときには延べでいいと

思うんだけれど。ただ人数を40隊で163人という

場合には、延べは要らんとじゃないかなと思っ

て、その証拠には下のほうは、日数は長くして

るけれど１隊４人ですよね。

、○福栄消防保安課長 航空部隊につきましては

１隊４名、これが出動しております。ずっと４

日間ということです。

この延べという数え方につきましては、全国

共通でやっております。

例えば、自衛隊とか含めて、ずっ○中野委員

と活動したりすると、何千、何万という、１日

を１人とすればそれが延べ何人の１日、それが

２日すれば１人でやっても延べでいけば２人だ

から、100人のときにはその倍の200とか、何千

日とか、そのときによく延べ何人行ったとかと

いうときに、延べというのを使われているよう

に思うから。この隊の数と人数が書いた中で、

頭に延べというのを、そこ辺が隊員が163人だっ

たから、これはもう合わせてみんなで163人行っ

たんだなという意味だったから、活動した日数

は１人が３日か４日かするわけだから、延べを

するときにはそれを４日であれば、それを４倍

した数字じゃないかなと思ったもんだから、そ

れで聞いたんです。

先ほども申しましたけれ○福栄消防保安課長

ど、消防庁で統計をとっておりまして、その統

計のとり方で数字を出しております。

航空隊は消防庁の管轄ではないか○中野委員

らということになるんですか。

いえ、航空部隊も一緒で○福栄消防保安課長

すけれども、この４名が今回の場合にはずっと

続けておったということで御理解いただければ

と思います。

隊とそのメンバーはかわらんけれ○中野委員

ども、それを前半と後半で行った、その場合に

は延べを使うということですね。どうも、普通

の延べ何人というときの言い方と違うなと、消

防はそういうとり方でしょうから仕方はないと

思うんですが。長く捜索した場合には、消防が

何日、何人出動したということの捉え方のとき

、 。には 今度はどういう捉え方をするわけですか

自衛隊なんかは、表を見れば延べ何人とかと

いう、かなりの活動したような書き方をします

が。わざわざここに日数を書かない場合には、

活動した日数とかそれがちょっとわかりません

よね。そういう制度であれば仕方がないですけ

れども、どうかなと思ったもんだから。

参考でございますけれど○福栄消防保安課長

も、昨年の熊本地震、こちらが延べ12日間の出

動をしておりますけれども、この際が１回の出

動当たり20隊で、最後が10隊ですけれども、通

常20隊ずつで合計の延べ90隊の371名が出動して

おります。

それは、だから300何人行ったとい○中野委員

うことでしょう。いわゆる一人一人が違うわけ

ですよね。

、 、そうした場合に １隊が４人ぐらいですかね

その人たちが今回も行ったけれど また次も行っ、

。たという場合にはどんな書き方になるんですか

、 、○福栄消防保安課長 今 委員お尋ねのとおり
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１隊の４名が例えば１回出動いたしまして、１

回帰隊して、その後、出動すればまたカウント

するという形で数えております。

そのときは延べでいいような気が○中野委員

するけれど、今度はメンバーが違うわけですか

ら 前半が20隊 後半が20隊 各消防署から行っ、 、 、

たわけでしょう。

消防署の数からすると、隊の数があるから、

宮崎なんかは大きいから、隊が何人かあるんで

しょう。これがどうだということじゃないけれ

ども、普通、我々がいろんな活動をしたときの

延べ何日いたとかという見方のときがこうじゃ

なかったなと思ったもんだから。消防はそうい

う制度で、国を挙げてそういう制度であれば、

そういう制度だなと思ってこれから見ればいい

話だから理解しますけれども、数え方はいろい

ろあるんでしょうね。

ほか、ございませんか。ないよ○二見委員長

うでしたら、もう締めますけれども。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって総務部○二見委員長

を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさま

でした。

暫時休憩いたします。

午前10時42分休憩

午前10時46分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

次に、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、来週25

日月曜日に行いたいと思います。

開会時刻は13時といたしたいのですが、よろし

いでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○二見委員長

します。

そのほか、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら、本日の○二見委員長

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上をもちまして本日の○二見委員長

委員会を終わります。

午前10時46分散会
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午後１時４分再開

出席委員（７人）

委 員 長 二 見 康 之

副 委 員 長 岩 切 達 哉

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 原 正 三

委 員 中 野 一 則

委 員 松 村 悟 郎

委 員 前屋敷 恵 美

欠席委員（１人）

委 員 河 野 哲 也

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 原 田 一 徳

総務課主任主事 日 髙 真 吾

委員会を再開いたします。○二見委員長

まず、議案の採決の前に、先週21日の委員会

におきまして、松村委員及び 原委員、そして

私から、みやざき文化振興課所管の私立学校退

職金基金事業補助金（幼稚園退職金事業）につ

いて、質疑や要望がありました。

この中で、みやざき文化振興課長から昨年度

は1000分の12.0で、本年度は13.2に上げている

との答弁がありましたが 正しくは今年度は11.6、

相当と下がっているとのことでした。

このことについて、当局より発言訂正の申し

出があり、許可しましたので、御報告いたしま

す。

それでは、議案の採決を行いますが、採決の

前に、各議案につきまして、賛否も含め、御意

見がありましたらお願いいたします。特にない

でしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、採決を行います。○二見委員長

議案等につきましては、議案ごとがよろしい

でしょうか、一括がよろしいでしょうか。

議案ごと。○前屋敷委員

議案ごとですね。○二見委員長

それでは、個別採決を行います。まず議案第

１号について、原案のとおり可決することに賛

成の方の挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

挙手全員。よって、議案第１号○二見委員長

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第２号について、原案のとおり可

決することに賛成の方の挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第２号○二見委員長

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

次に、議案第３号について、原案のとおり可

決することに賛成の方の挙手をお願いします。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、議案第３号○二見委員長

については、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。

それでは、次に委員長報告骨子案についてで

あります。

委員長報告の項目として、特に御要望等はあ

りませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時６分休憩

午後１時６分再開

平成29年９月25日(月)
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委員会を再開いたします。○二見委員長

、 、 、それでは 委員長報告につきましては 先週

正副委員長一任との声もいただきましたので、

御一任いただくことで御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○二見委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

総合政策及び行財政対策に関する調査につい

ては、継続調査といたしたいと思いますが、御

異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○二見委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、閉会中の委員会について御意見を伺い

たいと思います。

11月６日月曜日に予定されております閉会中

の委員会につきまして、御意見、御要望等はご

ざいませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時７分休憩

午後１時８分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

では、11月６日の閉会中の委員会につきまし

ては、ただいま御意見いただきましたことを踏

まえて正副委員長に御一任いただくことで御異

議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○二見委員長

す。

その他、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上で委員○二見委員長

会を終了いたします。

午後１時８分閉会

平成29年９月25日(月)


